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広
島
県
立
歴
史
博
物
館
は
、
中
世
の
港
町
と
し
て
知
ら
れ
る
草
戸
千
軒
町
遺
跡
や
近
世
後
期
の
代
表
的
な
文
化
人
で
あ
る
菅
茶
山
の
関
係
資
料
、
ま

た
日
本
屈
指
の
古
地
図
資
料
を
集
め
た
守
屋
壽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
核
に
、
広
島
県
の
歴
史
と
文
化
に
関
わ
る
情
報
発
信
基
地
と
し
て
、
ま
た
、
生
涯
学

習
推
進
の
施
設
と
し
て
、
地
域
文
化
の
向
上
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
研
究
紀
要
も
、
調
査
研
究
の
成
果
を
広
く
公
開
し
、
活
用
す
る
こ
と

を
目
的
に
刊
行
し
て
い
ま
す
。

　

一
昨
年
度
か
ら
続
け
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
当
館
で
も
、
お
客
様
同
士
の
間
隔
を
空
け
て
い
た
だ
い
た
り
、
マ
ス
ク

の
着
用
を
お
願
い
し
た
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
皆
様
に
は
、
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ
き
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
一
方
、
今
年
度
は
年
間
を
通
じ
、

福
山
城
築
城
四
百
年
記
念
事
業
を
記
念
し
た
展
示
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
皆
様
に
は
、
大
変
御
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
研
究
紀
要
に
は
、
菅
茶
山
関
係
資
料
の
中
か
ら
「
庭
訓
」
の
翻
訳
と
解
説
の
取
組
、
そ
の
菅
茶
山
と
円
山
派
の
画
家
で
あ
る
渡
辺
南
岳

と
の
交
流
に
関
す
る
研
究
、
広
島
頼
家
関
係
資
料
の
中
か
ら
頼
山
陽
の
漢
詩
草
稿
の
訳
注
の
取
組
や
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
の
木
簡
の
記
載
内
容
と

銭
の
出
土
状
況
か
ら
み
た
様
相
、
山
口
県
美
濃
ヶ
浜
遺
跡
出
土
の
滑
石
製
模
造
品
や
木
之
庄
焼
窯
跡
表
採
資
料
の
資
料
紹
介
と
い
っ
た
、
六
編
の
論
考

を
収
録
し
ま
し
た
。

　

あ
ら
た
め
て
、
皆
様
の
御
健
康
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
一
日
も
早
い
終
息
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
当
館
の
調
査
研
究
活
動
に
御

支
援
・
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
、
本
書
が
今
後
と
も
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
、
発
刊
の
御
挨
拶
と
し
ま
す
。

　

令
和
五
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
立
歴
史
博
物
館

御　

挨　

拶
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資
料
紹
介　

菅
茶
山
関
係
資
料
「
庭
訓
」　

翻
刻
と
解
説

資
料
紹
介　

菅
茶
山
関
係
資
料
「
庭
訓
」　

翻
刻
と
解
説

岡　

野　
　

将　

士

一　

は
じ
め
に

一　

は
じ
め
に

　

今
回
紹
介
す
る
「
庭
訓
」
は
、
備
後
神
辺
宿
の
儒
学
者
菅
茶
山
（
１
）

が
上
本
庄
屋
菅
波

家
（
２
）
（
以
下
「
新
宅
」
と
い
う
。
）
の
当
主
を
弟
圭
二
（
３
）

に
譲
る
際
に
、
圭
二
へ
対
し
て

の
教
訓
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

茶
山
の
筆
に
よ
る
当
資
料
は
、
父
樗
平
（
４
）

か
ら
始
ま
る
上
本
庄
屋
菅
波
家
の
当
主
と

し
て
の
心
得
、
茶
山
の
弟
圭
二
に
対
す
る
思
い
、
そ
し
て
菅
茶
山
が
当
主
で
あ
っ
た
時
期

に
起
こ
っ
た
出
来
事
等
を
知
る
事
が
で
き
る
好
資
料
で
あ
る
。

　

な
お
、
裏
表
紙
に
、
菅
光
子
（
５
）

筆
に
よ
る
資
料
成
立
時
期
を
推
定
す
る
一
文
が
記
さ

れ
て
い
る
。

二　

「
庭
訓
」
本
文

二　

「
庭
訓
」
本
文

　

翻
刻
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
筆
者
が
句
読
点
を
付
し
た
。
原
則
と
し
て
旧
漢
字
は
、
そ

の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

資
料
名　

「
庭
訓
（
外
題
）
」
菅
茶
山
筆

資
料
群
名　

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料
（
６
）

資
料
番
号　

Ｊ
0
0
3
︲
1
5
8

形
状　
　

横
帳　

共
紙
表
紙

寸
法　
　

縦
一
三
・
八
㎝
×
横
二
一
・
一
㎝

丁
数　
　

８
丁　

　
　

（
表
紙
）　

庭
訓
（
茶
山
自
筆
）

一
、
祝
儀
不
祝
儀
法
事
等
事
。

「庭訓」表紙

裏表紙書入
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一
、
勝
手
ニ

よ
り
家
の
住
居
か
へ
候

こ
と
。
幷
ニ

植
置
候
草
木
等
う
へ

か
へ
、
或
ハ

き
り
と
り
候
事
。

　
　
　 
下
地
の
ま
た
に
て
繕
候
事
な
と
ハ

、
相
談
ニ

　
　
　 

不
及
。

一
、
渡
世
の
体
を
か
へ
、
幷
に
山
田
等

う
り
か
い
候
事
。

一
、
拙
者
疎
遠
に
く
ら
し
候
人
の
あ
し

ら
い
、
幷
ニ

出
入
の
物
中
途
に
て
、
遣

ひ
不
申
候
人
あ
し
ら
い
の
事
。

　
　
　

 

今
ま
て
遣
ひ
候
人
を
や
め
候
事
。
ま
た

　
　
　

 

あ
ら
た
に
遣
ひ
候
人
な
と
ハ

、
相
談
ニ

不
及

右
之
外
ハ

大
抵
相
談
ニ

不
及
候
。
其
内

圭
二
児
共
（
７
）

出
来
、
そ
れ
を
よ
め
い
ら
セ
、

ま
た
ハ

よ
め
と
り
候
様
之
叓
ハ

、
他
人

に
て
も
心
安
き
方
ヘ
ハ

，
相
談
可
有
之
候

ヘ
ハ

、
こ
れ
ニ

準
じ
候
こ
と
な
と
、
申
ニ

不
及
候
こ
と
ハ

か
き
の
セ
不
申
候
。

一
、
圭
二
身
持
其
外
に
て
も
、
人
の
目

に
あ
ま
り
、
あ
の
通
の
事
ハ
太
中

が
さ
セ
ぬ
筈
な
と
ゝ
、
他
人
ゟ
申
候

様
之
叓
。

一
、
渡
世
の
う
き
沈
に
か
ゝ
り
候
様
の
事
。

右
二
事
ハ

此
方
ゟ
も
心
つ
き
候

事
ハ

申
候
。

　
　
　 

身
代
不
如
意
に
相
成
候
こ
と
、
不
仕
合
ニ

て

　
　
　 

出
来
候
事
ハ

是
非
に
不
及
候
ヘ
ハ

、
こ
れ
ら

　
　
　 

の
事
ハ

申
も
い
た
さ
す
候
。

　
　
　
　
　

右
ハ

申
渡
お
き
候
事
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
浄
留
里
か
た
り
候
事
。

　
　
　 

尤
酔
後
同
道
と
も
有
之
、
途
中
に
て
一
口

　
　
　

 

浄
留
里
等
出
次
第
ニ

い
た
し
候
こ
と
ハ

見

　
　
　

 

合
た
る
へ
し
。
本
を
か
ま
へ
、
ふ
し

　
　
　

 

を
習
候
而

之
事
ハ
無
用
ニ
候
。

一
、
博
奕
を
見
物
い
た
す
ま
し
き
事
。　

　
　
　

 

集
り
候
席
に
て
始
り
候
ハ
ヽ
、
め
た
ち
不
申
候

　
　
　

 

様
ニ

立
帰
り
可
申
候
。
す
て
に
始
り
た
る
所
へ
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参
り
か
ヽ
り
候
ハ
ヽ
、
早
速
可
立
去
候
事
。

一
、
追
か
け
商
（
８
）

い
た
す
ま
し
き
事
。

　
　
　

 

帳
合
等
者
勿
論
の
事
ニ

候
。

一
、
此
方
ニ

居
申
候
弟
子
を
遣
ひ
候
こ
と
ハ

、

客
の
給
仕
、
墨
筆
の
用
、
書

物
出
し
入
、
く
す
り
き
さ
ミ
、
坐

敷
の
掃
除
等
、
こ
れ
に
準
し
候
事
ハ

遠
慮
有
之
へ
か
ら
す
候
。
酒
を
買

に
や
り
、
く
い
物
指
な
し
、
丸
子
（
９
）

等
を
買

あ
る
か
セ
候
事
、
無
用
な
る
へ
し
。

背
た
ゝ
か
セ
、
あ
つ
さ
に
あ
ふ
か
せ
候

様
の
こ
と
、
四
十
以
下
の
人
ハ

決
而

無
用
ニ

候
。

一
、
母
へ
（
10
）

願
相
談
等
有
之
候
こ
と
ハ

圭
二
ハ

太
中
、
お
た
に
（
11
）
ハ

お
の
ふ
（
12
）

を

取
次
ニ

い
た
し
可
申
上
候
。

　
　
　

 

右
ハ
他
所
へ
参
り
候
様
の
こ
と
、
衣

　
　
　 

服
買
物
等
之
事
ニ
候
。
平
生
之

　
　
　 

ミ
そ
し
ほ
等
之
小
事
ハ

、
其

　
　
　 

場
の
見
計
た
る
へ
し
。

一
、
下
々
ハ
妻
一
人
ニ
而

妾
等
有
之
ま
し

き
事
。
誰
も
存
候
事
ニ

候
。
た
と
ひ
当
坐

の
事
ニ
而

も
、
女
を
な
し
ミ
候
事
な
と

あ
る
ま
し
く
候
。
第
二
ハ

身
の
養
生
、

第
三
ハ

失
費
を
は
ふ
き
、
第
四

に
ハ

家
内
を
あ
け
他
出
し
け
〳
〵
に
て

あ
し
く
候
故
也
。
妻
三
十
歳
迠
、
出

生
男
子
無
之
候
ハ
ヽ
、
相
談
之
上

身
代
相
應
之
妾
に
て
も
入
可

申
候
こ
と
。

一
、
衣
服
等
之
事
、
お
の
ふ
、
お
た
に
同
様
ニ

い
た
し
可
申
事
。

　
　
　

 

色
等
ハ

、
こ
の
ミ
次
第
な
れ
と
も
、
地
合
よ
し

　
　
　

 

あ
し
等
ハ

平
生
之
服
、
は
れ
き
等
も
同

　
　
　

 

様
た
る
へ
し
。

一
、
家
に
つ
き
候
物
、
太
中
一
分
の
物

有
之
候
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ワ
け
候
も
事

む
つ
か
し
く
候
へ
共
。
大
抵
心
得

あ
る
へ
き
こ
と
。

　
　
　

 

銭
の
か
し
か
り
ハ

相
談
な
し
に
い
た
し
候
而

も
、

　
　
　

 

書
物
の
か
し
か
り
ハ

相
談
あ
る
へ
く
候
。
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米
ハ

入
用
次
第
遣
ひ
候
而

も
、
太
中

　
　
　

 

唯
々
筆
墨
紙
等
ハ
こ
ふ
て
、
其
後

　
　
　

 

可
用
候
類
の
こ
と
ニ

候
。

一
、
拙
者
此
後
、
万
一
子
出
来
候
と
も
、
家
ゆ

つ
り
候
ニ
ハ

不
及
。
大
抵
う
ま
れ
つ
き

相
應
之
事　

　

を
し
へ
候
而

渡
世
に
ハ

お
も
ふ
方
へ
可
遺
候
。

一
、
お
の
ふ
こ
と
、
拙
者
相
果
候
後
も

親
と
し
養
は
る
へ
く
候
。
も
し

不
行
跡
之
事
と
も
出
来
い
た
し

候
ハ
ヽ
、
故
郷
へ
帰
し
候
と
も
、
此
方
に

て
（
蟄
カ
）

居
い
た
さ
セ
候
と
も
可
被
致
候
。

右
ハ

申
渡
し
候
事
。

外
ニ
瀧
次
（
13
）
こ
と
、
早
戸
（
14
）
の
こ
と
、
相

談
い
た
し
を
き
可
申
候
へ
共
、
急
候

こ
と
に
て
も
無
之
候
。
た
い
て
い
心
ま
か

せ
た
る
へ
く
候
へ
と
も
、
其
方
い
た
し

か
た
に
て
ハ

、
太
中
不
埒
ニ
相
成
候

こ
と
も
可
有
之
候
や
。
尚
又
可
申

談
候
。

一
、
拙
者
二
十
六
計
の
時
（
15
）

、
身
代
さ
く

ま
い
（
16
）

い
た
し
か
け
候
。
い
つ
堺
と
申
こ
と
も

無
之
候
へ
共
、
節
季
拂
等
拙
者
い

た
し
候
。
其
時
借
銀

五
百
匁　
　

お
の
み
ち
や
（
17
）

質　
　
　

五
百
匁　
　

ふ
ち
や
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
次

壱
貫
目　
　

光
蓮
寺
（
18
）　
　
　
　
　

 

弐
貫
匁　
　

た
の
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
ハ
弐
百
参
十
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ゝ
か
な
し
く
す
し

　
　
　

 

此
外
た
わ
ら
や
ニ
有
之
候

　
　
　 

と
り
候
た
の
も
し
利
銀
よ
ほ
と
有
之
候
。　

夫
の
ち
二
十

　
　
　 

年
計
世
話
い
た
し
候
内

親
仁
様
（
19
）

御
上
京　
　
　
　
　

母
人
同
断

圭
二
同
断　
　
　
　
　
　
　
　

 

お
八
代
（
20
）

よ
め
い
り

お
た
め
（
21
）

よ
め
と
り　
　
　
　

 

お
の
ふ
同
断

お
た
に
同
断　
　
　
　
　
　
　

 

親
仁
様
岩
国
行

桂
二
同
断　
　
　
　
　
　
　
　

 

太
中
宮
嶋
行
（
22
）

圭
二
か
も
か
た
年

（々
23
）

親
仁
様
御
死
去
（
24
）　
　
　
　
　

磯
八
殿
同
断

お
た
め
同
断
（
25
）　
　
　
　
　
　

猶
右
衛
門
（
26
）

同
断

御
百
姓
さ
う
ど
う
（
27
）　
　
　
　

此
時
の
損
酒
米
ハ

し
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け
等
を
〆
大
数
十
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

目
ニ
及
申
候
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太
中
京
行
（
28
）　
　
　
　
　
　
　

大
江
伊
八
ニ
銀
百
九
十
五
匁
か
り

人
ニ
も
ら
ひ
候
餞
少
々
、
こ
れ
を

土
手
ふ
し
ん
（
29
）

　
　
　
　
　
　
入
用
と
い
た
し
伊
八
へ
ハ

二

三
年
ニ
三
百
匹
四
百
匹
つ
ゝ

拂
申
候

こ
れ
ハ
材
木
等
人
ニ

も
ら
ひ
候
外

よ
ほ
と
入
候
へ
共
、
近
年
人
々

唯
々
銀
子
な
と
久
仕
候
。
少
々

山
た
（
30
）
へ
少
々
預
お
き
候
。
ね
か
ふ
て　

大
抵
家
の
物
ハ
用
不
申
候

か
た
ニ

候
。
然
と
も
さ
ん
用
之
外

入
用
多
こ
ま
り
申
候
。

　
　
　

 

太
中
め
お
い
所
の
ワ
り
合　
　

大
数
小
弐
百
匁
も
入
候
や

右
之
こ
と
く
物
入
候
へ
と
も
、
拙
者
世
話
い
た

し
候
う
ち
、
家
内
一
致
候
。
世
話
い
た
し
候

ハ
ヽ
、
借
銀
拂
候
う
へ
、
少
々
ハ
餘
分

も
出
来
可
申
心
あ
て
に
候
へ
共
、

算
用
之
外
、
失
物
等
も
有
之
候
而

心

に
ま
か
せ
す
候
。
拙
者
不
取
計
故
と
存
候
。

然
と
も
二
十
四
五
ゟ
か
く
へ
つ
の
病
身

故
、
半
分
ハ

保
養
寺
ニ
而

出
精
も

い
た
し
不
申
候
。
其
方
ハ
拙
者
ほ
と
の
病

も
見
え
不
申
候
。
其
上
今
ハ

親
仁
様
之
如
き

世
話
い
た
し
候
方
も
無
之
候
へ
ハ

、
拙
者

同
様
ニ
ハ

参
る
ま
し
く
候
（
31
）

。
扨
、
家
も
ち

候
と
申
ハ

厄
介
の
と
き
よ
り
格

別
つ
ら
き
物
ニ

候
。
第
一

公
儀
之
法
度
等
、
家
内
ニ

そ
む
き

候
而
ハ

、
御
と
か
め
ハ

家
も
ち
候
人
う
け
候
。

銭
ハ

家
内
に
遣
ひ
候
而

も
、
借
銀
を

セ
ら
れ
候
ハ

家
も
ち
候
人
ニ

候
。
家
内
ニ
而
ハ

着
る
と
き
ハ

着
、
の
む
と
き
ハ

の
ミ
、
つ
か

う
時
ハ

遣
ひ
候
而

も
、
節
季
ハ

み
な
く

家
も
ち
候
人
へ
あ
つ
ま
り
候
而

相
應
ニ

拂
不
申
候
而
ハ

、
家
も
ち
と
ハ

申
さ
れ

す
候
。
其
上
物
見
見
物
等
も
人
を
出
し
て
、

留
守
番
い
た
し
申
さ
ね
ハ
な
り
不
申
候
。

只
今
迠
の
様
子
ニ
而
ハ

か
よ
う
の
こ
と

に
は
ら
た
ち
可
申
と
存
候
。
家
も
ち

た
る
も
の
や
け
と
申
ニ

な
り
、
我
ひ

と
り
難
義
を
セ
う
よ
り
ハ

我
も

な
ぐ
さ
め
よ
な
と
ゝ
申
心
に
て
ハ

一
日
も
た
ち
不
申
候
物
ニ

候
。
大
抵
男

子
出
来
小
三
十
ニ

な
り
候
迠
ハ

、
牢
へ

入
候
心
ニ

な
り
不
申
候
而
ハ

家
ハ

も
た

（
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れ
す
候
と
見
え
候
。

　

右
ハ

心
得
の
た
め
申
候
。

（
裏
表
紙
）

過
去
帳
な
ど
引
合
せ
ミ
ル
ニ
此
文
御
認
メ

遊
ば
さ
れ
し
ハ
寛
政
六
年
頃

ら
し
く
思
は
る
。

　
　
　
　
　
　

昭
和
六
・
四
・
四　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
子
記

三　

お
わ
り
に

三　

お
わ
り
に

　

こ
の
「
庭
訓
」
は
、
農
と
酒
造
を
営
む
江
戸
時
代
の
「
家
」
の
家
政
に
つ
い
て
記
し
、
当

主
の
あ
り
方
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
代
替
わ
り
に
際
し
て
、
当
主
と
し
て
の
役
割
、
振
る

舞
い
を
説
き
、
戒
め
る
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
「
相
談
に
及
ぶ
べ
き
こ
と
」
と
し
て
、
４
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。

　

冠
婚
葬
祭
、
新
宅
、
家
業
、
人
事
の
４
項
目
で
、
そ
れ
に
準
じ
て
、
圭
二
の
子
供
の
婚

姻
、
圭
二
の
品
行
、
商
売
の
浮
沈
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
家
政
に
つ
い
て
の
10
項
目
で
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
遊
興
の
禁
止

②
商
売
の
方
法

③
茶
山
の
弟
子
の
扱
い

④
家
で
の
相
談
の
仕
方
と
女
性
た
ち
の
振
る
舞
い

⑤
茶
山
個
人
の
所
有
物

⑥
跡
継
ぎ

⑦
茶
山
の
妻
宣
の
扱
い

　

こ
の
中
で
、
跡
継
ぎ
に
つ
い
て
は
、
茶
山
に
万
が
一
子
供
が
出
来
た
場
合
で
も
、
そ
の
子

に
当
主
を
譲
る
必
要
は
な
い
と
明
記
し
て
い
る
。
す
で
に
茶
山
自
身
は
「
新
宅
」
か
ら
別

家
し
た
体
裁
を
と
り
、
「
新
宅
」
と
「
塾
」
を
分
け
、
自
ら
は
塾
に
専
念
す
る
と
い
う
意

識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
新
宅
」
と
「
塾
」
は
分
家
の
体
裁
で
あ
る
な

ら
不
可
分
で
は
な
い
か
ら
、
不
可
分
の
関
係
で
あ
り
、
「
新
宅
」
と
「
塾
」
が
明
確
な
分
離

が
な
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
茶
山
は
晩
年
ま
で
、
新
宅
及
び
塾
の
後

継
者
問
題
に
悩
ま
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
茶
山
が
当
主
で
あ
っ
た
時
期
の
出
来
事
を
列
挙
し
、
当
主
と
し
て
の
心
得
を

説
い
て
い
る
。

　

茶
山
が
当
主
で
あ
っ
た
時
期
は
、
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
、
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）
頃
～
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
頃
ま
で
と
推
定
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
圭
二
に
「
当
主
」
と
い
う
立
場
へ
の
覚
悟
を
求
め
、
当
主
が
い
か
に
不
自
由
で

あ
る
か
を
述
べ
、
自
分
に
は
、
父
樗
平
が
補
佐
し
て
く
れ
る
環
境
が
あ
っ
た
が
、
樗
平
は

す
で
に
没
し
、
茶
山
自
身
も
塾
経
営
に
専
念
し
て
い
る
と
い
う
、
難
し
い
立
場
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
自
ら
の
経
験
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
「
新
宅
」
を
背
負
う
圭
二
に
対

し
て
、
厳
し
く
も
兄
と
し
て
の
気
遣
い
の
言
葉
も
記
し
て
お
り
、
茶
山
の
人
と
な
り
を
想

起
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
資
料
は
、
「
新
宅
」
の
当
主
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
茶
山
の
捉
え
方
、
ま
た
、
新
宅

の
人
々
の
振
る
舞
い
等
を
具
体
的
に
知
る
事
が
で
き
、
今
後
の
茶
山
研
究
に
資
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
願
う
。
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【
注
】

１ 　

菅
茶
山
（
一
七
四
八
～
一
七
二
七
）
は
、
父
菅
波
樗
平
（
諱
は
扶
好
）
と
母
半
の
間
に
長
兄

と
し
て
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
百
助
、
通
称
は
久
次
郎
と
い
い
、
長
じ
て
通
称
を
太
中
、
名
を
晋

帥
と
し
、
字
は
礼
卿
、
茶
山
と
号
し
た
。

２ 　

上
本
庄
屋
菅
波
家
は
、
父
樗
平
が
本
庄
屋
菅
波
家
の
当
主
を
譲
り
、
別
家
し
た
家
。
通
称
は

「
新
宅
」
と
呼
ば
れ
、
屋
号
は
「
上
本
庄
屋
」
で
あ
っ
た
。

３ 　

圭
二
（
一
七
六
八
～
一
八
〇
〇
）
は
、
菅
茶
山
の
末
弟
。
名
を
晋
宝
、
晋
葆
、
字
は
信
卿
、

通
称
を
圭
二
、
圭
次
、
恥
庵
、
三
閘
等
と
号
し
た
。

４ 　

菅
波
樗
平
（
一
七
二
七
～
一
七
九
一
）
は
、
諱
を
扶
好
、
通
称
を
久
助
、
樗
平
、
弥
生
庵
と

号
し
た
。
神
辺
で
農
業
を
営
む
高
橋
金
右
衛
門
金
豊
の
子
。
本
庄
屋
菅
波
氏
の
養
子
と
な
り
、

佐
藤
安
右
衛
門
正
弘
の
女
半
と
結
婚
し
、
本
庄
屋
菅
波
家
を
継
い
だ
。
二
人
の
間
に
は
三
男
三

女
が
い
た
。
茶
山
は
そ
の
長
子
で
あ
る
。

５ 　

菅
晋
賢
の
子
菅
礼
太
郎
の
妻
。
岡
山
県
鹿
田
村
の
三
宅
武
彦
の
女
。
名
は
「
美
津
枝
」
、
通

称
と
し
て
「
光
子
」
を
使
用
し
て
い
た
。

６ 　

黄
葉
夕
陽
文
庫
資
料
は
、
菅
家
に
伝
来
し
た
約
一
万
点
に
の
ぼ
る
資
料
群
の
こ
と
。
江
戸
時

代
後
期
～
大
正
に
至
る
時
期
の
菅
家
に
関
わ
る
資
料
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。
菅
家
よ
り
寄
贈

を
受
け
、
当
館
で
整
理
，
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
菅
茶
山
に
関
わ
る
資
料
が
重
要

文
化
財
「
菅
茶
山
関
係
資
料
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

７　

圭
二
に
は
、
萬
喜
と
い
う
娘
が
誕
生
す
る
が
、
寛
政
九
年
八
月
に
夭
折
し
た
。

８　

空
商
い
こ
と
。
先
物
取
引
。

９　

丸
薬
の
こ
と
。

10　

茶
山
の
母
半
の
こ
と
。
半
は
備
中
井
原
の
佐
藤
氏
の
女
。

11　

お
た
に
は
、
圭
二
（
恥
庵
）
の
妻
。
沼
隈
山
南
村
の
桑
田
氏
の
女
。

12 　

茶
山
の
継
妻
。
安
那
郡
西
法
成
村
の
門
田
伝
内
正
峯
の
女
。
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
没
。

13 　

千
田
河
相
氏
の
一
族
カ
。
茶
山
の
日
記
に
「
千
田
瀧
次
」
と
記
さ
れ
る
。

14 　

茶
山
の
妹
チ
ヨ
は
、
沼
隈
郡
早
戸
の
井
上
源
右
衛
門
正
信
に
嫁
い
で
い
る
。
そ
の
間
に
生
ま

れ
た
の
が
敬
で
あ
る
。

15　

茶
山
二
十
六
歳
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
二
十
年
で
あ
れ
ば
、
寛

政
五
年
（
一
七
九
三
）
で
あ
る
。

16 　

「
作
間
医
」
カ
。
茶
山
が
、
二
十
六
歳
頃
に
医
者
を
始
め
た
と
い
う
意
味
合
い
と
考
え
ら
れ

る
。
二
十
六
歳
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
で
あ
り
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
の
四
度
の
遊
学
を
終
え

て
い
る
。
こ
の
間
、
古
文
辞
学
か
ら
朱
子
学
へ
転
向
し
、
医
学
も
学
ん
で
い
る
。
ま
た
、
森
鴎

外
『
北
條
霞
亭
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
二
月
二
十
一
日
付
け
書
簡

で
、
「
先
生
、
三
十
年
前
迄
は
医
を
兼
而
被
致
候
由
…
」
と
あ
り
、
三
十
年
前
は
、
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
も
三
十
代
半
ば
ま
で
は
、
医
を
営
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

17 　

尾
道
屋
菅
波
家
。
神
辺
西
本
陣
役
を
勤
め
た
。
菅
波
家
の
本
家
筋
に
当
た
る
。

18 　

神
辺
町
川
南
に
所
在
す
る
浄
土
真
宗
の
寺
。
第
六
世
風
霊
上
人
と
親
し
く
交
わ
っ
た
。

19 　

菅
波
樗
平
の
こ
と
。

20 　

茶
山
の
妹
マ
ツ
の
こ
と
か
。
笠
岡
の
胡
屋
浅
右
衛
門
政
策
に
嫁
ぐ
。
平
蔵
の
没
後
、
千
田
村

庄
屋
の
荒
木
市
郎
兵
衛
に
再
嫁
し
た
。
茶
山
の
日
記
「
略
歴
日
記
」
に
寛
政
十
二
年
八
月
八
日

「
妹
八
代
来
」
、
十
二
日
「
妹
八
代
還
笠
岡
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

21 　

茶
山
の
先
妻
。
内
海
氏
の
女
。

22 　

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
、
茶
山
は
弟
子
の
藤
井
暮
庵
と
宮
島
へ
管
絃
祭
見
物
に
出
か
け
て

　

い
る
。
こ
の
時
、
広
島
の
頼
家
を
訪
れ
、
頼
山
陽
に
初
め
て
会
っ
て
い
る
。
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23 　

圭
二
は
、
茶
山
が
開
い
た
塾
、
金
粟
園
で
学
ん
だ
後
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
備
中
鴨

方
の
西
山
拙
斎
の
塾
へ
入
門
し
た
。

24 　

寛
政
三
年
二
月
十
八
日
没
。
六
十
五
歳

25　

天
明
二
年
二
月
十
七
日
没
。
二
十
三
歳

26 　

茶
山
の
次
弟
。
猶
右
衛
門
は
、
字
を
子
楠
、
好
澄
、
通
称
を
猶
右
衛
門
、
汝
楩
と
号
し
た
。

　

 

深
津
村
の
松
岡
廣
八
の
養
子
と
な
っ
た
。
猶
右
衛
門
の
子
で
あ
る
長
作
が
、
圭
二
の
後
を
継

ぎ
、
新
宅
の
当
主
と
な
っ
た
。

27 　

天
明
六
年
～
七
年
（
一
七
八
六
～
一
七
八
七
）
に
か
け
て
の
福
山
藩
領
で
お
こ
っ
た
百
姓

一
揆
。

28 　

茶
山
が
当
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
期
間
に
該
当
す
る
の
は
、
安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
の
遊
学
で
あ
る
。

29 　

現
在
の
廉
塾
講
堂
が
あ
る
場
所
は
、
塾
に
専
念
す
る
た
め
、
寛
政
二
年
（
一
八
九
〇
）
に
土

地
丈
量
と
塾
建
物
を
建
築
し
た
。
塾
の
開
始
は
翌
年
の
寛
政
三
年
（
一
八
九
一
）
で
あ
る
。

30 　

西
中
条
山
田
の
豪
商
河
相
君
推
の
邸
宅
松
風
館
の
こ
と
。
河
相
君
推
に
預
け
た
と
い
う

こ
と
。

31 　

こ
の
記
述
か
ら
、
当
主
で
あ
っ
た
茶
山
の
後
見
と
し
て
、
註
28
の
茶
山
の
遊
学
時
は
、
代
理

と
し
て
家
政
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
茶
山
の
学
問
へ
の
情
熱
を
後
押
し
し
、
寛
政
二

　

年
（
一
七
九
〇
）
の
「
土
手
ふ
し
ん
」
に
も
協
力
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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は
じ
め
に　

動
機
と
目
的

は
じ
め
に　

動
機
と
目
的

　

十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
活
動
し
た
円
山
派
の
画
家
、
渡
辺
南
岳
に
つ
い

て
は
、
円
山
応
挙
の
門
下
の
う
ち
、
「
応
門
の
十
哲
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
と
く
に
美
人

画
に
秀
で
、
江
戸
に
円
山
派
を
広
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
画
家
は
四
十
七
歳
で
亡
く
な
る
こ
と
か
ら
作
画
期
が
短
く
、
作

品
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
人
物
の
生
涯
に
つ
い
て
の
詳
細
な
伝

記
は
編
ま
れ
て
お
ら
ず
、
既
往
の
南
岳
の
評
伝
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に
編

集
さ
れ
た
画
伝
書
類
の
記
述
や
、
南
岳
の
墓
誌
の
銘
文
、
弟
子
の
回
顧
談
な
ど
、
彼
の
没

後
に
作
成
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
主
な
根
拠
で
、
南
岳
の
活
動
期
の
文
献
史
料
は
ほ
と
ん
ど

活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
結
果
と
し
て
彼
の
生
涯
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。　

　

こ
れ
ら
の
こ
と
が
南
岳
の
画
業
を
検
討
す
る
上
で
も
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。
実
際
、
南
岳
の
評
伝
に
関
す
る
先
行
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な
い
（
１
）

。

　

と
こ
ろ
で
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
に
は
南
岳
と
同
時
代
を
生
き
た
漢
詩
人
で
儒
学

者
の
菅
茶
山
に
関
す
る
資
料
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
子
孫
に
代
々
受
け
継
が
れ

た
一
連
の
資
料
は
当
館
に
寄
贈
さ
れ
、
「
菅
茶
山
関
係
資
料
」
と
し
て
平
成
二
十
七
年
に

国
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
ま
た
当
館
に
は
、
菅
茶
山
が
着
賛
し
た
絵
画
作
品
な
ど

を
購
入
資
料
、
あ
る
い
は
寄
贈
資
料
と
し
て
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
渡
辺

南
岳
の
作
品
も
含
ま
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
る
機
会
が
な
い
こ
と
も

あ
り
、
研
究
者
の
中
で
情
報
が
十
分
に
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
館
蔵
資
料
の
う
ち
、
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
中
の
渡
辺

南
岳
に
関
す
る
記
録
や
作
品
と
、
購
入
資
料
で
あ
る
渡
辺
南
岳
画
菅
茶
山
賛
「
芍
薬
図
」

に
つ
い
て
紹
介
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
か
ら
読
み
取
れ
る
二
人
の
交
流
の
様
子
な
ど
に
も
迫
り

た
い
。

１　

渡
辺
南
岳
の
評
伝
に
つ
い
て

１　

渡
辺
南
岳
の
評
伝
に
つ
い
て

　

先
述
の
通
り
、
渡
辺
南
岳
や
彼
の
作
品
を
紹
介
し
た
ま
と
ま
っ
た
伝
記
や
作
品
集
は
存

在
し
な
い
よ
う
だ
。
近
年
の
研
究
成
果
の
中
、
南
岳
の
評
伝
を
ま
と
め
た
も
の
で
は
木
村

重
圭
氏
「
渡
辺
南
岳
に
つ
い
て
」
と
、
杉
本
欣
久
氏
「
［
館
蔵
品
研
究
］
「
鯉
図
屏
風
」
と

画
家
・
渡
辺
南
岳
に
つ
い
て
」
が
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
れ
ら
の
成
果
に
拠
り
な
が
ら
筆
を

進
め
る
が
、
そ
の
前
に
各
論
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
先
行
す
る
木
村
氏
の
論
考
（
以
下
、
「
木
村
論
文
」
と
い
う
。
）
か
ら
み
て
い
き

た
い
。
南
岳
の
略
伝
を
記
し
た
最
も
古
い
画
家
名
鑑
と
し
て
『
画
乗
要
略
』
（
天
保
二
年

研
究
ノ
ー
ト　

渡
辺
南
岳
と
菅
茶
山
と
の
交
流
に
つ
い
て
の
覚
書

研
究
ノ
ー
ト　

渡
辺
南
岳
と
菅
茶
山
と
の
交
流
に
つ
い
て
の
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
か
ら
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
資
料
か
ら
～

久　

下　
　
　

実
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（
一
八
三
一
）
刊
）
の
南
岳
に
関
す
る
記
述
を
引
用
し
、
そ
の
後
、
『
古
画
備
考
』
（
嘉
永

三
年
（
一
八
四
八
）
）
な
ど
南
岳
没
後
の
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
類
書

の
記
述
を
丁
寧
に
追
い
、
南
岳
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
た
。

　

一
方
で
、
同
時
代
資
料
に
も
注
目
し
て
お
り
、
南
岳
の
墓
誌
銘
や
、
南
岳
が
挿
絵
を
担

当
し
た
当
時
の
刊
行
物
、
製
作
年
が
判
明
す
る
肉
筆
画
を
紹
介
し
、
南
岳
の
画
業
を
た
ど

る
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
に
頻
繁
に
開
か
れ
て
い
た
書
画
会
の
目
録
に
よ
っ
て
南
岳
が
参

加
し
た
も
の
を
紹
介
し
彼
の
足
跡
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
南
岳
の
晩
年
に
近
い
文
化

八
年
刊
の
『
文
化
増
補　

京
羽
二
重
大
全
』
に
「
四
条
柳
馬
場
東　

渡
辺
南
岳
」
の
記
述

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
南
岳
の
居
住
地
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
南
岳
の
江
戸

滞
在
を
裏
付
け
る
円
山
応
瑞
の
二
通
の
書
簡
を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
か
ら
南
岳
の
江
戸
滞

在
時
期
に
つ
い
て
特
定
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、
文
化
四
～
七
年
頃
の
三
年
間
と
推
定
し

た
。
三
年
と
い
う
期
間
は
『
古
画
備
考
』
の
記
述
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
寛
政

十
年
（
一
七
九
八
、
南
岳
三
十
二
歳
）
か
ら
文
化
八
年
（
一
八
一
一
、
同
四
十
五
歳
）
ま
で
の

事
績
を
年
代
順
に
整
理
し
て
記
載
し
た
。

　

次
に
、
杉
本
氏
の
論
考
（
以
下
、
「
杉
本
論
文
」
と
い
う
。
）
を
概
観
し
た
い
。

　

杉
本
氏
は
、
木
村
論
文
に
は
な
か
っ
た
南
岳
の
弟
子
中
島
来
章
が
主
宰
し
た
「
南
岳

三
十
三
回
忌
追
善
書
画
展
覧
会
」
の
引
き
札
に
来
章
本
人
が
寄
せ
た
文
章
や
、
当
館
所

蔵
の
「
祖
餞
会
書
画
請
帖
」
と
題
す
る
摺
物
（
後
述
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
南
岳
が

挿
絵
を
描
い
た
俳
諧
の
刊
行
物
を
広
く
集
め
て
年
代
順
に
一
覧
に
ま
と
め
る
な
ど
し
て
、

い
っ
そ
う
詳
細
な
南
岳
の
画
業
や
足
跡
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

杉
本
氏
は
、
南
岳
の
江
戸
滞
在
時
期
に
つ
い
て
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
三
月
に
は
上

方
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
三
～
五
月
に
は
江
戸
滞
在
が
確
認

で
き
る
と
し
て
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
か
ら
文
化
元
年
ま
で
と
推
定
し
た
。
ま
た
、
南

岳
と
上
田
秋
成
と
の
親
密
な
交
流
に
も
注
目
し
て
い
る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
を
基
に
、
南
岳
の
略
伝
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
明
和
四
年
（
一
七
四
七
）
生
ま
れ
で
名
は
巌
、
字
は
維
石
、
通
称
は
小
左
衛
門
。

・
ま
ず
応
門
十
哲
の
源
琦
（
一
七
四
七
～
九
七
）
に
学
び
、
次
い
で
応
挙
に
師
事
し
た
。

・
美
人
画
を
得
意
と
し
て
俳
諧
の
挿
絵
を
多
く
手
が
け
た
。

・
享
和
二
年
か
ら
文
化
元
年
に
か
け
て
江
戸
に
滞
在
し
円
山
派
を
江
戸
に
伝
え
た
。

・
と
く
に
谷
文
晁
一
派
と
親
密
で
、
以
後
江
戸
で
円
山
派
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

・
こ
の
頃
交
わ
っ
た
人
物
に
谷
文
晁
や
酒
井
抱
一
、
鍬
形
蕙
斎
、
亀
田
鵬
斎
ら
が
い
る
。

・
江
戸
で
の
門
人
に
、
谷
文
晁
門
下
の
大
西
椿
年
ら
が
い
た
。

・
文
化
三
年
に
は
京
都
に
戻
っ
た
形
跡
が
あ
る
。

・ 

同
八
年
に
は
四
条
柳
馬
場
東
に
居
住
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
近
く
に
呉
春
や
松
村
景

文
、
奥
文
鳴
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

・
こ
の
頃
、
上
田
秋
成
（
一
七
三
四
～
一
八
〇
九
）
と
親
し
く
交
流
し
て
い
る
。

・
同
十
年
（
一
八
一
三
）
正
月
四
日
に
四
十
七
歳
で
没
し
、
京
都
双
林
寺
に
葬
ら
れ
た
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
て
、
木
村
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
年
代
不
詳
の
円
山
応
瑞
書
簡
を
除
く

と
、
同
時
代
史
料
の
う
ち
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
摺
物
や
年
代
が
明
ら
か
な
作
品

に
限
ら
れ
、
個
人
の
書
状
や
日
記
な
ど
の
記
録
類
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は

す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
文
献
史
料
が
存
在
し
て
い
な
い
か
、
文
献
調
査
が
不
十
分
で
未

発
掘
で
あ
る
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
。

２　

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
に
見
え
る
南
岳
と
茶
山
の
交
流

２　

重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
に
見
え
る
南
岳
と
茶
山
の
交
流

　

本
稿
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
が
所
蔵
す
る
「
重
要
文
化
財　

菅
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茶
山
関
係
資
料
」
中
で
確
認
で
き
る
渡
辺
南
岳
の
情
報
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
菅
茶
山
と
渡
辺
南
岳
が
交
流
を
持
っ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
、
茶
山
と
南
岳
の
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
の
で
、
こ
の
点
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

菅
茶
山
は
、
四
十
七
歳
に
な
っ
た
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
三
月
、
妻
の
宣
を
連
れ
て

神
辺
を
発
ち
、
吉
野
の
桜
を
愛
で
た
後
、
飛
鳥
・
奈
良
に
遊
ん
で
四
月
五
日
に
京
都
に
入

る
。
そ
の
後
九
月
十
三
日
ま
で
、
京
都
を
拠
点
に
多
く
の
知
人
や
文
化
人
た
ち
と
の
詩

作
・
飲
酒
の
交
流
を
深
め
た
。
そ
の
後
、
大
坂
に
移
動
し
若
き
日
に
交
わ
っ
た
旧
友
た
ち

と
再
会
を
果
た
し
、
故
郷
へ
と
戻
っ
た
。
こ
の
半
年
に
及
ぶ
旅
の
中
、
と
り
わ
け
京
都
で

知
遇
を
得
た
多
く
の
文
化
人
た
ち
の
中
に
は
、
呉
春
や
蠣
崎
波
響
な
ど
、
そ
の
後
、
終
生

の
交
わ
り
を
も
つ
人
物
も
多
く
、
茶
山
に
と
っ
て
実
り
の
多
い
旅
と
な
っ
た
。

　

旅
行
中
の
動
向
は
、
彼
が
旅
行
中
に
書
き
留
め
た
三
冊
か
ら
成
る
「
北
上
日
記
」
に
詳

し
い
。
茶
山
の
代
表
的
な
評
伝
で
あ
る
富
士
川
氏
の
『
菅
茶
山
』
で
も
こ
の
日
記
を
基
に

記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
で
は
三
冊
目
が
所
在
不
明
と
さ
れ
て
お
り
、
京
都
で
の
最
後

の
一
か
月
と
大
坂
の
様
子
に
つ
い
て
は
同
書
で
は
詳
し
く
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

茶
山
に
関
係
す
る
資
料
が
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
に
移
さ
れ
、
そ
こ
で
整
理
を
進
め
る
中

で
「
北
上
日
記
」
の
第
三
冊
目
を
発
見
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
の
研
究
紀
要
で
翻

刻
文
と
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
記
述
内
容
が
公
開

さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
寛
政
六
年
の
茶
山
の
旅
で
の
動
向
が
い
っ
そ
う
詳
ら
か
に
な
っ

た
。
実
際
に
、
「
北
上
日
記
第
三
」
に
も
、
錚
々
た
る
人
物
た
ち
の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
南
岳
の
名
前
は
こ
の
「
北
上
日
記
」
第
三
に
登
場
す
る
。
九
月

十
日
の
記
述
に
「
訪
佐
野
少
進
、
南
岳
、
川
相
忠
蔵
（
中
略
）
皆
告
別
也
（
後
略
）
」
と
記

さ
れ
る
。
四
か
月
に
わ
た
っ
た
京
都
滞
在
の
最
後
、
京
都
を
離
れ
る
直
前
に
、
茶
山
は
世

話
に
な
っ
た
人
々
を
訪
ね
て
別
れ
を
告
げ
た
が
、
そ
の
中
に
南
岳
も
記
さ
れ
て
い
る
。
も

う
一
か
所
、
そ
の
半
月
ほ
ど
前
の
八
月
二
十
七
日
の
記
述
に
「
訪
村
上
東
洲
、
街
上
遇
奥

田
南
岳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
道
端
で
偶
然
、
奥
田
南
岳
に
出
会
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が

茶
山
の
日
記
に
「
南
岳
」
が
記
さ
れ
た
初
出
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。
一
つ
は
「
奥
田
南
岳
」
は
渡
辺
南
岳
と
同
一
人
物
で

よ
い
か
と
い
う
疑
問
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
八
月
二
十
七
日
の
記
述
か
ら
は
、
す
で
に
両
者

に
は
面
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
が
、
な
ら
ば
初
対
面
は
何
時
、
ど
こ
で
あ
っ
た

か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　

最
初
の
疑
問
を
解
く
上
で
、
鍵
と
な
る
の
が
「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」
中
の

「
甲
寅
画
巻
」
（
２
）

に
収
録
さ
れ
た
絵
画
作
品
で
あ
る
。

　

「
甲
寅
画
巻
」
は
、
寛
政
六
年
（
干
支
で
は
甲
寅
）
の
旅
で
茶
山
が
交
流
を
持
っ
た
画

家
た
ち
か
ら
茶
山
が
入
手
し
た
絵
画
作
品
を
中
心
に
十
四
点
を
一
つ
の
巻
子
に
仕
立
て
た

も
の
で
、
「
二
十
四
」
と
い
う
整
理
番
号
と
み
ら
れ
る
墨
書
が
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
重
要

文
化
財
指
定
以
前
は
「
画
巻
二
十
四
」
と
も
呼
ば
れ
、
当
館
の
過
去
の
展
示
会
等
で
も
こ

の
名
称
で
展
示
さ
れ
て
い
た
（
３
）

。
「
北
上
日
記
」
に
た
び
た
び
登
場
す
る
大
原
呑
響
、
蠣

崎
波
響
、
橘
南
谿
、
岸
駒
、
村
上
東
洲
の
他
、
呉
春
や
応
挙
の
作
品
も
収
録
さ
れ
、
「
南

岳
写
」
の
落
款
が
あ
る
「
雀
図
」
は
五
番
目
に
収
め
ら
れ
て
い
る(

写
真
１
ａ)

。
南
岳
の

「
雀
図
」
も
含
む
冒
頭
か
ら
の
十
一
作
品
は
寛
政
六
年
に
入
手
し
た
一
連
の
作
品
と
見
て

差
し
支
え
な
い
（
４
）

。

　

と
こ
ろ
で
「
重
要
文
化
財
菅
茶
山
関
係
資
料
」
の
目
録
で
は
「
雀
図
」
の
作
者
を

「
（
渡
辺
）
南
岳
」
と
し
て
い
る
（
５
）

。
作
品
の
落
款
印
（
写
真
１
ｂ
）
が
「
田
巌
」
「
維

石
」
と
読
め
る
こ
と
、
「
巌
」
が
渡
辺
南
岳
の
名
で
「
維
石
」
が
字
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
渡

辺
南
岳
と
確
定
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
「
南
岳
写
」
の
署
名
の
筆
跡
も
、
他
の
渡
辺
南
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岳
の
作
品
と
比
べ
違
和

感
は
な
い
。

　

「
雀
図
」
に
つ
い
て
い

く
つ
か
述
べ
て
お
け
ば
、

こ
れ
ま
で
の
南
岳
の
印

で
「
田
巌
」
は
未
確
認
で

は
な
い
か
（
６
）

。
巌
は
名

で
あ
る
が
「
田
」
は
「
奥

田
」
の
一
字
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
茶
山
が

日
記
に
「
奥
田
南
岳
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
南
岳
が
こ
の
時
、
渡
辺
姓
で
は
な
く
奥
田

姓
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
は
言
及
さ
れ

て
お
ら
ず
、
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
茶
山
は
、
渡
辺
南
岳
で
は
な
く
、
奥
田
南
岳
と
し

て
知
り
会
っ
た
の
で
あ
る
。
南
岳
の
奥
田
姓
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
う
少
し
触
れ
た
い
。

　

で
は
二
番
目
の
疑
問
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
八
月
二
十
七
日
以
前
に
ど
こ
か
で
茶
山
は
南

岳
と
会
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
北
上
日
記
」
の
第
一
・
第
二
の
記
述
を
紹
介
す
る
富
士

川
氏
の
『
菅
茶
山
』
を
再
度
確
認
す
る
と
、
奥
田
南
岳
と
い
う
人
物
の
記
載
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
八
月
五
日
に
奥
田
兔
毛
と
い
う
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

や
や
長
く
な
る
が
、
こ
の
部
分
の
記
述
を
再
録
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
同
書
で
は
茶

山
の
日
記
を
原
文
で
は
な
く
書
き
下
し
で
記
述
す
る
一
方
、
漢
字
は
あ
え
て
旧
字
体
で
表

記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
現
行
の
新
字
体
に
改
め
て
再
録
す
る
。
ま
た
、
人
名
や
語
注

は
、
引
用
者
が
適
宜
（　

）
で
補
足
し
て
い
る
。

　

「
五
日
、
双
林
寺
の
画
会
に
赴
く
。
路
に
て
春
日
亀
弥
太
郎
に
過
り
（
＝
立
ち
寄
り
）
、

植
田
与
斎
（
＝
上
田
秋
成
）
と
値
う
。
さ
ら
に
高
桑
闌
更
に
過
り
、
午
後
、
寺
に
入
り

て
、
衆
画
を
歴
覧
す
。
悉
く
記
す
べ
か
ら
ず
。
席
上
、
皆
川
翁
（
＝
皆
川
淇
園
）
字
及
び

画
を
作
り
、
衆
画
人
、
画
を
作
る
。
宴
飲
二
更
に
至
る
。
蓋
し
雅
集
な
り
。
是
の
会
、
余

と
予
め
約
せ
し
者
は
蠣
公
子
（
＝
蠣
崎
波
響
）
、
雲
卿
（
＝
大
原
呑
響
）
、
織
田
の
数
子

な
り
。
始
め
て
見
た
る
者
は
皆
川
淇
園
、
村
上
東
洲
、
岸
雅
楽
之
介
（
＝
岸
駒
）
…
…
竹

亭
…
…
関
山
…
南
渓
、
呉
月
渓
（
＝
呉
春
）
、
奥
田
兎
毛
、
旧
識
は
為
岡
丹
岳
、
其
の
余

り
は
皆
な
面
生
（
＝
見
知
ら
ぬ
）
の
人
。
席
上
、
諸
客
に
請
う
て
余
が
懐
挟
せ
る
袱
に
画

か
し
む
（
７
）

。
」

　

大
意
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
（
八
月
）
五
日
、
茶
山
は
京
都
円
山
の
双
林
寺
で
催
さ
れ

た
書
画
会
に
参
加
し
た
。
蠣
崎
波
響
、
大
原
呑
響
ら
と
事
前
に
約
束
が
あ
っ
て
の
参
加
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
画
家
た
ち
の
作
品
が
多
く
飾
ら
れ
て
あ
り
、
参
加
者
の
一
人
の
皆

川
淇
園
は
そ
の
場
で
書
画
作
品
を
作
り
、
多
く
の
画
家
も
そ
の
場
で
画
を
描
い
て
い
た
と

い
う
。
皆
川
淇
園
、
村
上
東
洲
、
岸
駒
、
関
山
、
南
渓
、
呉
春
、
奥
田
兔
毛
ら
と
初
め
て

会
っ
た
。
円
山
派
の
主
要
人
物
が
並
ぶ
。

　

酒
宴
を
伴
う
会
で
、
茶
山
は
「
雅
集
」
と
絶
賛
し
た
。
宴
の
最
中
、
茶
山
は
懐
中
の
袱

を
取
り
出
し
彼
ら
に
絵
を
所
望
し
た
と
い
う
。

　

「
奥
田
兎
毛
」
に
話
を
戻
そ
う
。
「
兎
毛
」
は
柔
ら
か
な
絵
筆
の
素
材
で
あ
り
、
奥
田

は
画
家
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
奥
田
南
岳
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
茶
山
の

「
北
上
日
記
」
に
は
他
に
奥
田
姓
の
人
物
は
記
さ
れ
な
い
。

　

結
果
を
先
取
り
す
れ
ば
、
「
奥
田
兎
毛
」
は
南
岳
で
良
い
と
見
ら
れ
る
。

　

兵
庫
県
香
美
町
に
あ
る
大
乗
寺
は
、
円
山
応
挙
と
そ
の
一
門
が
襖
絵
や
障
壁
画
を
製

作
し
、
現
在
、
そ
れ
ら
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
同
寺

に
伝
わ
る
古
文
書
群
（
大
乗
寺
文
書
）
に
円
山
派
の
画
家
名
ら
四
十
二
名
が
記
さ
れ
て
い

上　写真1a
渡辺南岳画「雀図」
紙本着色（28.1㎝×59.9㎝）

右　写真1b
「雀図」落款



— 15 —

研究ノート　渡邊南岳と菅茶山との交流についての覚書
　　　　　　　　　　　　　　　～広島県立歴史博物館所蔵資料から～（久下）

る
一
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
表
題
は
な
く
「
円
山
派
名
簿
」
と
い
う
仮
題
で
紹
介
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
（
８
）

。
作
成
年
代
は
、
寛
政
六
～
七
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料

の
作
成
目
的
は
不
明
な
が
ら
も
、
「
円
山
派
の
人
脈
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
た
い
へ
ん
貴

重
な
資
料
」
と
さ
れ
る
（
９
）

。
「
北
上
日
記
」
に
登
場
す
る
人
物
名
と
重
複
も
多
く
興
味

深
い
が
、
こ
こ
に
南
岳
の
名
も
あ
る
。
そ
し
て
「
南
岳
」
と
書
か
れ
る
そ
の
右
肩
に
「
奥
田

兎
毛
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
人
物
は
「
奥
田
南
岳
」
、
つ
ま
り
茶
山
が
会
っ
た
そ
の
人

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
雀
図
」
で
「
田
巌
」
「
維
石
」
の
落
款
印
と
と
も
に
「
南
岳

写
」
と
署
名
し
た
人
物
が
渡
辺
南
岳
と
見
な
さ
れ
る
の
は
す
で
に
見
た
が
、
そ
の
人
物
は

「
奥
田
南
岳
」
で
あ
り
、
こ
の
時
期
、
南
岳
は
「
奥
田
姓
」
を
称
し
て
い
た
と
見
て
良
い
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
今
回
初
確
認
の
落
款
印
「
田
巌
」
は
「
奥
田
巌
」
か
ら
採
用
し
た

も
の
と
解
し
た
い
。

　

茶
山
と
南
岳
の
出
会
い
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。
寛
政
六
年
八
月
五

日
に
茶
山
は
画
会
で
南
岳
と
初
対
面
を
果
た
し
、
他
の
画
家
た
ち
と
同
様
、
南
岳
に
も
画

を
所
望
し
た
。
こ
れ
に
応
え
南
岳
が
描
い
た
の
が
「
雀
図
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
茶
山

は
、
こ
の
日
知
り
合
っ
た
「
兎
毛
」
と
名
乗
る
人
物
の
画
号
が
彼
の
作
品
（
お
そ
ら
く
は

「
雀
図
」
）
か
ら
「
南
岳
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
以
後
の
日
記
（
「
北
上
日
記
」
第
三
）

で
は
「
奥
田
兎
毛
」
で
は
な
く
「
奥
田
南
岳
」
と
記
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
紹
介
し
た
大
乗
寺
文
書
「
円
山
派
名
簿
」
は
多
く
の
研
究
者
が
目
に
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
が
、
南
岳
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
（
10
）

。
こ
こ
に
見
え

る
「
南
岳
」
が
渡
辺
南
岳
を
指
す
と
強
く
推
測
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料

が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
史
料
の
推
定
年
代
と
、
茶
山
の
「
北
上
日
記
」
や
「
甲
寅
画
巻
」
の
年
代
は
近
接

し
て
お
り
、
「
円
山
派
名
簿
」
が
大
乗
寺
の
作
画
に
関
与
し
た
人
物
を
列
記
す
る
も
の
で

あ
っ
た
な
ら
、
南
岳
も
ま
た
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。

　

次
に
、
も
う
一
つ
、
菅
茶
山
関
係
資
料
か
ら
、
文
化
元
年
の
資
料
を
紹
介
し
た
い
。

「
祖
餞
会
書
画
請
帖
」
と
い
う
題
を
持
つ
二
十
五
セ
ン
チ
四
方
の
摺
物
で
あ
る
（
11
）

（
写
真
２
）
。
杉
本
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
改
め
て
そ
の
概
要
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

　

福
山
藩
の
藩
儒
を
務
め
て
い
た
茶
山
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
、
在
江
戸
の
藩

主
阿
部
正
精
に
よ
っ
て
江
戸
出
府
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
年
の
二
月
か
ら
十
月
ま
で
江
戸
に

滞
在
し
て
い
た
。
こ
の
間
、
茶
山
は
別
に
日
記
を
付
け
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
日
記
は

残
念
な
が
ら
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
寛
政
六
年
の
京
坂
で
の
滞
在
時
の
よ
う
な
詳

細
な
足
取
り
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

一
方
の
渡
辺
南
岳
は
、
杉
本
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
江
戸
に
滞
在
し
、

谷
文
晁
や
亀
田
鵬
斎
ら
と
親
交
を
深
め
な
が
ら
円
山
派
の
画
風
を
伝
え
て
い
た
。

　

文
化
元
年
の
両
名
を
つ
な
ぐ
こ
の
資
料
は
、
讃
岐
の
画
家
二
名
が
江
戸
滞
在
を
終
え
て

帰
郷
す
る
に
当
た
り
、
江
戸
で
親
交
が
あ
っ
た
人
々
が
餞
別
と
し
て
文
化
元
年
三
月
八
日

に
書
画
会
を
企
画
し
、
そ
れ
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
案
内
状
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
関

係
者
に
配
付
さ
れ
、
当
時
江
戸
に
い
た
茶
山
も
入
手
し
た
も
の
と
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
摺
物
に
は
、
企
画
の
発
起
人
と
「
接
伴
」
（
賛
同
者
）
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
賛
同

者
に
は
、
文
化
元
年
に
茶
山
と
親
交
を
深
め
た
鈴
木
芙
蓉
（
徳
島
藩
御
用
絵
師
）
、
谷
文

晁
、
釧
雲
泉
（
白
河
藩
御
用
絵
師
）
ら
と
と
も
に
渡
辺
南
岳
も
名
を
連
ね
て
い
た
。

　

茶
山
は
谷
文
晁
、
鈴
木
芙
蓉
と
も
親
交
が
深
く
、
こ
の
年
の
七
月
に
柴
野
栗
山
邸
で
茶

山
の
餞
別
の
宴
が
開
か
れ
た
際
に
は
、
文
晁
と
芙
蓉
も
参
加
し
、
両
名
が
宴
の
様
子
を
描

い
て
茶
山
に
贈
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
茶
山
は
白
河
藩
の
文
化
人
た
ち
と
も
親

交
が
深
く
釧
雲
泉
と
も
旧
知
の
仲
で
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
六
月
に
は
釧
雲
泉
は
神
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辺
に
菅
茶
山
を
訪
問
し
て
い
た
。
さ

ら
に
、
茶
山
と
雲
泉
の
二
人
は
文
化

元
年
六
月
に
隅
田
川
で
蠣
崎
波
響

ら
と
共
に
舟
遊
の
宴
を
楽
し
ん
で
い

る
。

　

こ
の
小
さ
な
摺
物
に
も
墨
書
で

「
百
八
番
」
と
整
理
番
号
が
付
さ
れ

て
お
り
、
茶
山
は
こ
の
案
内
状
を
旅

の
思
い
出
の
品
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
「
祖
餞
会
書
画
請
帖
」
に
記
さ
れ

る
面
々
は
、
茶
山
と
交
流
が
あ
る
者
も
多
く
、
茶
山
が
こ
の
書
画
会
に
足
を
運
ん
だ
可
能

性
に
高
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
寛
政
六
年
の
初
対
面
以
来
十
年
ぶ
り
に
南
岳
と
茶
山
は

再
会
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
現
時
点
で
は

こ
の
事
実
は
確
認
で
き
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
の
進
展
を
待
ち
た
い
。

３　

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
渡
辺
南
岳
作
品
に
つ
い
て　

３　

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
渡
辺
南
岳
作
品
に
つ
い
て　

　

こ
こ
で
は
渡
辺
南
岳
画
菅
茶
山
賛
「
芍
薬
図
」
を
紹
介
す
る
（
12
）
（
写
真
３
ａ
）
。
絹
本

著
色
の
軸
装
で
、
本
資
料
は
購
入
品
で
あ
る
。
当
館
で
は
平
成
八
年
の
第
二
回
収
蔵
資
料

展
等
で
公
開
し
た
。
南
岳
の
画
に
茶
山
着
賛
し
た
作
品
は
管
見
で
は
本
作
の
み
で
あ
る

が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

画
題
の
と
お
り
芍
薬
を
描
く
作
品
で
、
落
款
は
「
南
岳
」
の
署
名
と
「
巌
之
印
」
「
維

石
」
の
印
が
捺
さ
れ
る
（
写
真
３
ｂ
）
。
よ
く
見
る
と
左
下
の
葉
に
一
羽
の
黄
色
い
蝶
が
止

ま
っ
て
い
る
。
茶
山
が
こ
れ
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
の
は
、
漢
詩
か
ら
も
分
か
る
。

　

茶
山
の
賛
は
「
維
楊
三
二
月 

／ 

紅
薬
擅
春
華 

／ 

不
知
蝴
蝶
夢 

／ 

更
迷
何
處

花
」
と
あ
る
。
五
言
絶
句
の
漢
詩
で
署
名
は
「
晋
帥
」
。
茶
山
の
漢
詩
集
『
黄
葉
夕
陽
村

舎
詩
』
の
後
編
第
三
巻
に
「
芍
薬
睡
蝶
図
」
と
題
さ
れ
た
漢
詩
が
あ
り
、
こ
れ
と
比
較

す
る
と
、
三
句
目
「
蝴
蝶
」
が
詩
集
で
は
「
胡
蝶
」
、
四
句
目
「
更
迷
」
が
詩
集
で
は
「
更

尋
」
と
な
っ
て
お
り
、
字
句
の
異
同
が
あ
る
が
、
同
一
の
漢
詩
で
あ
る
。
「
蝴
蝶
夢
」
は
中

国
の
思
想
家
荘
氏
の
有
名
な
故
事
で
あ
る
。
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
漢
詩
の
冒
頭
「
維
」

は
、
茶
山
が
南
岳
の
字

あ
ざ
な「

維
石
」
を
意
識
し
て
、
意
図
的
に
選
択
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
は
、
ほ
ぼ
作
成
年
代
順
に
漢
詩
が
配
列
さ
れ
て
お
り
、
本
詩
は

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
冬
頃
と
み
ら
れ
る
。
南
岳
が
亡
く
な
る
一
年
と
少
し
前
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
南
岳
は
京
都
に
い
て
茶
山
は
神
辺
に
い
る
。
詩
題
が
「
芍
薬
睡

蝶
図
」
と
あ
る
の
で
南
岳
の
絵
が
先
で
漢
詩
が
後
と
わ
か
る
。
神
辺
に
い
る
茶
山
の
も
と

に
南
岳
の
画
を
届
け
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

筆
者
は
美
術
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
が
、
渡
辺
南
岳
と
言
え
ば
一
般
に
、
俳
諧
の

　写真2　祖餞会書画請帖
　　左下　「接伴」の一人に渡辺南岳を記す。

下　写真3b
　「芍薬図」落款

右　写真3a
　渡辺南岳
　菅茶山賛
　「芍薬図」
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挿
絵
で
確
認
で
き
る
よ
う
な
軽
妙
な
人
物
描
写
の
小
品
の
ほ
か
、
美
人
図
や
鯉
図
に
代
表

さ
れ
る
繊
細
な
筆
致
が
特
色
の
画
家
と
さ
れ
る
。
草
花
図
で
は
「
四
季
草
花
絵
巻
」
（
東

京
芸
術
大
学
所
蔵
）
が
代
表
作
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
芍
薬
図
」
は
、
大
き
な
筆

さ
ば
き
を
基
調
と
す
る
一
方
、
細
か
な
筆
致
が
み
ら
れ
ず
、
や
や
違
和
感
が
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
わ
っ
て
、
晩
年
の
南
岳
に
つ
い
て
、
気
に
な
る
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
木

村
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
「
晩
年
失
明
し
た
」
と
い
う
川
端
玉
章
の
証
言
と
、
杉
本
論
文
に

お
け
る
、
南
岳
は
亡
く
な
る
数
年
前
か
ら
「
寄
進
す
る
」
と
い
う
意
味
の
「
捨
下
的
」
印

を
用
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
漢
詩
が
文
化
八
年
冬
の
作
品
な
の
で
「
芍
薬
図
」

は
そ
れ
以
前
の
作
画
で
あ
る
こ
と
が
確
実
だ
が
、
本
作
の
筆
致
の
背
景
に
は
、
そ
の
よ
う

な
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
邪
推
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
仮
に
眼
病
を

患
っ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
細
か
な
筆
致
を
用
い
な
い
「
芍
薬
図
」
の
作
画
期
は
、
茶
山
の

詩
作
時
期
と
年
単
位
の
時
間
差
を
想
定
し
な
く
て
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
杉
本
論
文
で
提
示
さ
れ
る
、
版
本
資
料
に
み
る
南
岳
の
落
款
（
署
名
）
の
字

形
の
変
遷
に
照
ら
す
と
、
本
図
の
落
款
は
文
化
初
年
頃
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
ち
な

み
に
先
述
の
「
四
季
草
花
絵
巻
」
の
落
款
も
ほ
ぼ
同
じ
字
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
晩
年
の
南
岳
の
肉
筆
画
を
始
め
、
年
代
が
確
定
で
き
る
作
例
の
増
加
を
待
っ

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

お
わ
り
に

　

菅
茶
山
関
係
資
料
に
は
茶
山
宛
て
の
書
簡
が
多
く
存
在
す
る
が
、
渡
辺
南
岳
か
ら
の

も
の
は
な
い
。
呉
春
が
茶
山
と
初
対
面
と
な
っ
た
日
は
、
先
述
の
通
り
南
岳
と
同
じ
寛
政

六
年
八
月
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
茶
山
と
長
く
交
流
を
持
っ
た
呉
春
に
比
べ
て
、
南

岳
と
茶
山
は
特
に
親
交
が
深
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
現
状
で
は
、
菅
茶
山
関
係
資
料
中

の
南
岳
に
関
す
る
記
述
は
、
管
見
で
は
「
北
上
日
記
」
の
記
述
以
外
に
は
知
ら
な
い
が
、

こ
の
資
料
群
の
ほ
か
の
史
料
、
例
え
ば
書
簡
の
文
面
な
ど
に
、
南
岳
の
名
が
記
さ
れ
て
い

る
可
能
性
は
あ
り
、
今
後
の
調
査
研
究
の
進
展
を
待
ち
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
寛
政
六
年
頃
、
渡
辺
南
岳
は
奥
田
姓
を
名
乗
り
「
兎
毛
」
と
称
し
た

こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
菅
茶
山
関
係
資
料
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
書
簡

な
ど
の
諸
記
録
に
こ
の
よ
う
な
表
記
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
南
岳
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

そ
し
て
、
本
稿
で
紹
介
し
た
二
点
の
南
岳
作
品
、
す
な
わ
ち
「
雀
図
」
と
「
芍
薬
図
」

は
、
と
も
に
年
記
は
な
い
も
の
の
、
製
作
年
代
が
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
の
結
果
、
寛
政
六
年
作
「
雀
図
」
は
、
現
在
確
認
で
き
る
南
岳
の
肉
筆
画
と
し
て
は

お
そ
ら
く
最
も
古
い
作
例
で
、
南
岳
の
基
準
作
の
一
つ
と
な
り
得
る
作
品
と
言
え
る
。
ま

た
、
「
芍
薬
図
」
は
、
落
款
等
の
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
南
岳
の
最
晩
年
の

肉
筆
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

本
稿
が
今
後
の
渡
辺
南
岳
の
研
究
の
進
展
に
多
少
と
も
役
立
て
ば
幸
甚
で
あ
る
。

【
註
】

１ 　

杉
本
論
文
（
参
考
文
献
６
）
の
註
２
に
、
最
近
の
南
学
研
究
と
し
て
主
な
も
の
を
列
記
し
て
い

る
。
木
村
論
文
（
参
考
文
献
２
）
の
ほ
か
に
も
昭
和
戦
前
期
か
ら
平
成
の
初
頭
ま
で
の
四
本
の
論

考
が
あ
る
が
、
作
品
紹
介
が
中
心
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
杉
本
氏
、
木
村
氏
の
論
考
に
拠
っ
た
。

２　

重
要
文
化
財
指
定
時
の
資
料
番
号
は
、
菅
茶
山
関
係
資
料　

絵
画-

56

３ 　

参
考
文
献
５
で
は
「
画
巻
二
十
四
」
と
し
て
解
説
文
と
と
も
に
応
挙
作
品
を
掲
載
し
て
い
る
。

４ 　

「
甲
寅
画
巻
」
に
は
①
維
明
上
人
「
雪
梅
図
」
、
②
呉
春
「
花
図
」
、
③
村
上
東
洲
「
臥
読
人
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物
図
」
、
④
橘
南
谿
「
山
水
図
」
、
⑤
渡
辺
南
岳
「
雀
図
」
、
⑥
岸
駒
「
人
物
休
息
図
」
、
⑦
関

山
「
山
水
図
」
、
⑧
小
林
亀
渓
「
墨
竹
図
」
、
⑨
紳
斎
「
人
物
休
息
図
」
、
⑩
大
原
呑
響
「
山
水

図
」
、
⑪
蠣
崎
波
響
「
野
鴨
図
」
、
⑫
円
山
応
挙
「
水
面
月
図
」
、
⑬
山
玩
「
山
水
図
」
、
⑭
玉
潾

「
墨
竹
図
」
の
順
で
十
四
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
８
か
ら
。
）
。
こ
れ
ら
の
人
物
の

作
品
中
、
紳
斎
、
応
挙
、
元
玩
、
玉
潾
は
「
北
上
日
記
」
中
、
確
認
で
き
な
い
が
、
残
り
の
十
名
は

寛
政
六
年
の
京
都
で
茶
山
が
知
遇
を
得
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
中
年
月
日
が
明
示
さ

れ
る
の
は
、
⑧
亀
渓
の
「
甲
寅
竹
酔
日
（
寛
政
六
年
五
月
十
三
日
）
」
と
③
東
洲
の
「
甲
寅
仲
秋

（
同
年
八
月
）
」
で
、
い
ず
れ
も
茶
山
の
京
都
滞
在
期
間
中
で
あ
る
。
さ
ら
に
料
紙
を
肉
眼
で
観

察
し
た
と
こ
ろ
南
岳
作
品
を
含
む
数
点
は
東
洲
作
品
と
同
じ
料
紙
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

年
記
が
な
い
な
が
ら
も
南
岳
作
品
な
ど
は
寛
政
六
年
の
も
の
と
見
な
し
て
差
し
支
え
な
い
。

５　

参
考
文
献
７　

七
十
八
ペ
ー
ジ
。

６ 　

杉
本
論
文
（
参
考
文
献
６
）
表
１
に
版
本
に
掲
載
さ
れ
た
南
岳
作
品
と
落
款
、
印
が
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
が
、
寛
政
期
の
も
の
を
含
め
「
田
巌
」
印
は
見
ら
れ
な
い
。

７ 　

参
考
文
献
３　

上
巻　

三
五
六
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
富
士
川
氏
の
著
書
で
は
言
及
は
な
い
が
、
当

館
蔵
の
原
文
書
の
画
像
で
引
用
か
所
を
確
認
す
る
と
、
「
・
・
竹
亭
」
な
ど
の
「
・
・
」
は
、
各
人

物
の
姓
に
つ
い
て
茶
山
が
失
念
等
で
記
載
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
伏
せ
字
と
し
て
記
号
的
に
用
い

た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

８ 　

参
考
文
献
９
、
八
十
二
ペ
ー
ジ
に
図
版
掲
載
。
こ
の
史
料
は
、
大
乗
寺
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
大

乗
寺
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
も
大
乗
寺
文
書
「
書
簡
（
２
）
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
（http://

m
useu

m.daijyoji.or.jp/enlargement/03-06/d39301-2b.html

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

最
終
確
認
）
。

９　

参
考
文
献
９
、
八
十
二
ペ
ー
ジ
の
解
説
文
か
ら
。

10 　

註
９
と
同
じ
解
説
文
で
は
、
こ
の
史
料
に
記
載
さ
れ
る
円
山
派
の
著
名
な
画
家
を
記
載
順
に

数
名
列
記
す
る
が
、
原
在
中
（
史
料
中
十
三
番
目
記
載
）
の
次
に
記
載
が
あ
る
南
岳
（
同
二
十
一

番
目
）
に
は
言
及
せ
ず
、
岸
駒
（
同
二
十
六
番
目
）
を
記
す
。
南
岳
を
記
さ
な
か
っ
た
の
は
「
奥

田
兎
毛
」
の
註
記
も
あ
り
、
こ
れ
が
渡
辺
南
岳
を
指
す
と
い
う
裏
付
け
が
な
か
っ
た
た
め
と
推
察

さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
参
考
文
献
７
に
掲
載
さ
れ
た
表
「
「
北
上
日
記
第
三
」
人
物
一
覧
」
で
も

渡
辺
南
岳
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
同
様
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

11 　

重
要
文
化
財
指
定
時
の
資
料
番
号
は
、
菅
茶
山
関
係
資
料　

典
籍
類-2661

　

な
お
、
参
考
文
献
５
に
も
図
版
と
資
料
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

12 　

本
紙
寸
法
は
、
縦
九
八
・
五
、
横
三
一
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
図
版
は
参
考
文
献
４
に
掲
載
。

参
考
文
献
・
資
料

１　

「
渡
辺
南
岳
先
生　

四
季
草
花
絵
巻
」
（
復
刻
）　

大
正
十
年　

巧
藝
社

２ 　

木
村
重
圭
「
渡
辺
南
岳
に
つ
い
て
」（
大
和
文
華
館
『
大
和
文
華
』
第
六
七
号
所
収
）
一
九
八
一
年

３　

富
士
川
英
郎
『
菅
茶
山
』
一
九
九
〇
年　

福
武
書
店　

４　

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
図
録
『
第
二
回
収
蔵
資
料
展
』
平
成
八
年

５　

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
展
示
図
録
『
菅
茶
山
の
世
界
Ⅱ
』
平
成
十
年

６　

杉
本
欣
久
氏
「
［
館
蔵
品
研
究
］
「
鯉
図
屏
風
」
と
画
家
・
渡
辺
南
岳
に
つ
い
て
」

　

（
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
『
古
文
化
研
究
』
第
七
号
所
収
）
平
成
二
〇
年

７ 　

岡
野
将
士　

翻
刻
協
力
古
文
書
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
資
料
紹
介
「
北
上
日
記
第
三
」
」

（
『
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
所
収
）
平
成
二
十
一
年

８ 　

『
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
資
料
目
録
八　

重
要
文
化
財
「
菅
茶
山
関
係
資
料
」
指
定
品
目

録
』
平
成
二
十
八
年

９　

平
井
啓
修
、
古
田
亮
ほ
か
編
『
円
山
応
挙
か
ら
近
代
京
都
画
壇
へ
』
二
〇
一
九
年



— 19 —

「山陽先生詩稿」訳注（二）（花本）

　

「
山
陽
先
生
詩
稿
」
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
広
島
藩
儒
と
し
て
、
ま
た
能
書
家
と
し

て
知
ら
れ
た
頼
春
水
（
一
七
四
六
～
一
八
一
六
）
に
始
ま
る
広
島
頼
家
に
伝
来
し
た
も
の

で
あ
る
。
形
態
は
袋
綴
装
大
和
綴
で
、
縦
二
四
・
五
セ
ン
チ
、
横
一
六
・
五
セ
ン
チ
、
本

文
五
十
三
丁
で
、
共
紙
表
紙
で
あ
る
。
第
二
丁
表
に
朱
文
方
印
「
頼
氏
必
正
楼
」
一
顆
が

捺
さ
れ
て
い
る
。
批
正
は
朱
書
・
墨
書
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
推
敲
の
過
程
を
辿

る
こ
と
が
で
き
る
。
欄
外
に
は
墨
書
に
よ
る
注
記
や
朱
書
に
よ
る
評
語
が
記
さ
れ
て
お

り
、
原
本
を
忠
実
に
筆
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
資
料
に
は
、
二
百
十
一
題
、
二
百
六
十
二
首
の
詩
と
「
皞
々
居
記
」
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
山
陽
前
半
生
の
広
島
時
代
に
作
詩
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
山
陽
青
年
期
の
詩

作
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
前
号
で
は
、
１　

擬
古
（
未
詳
）　

２　

紀
遊
五
首
（
五
首
）（
寛
政
九
年
）　

３　

詠
古
五
首
（
五
首
）（
寛
政
九
年
）　

４　

一
谷
歌
（
寛
政
九
年
）　

５　

湊
川
歌
（
寛
政
九
年
）
の
十
三
首
に
つ
い
て
訳
注

を
行
っ
た
。

　

本
号
で
は
、
６　

筑
海
行
（
寛
政
十
年
）　

７　

醍
醐
行
（
寛
政
十
年
） 

８　

馘
塚
行
（
二
首
）
（
寛
政
十
年
）　

９　

書
感
（
寛
政
五
年
）　

10　

甲
寅

元
日
（
寛
政
六
年
）　

11　

咏
梅
（
寛
政
五
年
）　

12　

舟
暁
（
寛
政
五
年
） 

13　

舟
帰
広
島
（
寛
政
五
年
）　

14　

明
妃
（
寛
政
五
年
）　

15　

暑
日
遊
照
蓮

寺
（
寛
政
五
年
）　

16　

石
州
路
上
（
寛
政
八
年
）　

17　

甑
坂
（
寛
政
八
年
） 

18　

夜
坐
（
寛
政
八
年
）　

19　

青
楼
曲
（
文
化
二
年
）　

20　

東
遊
路
上
（
寛
政

九
年
）　

21　

山
崎
（
寛
政
九
年
）　

22　

美
濃
（
寛
政
九
年
）　

23　

望
岳
（
寛
政

九
年
）
24　

題
黄
安
仙
人
図
（
享
和
三
年
か
）　

25　

閨
情
傚
陸
渭
南
（
享
和
三
年
）

　

26　

雨
歇
（
享
和
三
年
）　

27　

江
戸
所
見
（
寛
政
九
年
か
・
『
頼
山
陽
全
書　

詩

集
』
は
寛
政
六
年
と
す
る
）　

28　

赴
竹
原
舟
中
作
二
首
（
二
首
・
文
化
二
年
）　

29　

奉
盈
陪
飲
菅
先
生
及
家
君
席
上
分
得
眼
字
二
十
二
韻
（
文
化
二
年
）
の
二
十
六
首
に
つ

い
て
訳
注
を
行
う
。

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
原
詩
の
漢
字
は
旧
字
体
を
用
い
、
俗
字
・
略
字
に
な
っ

て
い
る
も
の
も
正
字
に
改
め
、
訓
読
の
漢
字
は
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
訓
読
の
送
り

仮
名
は
現
代
仮
名
遣
い
と
し
た
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
推
敲
過
程
が
わ
か
る
よ
う
、
原

本
に
忠
実
に
表
記
す
る
よ
う
に
し
、
訓
読
に
つ
い
て
も
修
正
前
の
原
案
が
わ
か
る
よ
う

に
併
記
し
て
い
る
。
訳
文
は
、
修
正
後
の
本
文
を
反
映
さ
せ
て
訳
出
し
た
。
訳
文
な
ら
び

に
語
釈
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
引
き
続
き
、
谷
口
匡
氏
（
京
都
教
育
大
学
教
授
）
に
御
教

示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
た
い
。

６　

筑
海
行　
　
　
　
　
　
　

筑ち
く
か
い
こ
う

海
行

筑
海
颶
氣
連
天
黒　
　
　
　
　

筑ち
く
か
い海
の
颶ぐ

き気　

天て
ん

に
連つ
ら

な
り
て
黒く
ろ

し

千
艘
艨
艟
來
自
北　
　
　
　
　

千せ
ん
そ
う艘
の
艨も
う
ど
う艟　

北き
た

よ
り
来き
た

る

「
山
陽
先
生
詩
稿
」
訳
注
（
二
）

「
山
陽
先
生
詩
稿
」
訳
注
（
二
）

花　

本　
　

哲　

志
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笑
殺
碧
眼
蒙
古
兒 

笑
し
ょ
う

殺さ
つ

す　

碧へ
き
が
ん眼　

蒙も
う

古こ

の
児じ

功
成
意
氣
何
自
得 

功こ
う

成な

り　

意い

気き

何な
ん

ぞ
自
み
ず
から
得え

ん

嚇
得
趙
家
孤
與
寡 

趙
ち
ょ
う

家け

の
孤こ

と
寡か

と
を
嚇お
ど

し
得え

た
る
を

以
此
凖
擬
男
子
國 

此こ

れ
を
以も
っ

て
準
じ
ゅ
んじ
擬ぎ

す 

男だ
ん

子し

の
国く
に

相
模
太
郎
膽
如
甕 

相さ

模が
み

太た

郎ろ
う 

膽た
ん

は
甕か
め

の
如ご
と

し

防
海
將
士
人
各
力 

防ぼ
う

海か
い

の
将
し
ょ
う

士し　

人ひ
と

各
お
の
お
の

力つ
と

む

君
不
見
風
伯
一
驅
附
雲
濤 

君き
み

見み

ず
や　

風ふ
う

伯は
く

一い
っ

駆く

し
て
雲う
ん

濤と
う

に
附ふ

し

不
使
羶
血
衊
日
本
刀 
羶せ
ん

血け
つ

を
し
て
日に

本ほ
ん

刀と
う

を
衊け

が

さ
し
め
ざ
り
し
を

（
起
句
・
朱
記
）
不
免
襲
北
地　
　
　

北ほ
く

地ち

を
襲お
そ

う
を
免ゆ
る

さ
ず

【
語
釈
】

「
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
所
収
「
読
元
史
」
、『
日
本
楽
府
』
所
収
「
蒙
古
来
」
の
初
案
。

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
作
と
さ
れ
る
。〔
颶
気
〕
大
暴
風
。〔
艨
艟
〕
牛
皮
で
お
お
っ
て
あ
り
、

敵
船
に
衝
突
し
て
そ
れ
を
突
き
破
る
細
長
い
軍
船
。〔
趙
家
孤
與
寡
〕
趙
は
宋
の
王
室
の
姓
。
孤

は
孤
児
、
寡
は
未
亡
人
の
意
。
南
宋
第
四
代
皇
帝
寧
宗
の
皇
后
・
楊
太
后
と
五
代
皇
帝
理
宗
を
指

す
。〔
男
子
國
〕
日
本
の
こ
と
。
日
本
の
古
名
を
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島じ
ま
（
『
古
事
記
』
）
と
い
い
、
そ
の
語

源
の
一
つ
に
ヲ
ノ
コ
ジ
マ
（
丈
夫
島
）
が
あ
り
、
ヲ
ノ
コ
は
「
男
子
」
と
も
書
い
た
。〔
相
模
太
郎
〕

鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
時
宗
。〔
風
伯
〕
風
の
神
。〔
羶
血
〕
な
ま
ぐ
さ
い
血
。「
羶
」
は
羊
の
生

肉
。

【
訳
】

　

筑
前
の
海
は
、
暴
風
の
時
の
黒
雲
が
天
に
連
な
っ
た
よ
う
に
ど
す
黒
い
。
千
艘
の
船
に

乗
っ
た
蒙
古
軍
が
北
か
ら
や
っ
て
来
た
の
だ
。
碧
眼
の
蒙
古
人
が
戦
果
を
上
げ
、
大
得

意
に
な
っ
て
い
る
の
を
大
笑
い
す
る
。
彼
ら
は
南
宋
の
朝
廷
の
幼
い
王
と
太
后
を
嚇お
ど

し
、

そ
の
勢
い
で
こ
の
男
児
の
国
（
日
本
）
に
や
っ
て
来
た
の
だ
。
だ
が
、
相
模
太
郎(

北
条
時

宗)

は
肝
が
据
わ
っ
て
甕
の
よ
う
に
び
く
と
も
せ
ず
に
、
海
岸
を
守
る
将
士
た
ち
も
我
先

に
と
馳
せ
参
じ
た
。

　

君
は
見
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
神
風
が
吹
い
て
大
波
が
敵
船
を
呑
込
ん
で
し
ま
い
、
蒙

古
の
兵
の
生
臭
い
血
で
日
本
刀
を
汚
さ
せ
な
か
っ
た
の
を
。

（
起
句
・
朱
記
）
北
の
地
を
襲
う
こ
と
を
許
さ
な
い
。

７　

醍
醐
行　
　
　
　
　
　
　

醍だ
い

醐ご

行こ
う

　
　
　
　
　

 

晃
銀
燭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀ぎ
ん

燭
し
ょ
く

晃あ
き
らか
に

醍
醐
花
下
人〻
如〻
玉〻 

醍だ
い

醐ご

の
花か

下か 

人ひ
と

玉た
ま

の
如ご

と

し

落
紅
乱
点 

落ら
く

紅こ
う　

乱ら
ん

点て
ん

す

相〻
公〻
酣〻
眠〻
紫
錦
褥 

相
し
ょ
う

公こ
う　

酣か
ん

眠み
ん

す　

紫し

錦き
ん

の
褥
じ
ょ
く

相
公
醉
眠
侍
姫
扶 

相
し
ょ
う

公こ
う

酔よ

う
て
眠ね
む

り　

侍じ

姫き

は
扶た
す

く

囈〻
語〻
咄〻
々〻
驚〻
侍〻
人〻 

囈げ
い

語ご

咄と
つ

々と
つ

と
し
て　

侍じ

人じ
ん

を
驚

お
ど
ろか

す

夢
魂
飛
到
遼
海
曲 

夢む

魂こ
ん 

飛と

び
到い
た

る　

遼
り
ょ
う

海か
い

の
曲
き
ょ
く

百〻
萬〻
漢〻
兵〻
吾〻
斬〻
劚〻 

百
ひ
ゃ
く

万ま
ん

の
漢か

ん

兵へ
い　

吾
れ
斬ざ

ん

劚ち
ょ
くす

桐
幟
瓠こ
ひ
ょ
う標
臨
燕
京 

桐と
う

幟し 

刳
標
し
て 

燕え
ん

京げ
い

に
臨の
ぞ

み

佇
看 

佇た
た
ずみ
看み

る

請〻
見〻
素
車
懸
左
纛 

見ま
み

え
ん
こ
と
を
請こ

う　

素そ

車し
ゃ 

左さ

纛と
う

を
懸か
く

る
を
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凱
旋
何
以
勞
諸
軍 

凱が
い

旋せ
ん 

何な
に

を
以も
っ

て
か　

諸し
ょ

軍ぐ
ん

を
労
ね
ぎ
らわ
ん

欲
當
醸
遼〻
溳〻
水
鴨
頭
綠 

当あ
た

ら
ん
と
欲ほ
っ

す　

醸じ
ょ
う
す
い水 

鴨お
う
と
う
り
ょ
く

頭
緑

【
語
釈
】

〔
醍
醐
〕
京
都
市
伏
見
区
の
地
名
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
、
豊
臣
秀
吉
が
醍
醐
寺
の
三
宝
院

で
開
い
た
花
見
の
宴
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
醍
醐
の
花
見
を
舞
台
に
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
つ

い
て
詠
じ
た
も
の
。〔
銀
燭
〕
美
し
く
輝
く
と
も
し
び
。〔
褥
〕
柔
ら
か
い
敷
物
。
し
と
ね　
〔
相

公
〕
大
臣
。
こ
こ
で
は
関
白
の
ま
ま
太
政
大
臣
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
こ
と
。〔
酣
眠
〕
十
分
に

眠
る
。〔
囈
語
〕
寝
言
。
う
わ
言
。〔
咄
々
〕
事
の
意
外
な
の
に
驚
い
て
発
す
る
声
。
お
や
お
や
。

〔
遼
海
曲
〕
遼
東
湾
の
す
み
。
曲
は
湾
曲
し
た
所
。〔
劚
〕
に
同
じ
。
叩
き
切
る
。〔
桐
幟
〕
豊

臣
秀
吉
の
家
紋
で
あ
る
五
七
の
桐
を
あ
し
ら
っ
た
幟
旗
の
こ
と
。〔
刳
標
〕
豊
臣
秀
吉
の
馬
印
で

あ
る
千
成
瓢
箪
の
こ
と
。〔
燕
京
〕
北
京
の
別
称
。
明
の
都
。〔
素
車
〕
彩
色
し
な
い
白
木
づ
く
り

の
車
。
喪
の
と
き
に
使
う
。〔
左さ

纛と
う

〕
古
代
中
国
で
、
天
子
の
車
の
よ
こ
ぎ
の
左
上
に
立
て
る
羽
毛

で
か
ざ
っ
た
旗
。〔
鴨
頭
〕
緑
色
。
水
の
緑
色
と
鴨
の
首
の
毛
の
色
に
喩
え
る
。
た
だ
し
、「
鴨
頭

緑
」
は
朝
鮮
と
明
の
国
境
を
流
れ
る
鴨お
う

緑
り
ょ
く

江こ
う

を
か
け
た
表
現
か
。

【
訳
】

　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

と
も
し
火
が
煌
々
と
明
る
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

あ
ち
ら 

　

醍
醐
の
花
の
下
で
は
人
が
玉
の
よ
う
に
美
し
く
、
紫
色
の
錦
の
敷
物
の
上
に
は
相 

こ
ち
ら
に
花
び
ら
が
落
ち
て
い
る　

  

公
は
酔
っ
て
熟
睡
し
て
し
ま
い
、
侍
女
が
支
え
て
い
る

公
が
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。
お
や
お
や
と
寝
言
を
言
っ
て
は
供
の
者
を
驚
か
せ
て

い
る
。
遼
東
の
あ
た
り
の
こ
と
を
夢
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
桐
の
紋
の
入
っ
た
幟

旗
と
千
成
瓢
箪
の
馬
印
を
掲
げ
て
北
京
に
臨
み
、
天
子
の
車
の
左
に
旗
が
懸
け
て
あ 

　
　

   

佇
ん
で
見
て
い
る
の
だ
ろ
う

る
の
を
天
子
へ
の
面
会
を
請
う
て
い
る
。
兵
た
ち
が
凱
旋
し
て
き
た
ら
ど
う
や
っ
て
彼
ら

に
報
い
て
や
る
の
か
。
鴨
緑
江
の
水
で
醸
し
た
酒
を
振
舞
っ
て
や
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

８　

馘
塚
行　
　
　
　
　

馘か
く

塚
ち
ょ
う

行こ
う

（
１
）

猴

郎
君
何
太
武 

猴こ
う
て
い

の
郎ろ
う

君く
ん　

何な
ん

ぞ
太
は
な
はだ
武ぶ

な
る

樹
下
起
身
本
僕
豎 

樹じ
ゅ

下か 

身み

を
起お

こ
す
も
本も
と

は
僕ぼ
く

豎じ
ゅ

巨
掌
能
裂
天
下
來 

巨き
ょ

掌
し
ょ
う 

能よ

く
天て
ん

下か

を
裂さ

き
て
来き
た

る

掌
上
撫
弄
幾
熊
虎 

掌
し
ょ
う

上
じ
ょ
う 

撫ぶ

弄ろ
う

す 

幾い
く

熊ゆ
う

虎こ

輪
臺
獨
少
霍
與
金 

輪り
ん

台だ
い　

独ひ
と

り
少か

く
霍か
く

と
金き
ん

と

王
侯
叛
己
君
莫
怒 

王お
う

侯こ
う

己お
の
れに
叛そ
む

く
も 

君き
み

怒い
か

る
こ
と
莫な
か

れ

君
家
封
建
今
何
在 

君く
ん

家か

の
封ほ
う

建け
ん 

今い
ま

何い
ず

く
に
か
在あ

ら
ん

方
廣
寺
前
一
堆
土 

方ほ
う

広こ
う

寺じ

前ぜ
ん

の
一い
ち

堆た
い

土ど

【
語
釈
】

〔
馘
塚
〕
戦
で
首
の
代
わ
り
に
切
り
と
っ
た
敵
兵
の
耳
を
埋
め
た
塚
の
こ
と
。
耳
塚
。〔
猴
〕
さ

る
。
ま
し
ら
。〔

〕
ひ
た
い
。
額
に
同
じ
。〔
郎
君
〕
年
若
い
貴
公
子
、
ま
た
、
主
家
の
息
子
を

敬
っ
て
い
う
語
。〔
樹
下
〕
豊
臣
秀
吉
の
初
名
「
木、

下、

藤
吉
郎
」
を
指
す
。〔
僕
豎
〕
僕
童
に
同

じ
。〔
裂
天
下
來
〕
天
下
を
分
割
し
て
大
名
を
封
じ
る
こ
と
。『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」
の
賛
に

「
天
下
を
分
裂
し
て
王
侯
を
封
じ
」
と
あ
る
。〔
輪
臺
〕
漢
代
の
西
域
の
地
名
。
武
帝
は
こ
こ
に
屯

田
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
が
、
民
を
疲
れ
さ
せ
る
の
で
取
り
や
め
た
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
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喩
え
る
か
。〔
霍
與
金
〕
霍か
く

去き
ょ

病へ
い

と
金き
ん

日じ
つ
て
い
。
漢
の
武
帝
が
匈
奴
に
出
兵
し
た
時
の
将
軍
と
、
匈

奴
か
ら
漢
に
帰
化
さ
せ
、
後
事
を
託
し
た
人
物
。
有
能
な
将
軍
や
後
継
者
に
喩
え
る
か
。〔
王
侯

叛
己
〕『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」
の
賛
に
「
王
侯
の
己
お
の
れに
叛そ
む

く
を
怨う
ら

む
る
は
難か
た

し
」
と
あ
る
。〔
方

廣
寺
〕
京
都
市
東
山
区
に
あ
る
天
台
宗
の
寺
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
、
奈
良
東
大
寺
大
仏
を

模
し
て
豊
臣
秀
吉
が
創
建
。
大
仏
と
大
仏
殿
は
焼
失
し
、
現
在
は
本
堂
・
大
黒
天
堂
・
大
鐘
楼
が

残
る
。
豊
臣
家
滅
亡
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
国
家
安
康
」
の
銘
を
記
し
た
釣
鐘
で
有
名
。
門
前
に

文
禄
・
慶
長
の
役
の
際
の
耳
塚
が
あ
る
。

【
訳
】

　

猿
の
よ
う
な
顔
を
し
た
若
君
は
な
ん
と
武
に
長
じ
て
い
る
こ
と
か
。
木
下
の
姓
で
身

を
起
こ
し
た
が
、
本
を
た
だ
せ
ば
僕
し
も
べで
あ
っ
た
。
巨
大
な
手
の
ひ
ら
で
で
天
下
を
分
割
し

た
が
、
手
の
ひ
ら
の
上
で
何
人
の
猛
者
を
も
て
あ
そ
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
輪
台
は
手
に
入

れ
た
が
、
霍
去
病
と
金
日

を
欠
い
て
い
た
。
諸
侯
は
自
分
に
叛そ
む

い
て
し
ま
っ
た
が
、
君

は
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
。
豊
臣
家
の
封
建
制
は
、
今
と
な
っ
て
は
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ

た
か
。
た
だ
こ
の
方
広
寺
の
門
前
の
塚
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。

（
２
）

經
營
八
表
役
群
雄 

八は
ち

表ひ
ょ
うを
経け
い

営え
い

し
て　

群ぐ
ん

雄ゆ
う

を
役え
き

す

身
後
何
從
見
覇
蹤 

身し
ん

後ご　

何な
ん

に
従よ

り
て　

覇は

蹤し
ょ
うを
見み

ん

馘
塚
靑
々
一
堆
草 

馘か
く

塚
ち
ょ
う 

青せ
い

々せ
い

た
り　

一い
ち

堆た
い

草そ
う

獨
留
文
禄
舊
提
封 

独ひ
と

り
留と
ど

む　

文ぶ
ん

禄ろ
く

の
旧
き
ゅ
う

提て
い

封ほ
う

【
語
釈
】

〔
經
營
八
表
〕
天
下
を
統
治
す
る
。「
八
表
」
は
八
方
の
き
わ
め
て
遠
い
と
こ
ろ
。
全
世
界
。『
史

記
』「
項
羽
本
紀
」
の
賛
に
「
力
征
を
以
っ
て
天
下
を
経
営
せ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
。〔
覇
蹤
〕
覇

者
の
功
業
の
あ
と
。〔
提
封
〕
諸
侯
の
領
土
。
封
土
。

【
訳
】

　
（
豊
臣
秀
吉
は
）
天
下
を
統
一
し
て
数
多
の
群
雄
を
使
役
し
た
が
、
そ
の
死
後
、
覇
道

の
足
跡
は
何
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
青
々
と
し
た
草
に
覆
わ
れ
た
う

ず
高
い
耳
塚
だ
け
が
文
禄
の
役
の
封
土
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。

９　
　

書
感　
　
　

  

感か
ん

を
書し
ょ

す

十
有
三
春
秋 

十
じ
ゅ
う

有ゆ
う

三さ
ん
の
春
し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

春
秋
去
若
水 

春
し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う 

去さ

る
こ
と
水み
ず

の
若ご
と

し

何
時
吾
志
成 

何い
ず

れ
の
時と
き

か 

吾わ
が

志し

成な

り

千
古
列
青
史 

千せ
ん

古こ　

青せ
い

史し

に
列れ
っ

せ
ん

【
語
釈
】

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
作
と
さ
れ
る
「
癸
丑
歳
偶
作
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
）
の
初
案
。

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
所
収
。

〔
春
秋
去
若
水
〕「
春
秋
」
は
年
月
。
年
齢
。「
癸
丑
歳
偶
作
」
で
は
「
逝
者
已
如
水
」
に
改
め
て

い
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』「
子
罕
」
第
九
に
「
子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
、
不
舎
晝
夜
」（
子
川

の
上
に
在
り
て
曰
く
、「
逝
く
者
は
斯
く
の
如
き
夫
、
昼
夜
を
舎
か
ず
」
）
を
踏
ま
え
た
も
の
。
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〔
千
古
〕
永
遠
。
永
久
。〔
青
史
〕
歴
史
。
歴
史
書
。
紙
の
な
か
っ
た
時
代
、
青
竹
の
札
を
あ
ぶ
っ

て
文
字
を
記
し
た
と
こ
ろ
か
ら
言
う
。〔
千
古
〕
歴
史
。
歴
史
書
。
記
録
。

【
訳
】

　

十
三
年
の
歳
月
。
歳
月
が
過
ぎ
去
る
の
は
水
が
流
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
だ
。
何
時

の
日
に
か
自
分
の
志
を
成
し
遂
げ
、
永
遠
に
歴
史
に
名
を
残
し
た
い
も
の
だ
。

10　

甲
寅
元
日　
　
　
　
　
　
　

甲こ
う

寅い
ん

の
元が
ん

日じ
つ

黃
鳥
喈
々
□
載
陽 

黄こ
う

鳥
ち
ょ
う 

喈か
い

々か
い 
日ひ

載は
じ

め
て
陽
あ
た
たか
な
り

辛
盤
遙
祝
拜
東
方 

辛し
ん

盤ば
ん 

遥は
る

か
に
祝い
わ

っ
て
東と
う

方ほ
う

を
拝は
い

す

靑
霞
關
上
春
風
度 

青せ
い

霞か

関か
ん

上
じ
ょ
う　

春
し
ゅ
ん

風ぷ
う

度わ
た

り　

知
向
西
天
憶
故
鄕 

知し

る　

西せ
い

天て
ん

に
向む

か
い 

故こ

郷き
ょ
うを
憶お
も

う
を

【
語
釈
】

「
甲
寅
首
春
作
。
時
懐
家
君
在
東
邸
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
収
録
）
の
初
案
。
甲
寅
は
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
で
あ
る
が
、
木
崎
好
尚
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
・
癸
丑
）
の
作
と
す
る
（
後
述
）
。

〔
（
日
）
載
陽
〕『
詩
経
』
豳ひ
ん

風
・
七
月
に
「
春
は
載
め
て
陽
か
な
り
」
と
あ
る
。
原
本
で
は

「
日
」
が
脱
字
で
あ
る
が
、『
山
陽
詩
鈔
』
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
「
日
」
字
を
補
っ
た
。〔
黄
鳥
〕
鶯

〔
喈
々
〕
鳥
が
な
ご
や
か
に
鳴
く
さ
ま
。 

〔
辛
盤
〕
五
辛
盤
の
略
。
五
辛
（
辛
味
や
臭
気
の
強
い
五

種
の
野
菜
。
仏
家
で
は
大に
ん

蒜に
く
・
韮に
ら
・
葱ね
ぎ
・
辣ら
っ

韮き
ょ
う・
野の

蒜び
る 

、
道
家
で
は
、
韮
・
辣
韮
・
大
蒜
・
油
あ
ぶ
ら

菜な 

・

胡ご

荽す
い 

を
指
す
）
を
ま
ぜ
て
盤
に
盛
っ
た
も
の
。
元
旦
に
こ
れ
を
食
べ
れ
ば
、
五
臓
の
気
を
通
じ
、
健

康
を
保
つ
と
さ
れ
る
。〔
靑
霞
関
〕
広
島
藩
江
戸
藩
邸
が
あ
っ
た
霞
ヶ
関
の
こ
と
。

【
訳
】

　

鶯
は
和
や
か
に
鳴
き
、
日
の
光
も
暖
か
い
。
正
月
の
御
馳
走
を
前
に
遠
く
東
方
に
向

か
っ
て
礼
拝
し
て
い
る
。
霞
ヶ
関
の
青
い
空
の
上
を
春
風
が
吹
き
わ
た
り
、
西
の
空
に
向

か
っ
て
故
郷
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

【
注
】
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
木
崎
好
尚
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。コ

ノ
詩
、『
山
陽
詩
鈔
ニ
ハ
、「
甲
寅
首
春
作
』
ニ
作
ル
。
而
モ
甲
寅
六
年
ニ
ハ
、
春
水
、
江

戸
ニ
在
ラ
ズ
。

明
年
、
亦
然
り
。
茲
ニ
「
癸
丑
首
春
作
」
ニ
改
ム
。

11　

咏
梅　
　
　
　
　
　
　
　

梅う
め

を
詠え
い

ず

風
格
孤
高
傲
歳
寒 

風ふ
う

格か
く 

孤こ

高こ
う

に
し
て　

歳さ
い

寒か
ん

に
傲お
ご

り

一
株　
　
　

鎮 

一い
っ

株し
ゅ　
　
　
　
　
　
　

  

鎮ち
ん

枝〻
々〻
臨
水
幹〻
龍
蟠 

枝し

し々

は
水み
ず

に
臨の
ぞ

み　

幹み
き

は
龍
り
ゅ
う 

蟠
わ
だ
か
まる

幽
堂
自
有
松
篁
侶 

幽ゆ
う

堂ど
う　

自お
の

ず
か
ら
松
し
ょ
う

篁こ
う

の
侶り
ょ

有あ

り

休
作
過
墻
俗
眼
看 

墻か
き

を
過す

ぎ
て 

俗ぞ
く

眼が
ん

の
看か
ん

を
作な

す
休な
か

れ

【
語
釈
】

「
詠
梅
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
）
の
初
案
。
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
・
十
四
歳
）
の
作
と
さ
れ

る
。〔
孤
高
〕
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
、
ひ
と
り
自
分
の
志
を
守
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
様
。〔
歳
寒
〕

寒
さ
の
厳
し
い
時
節
。
冬
。〔
傲
〕
も
の
と
も
し
な
い
。〔
幽
堂
〕
静
か
な
部
屋
。
墳
墓
。〔
松
篁
〕
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松
と
竹
。
冬
の
寒
さ
の
中
で
も
緑
を
保
つ
こ
と
か
ら
、
逆
境
で
も
節
操
を
変
え
な
い
人
に
喩
え
ら

れ
る
。

【
訳
】

　

そ
の
風
格
は
、
俗
世
間
を
離
れ
て
気
高
く
、
厳
し
い
寒
さ
を
も
の
と
も
し
て
い
な
い
。

一
株
の
梅
の
古
木
が
池
の
水
に
臨
む
姿
は
静
か
な
龍
が
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
静

か
な
部
屋
に
は
お
の
ず
か
ら
松
や
竹
が
伴
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
垣
を
越
え
て
枝
を
伸
ば

し
、
俗
人
に
見
て
も
ら
お
う
な
ど
と
思
わ
な
い
こ
と
だ
。

12　

舟
暁　
　
　
　
　
　
　
　

舟
し
ゅ
う

暁
ぎ
ょ
う

細
雨
篷
窻
客
夢
閒 

細さ
い

雨う　

篷ほ
う

窓そ
う　

客き
ゃ
くは
夢ゆ
め

の
間か
ん

蒲
帆
夜
過
幾
靑
山 

蒲ほ

帆は
ん　

夜よ
る

過す

ぐ　

幾い
く

青せ
い

山ざ
ん

水
禽
戞
々
呼
人
去 

水す
い

禽き
ん　

戞か
つ

々か
つ　

人ひ
と

を
呼よ

び
て
去さ

る

起
見
峯
頭
月
一
彎 

起お

き
て
見み

る　

峰ほ
う

頭と
う

の
月つ
き

一い
ち

彎わ
ん

【
語
釈
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
所
収
。

〔
篷
窓
〕
と
ま
ぶ
き
の
小
舟
の
窓
。〔
蒲
帆
〕
が
ま
の
葉
で
織
っ
た
、
舟
の
帆
。〔
戞
々
〕 

鶴
な
ど
、

鳥
の
鳴
き
声
が
す
る
さ
ま
。

【
訳
】

　

霧
雨
が
小
舟
の
窓
に
か
か
っ
て
、
旅
人
は
寝
入
っ
て
夢
の
中
に
お
り
、
粗
末
な
小
舟
は

幾
つ
も
の
山
々
も
過
ぎ
夜
の
中
を
走
っ
て
い
く
。
水
鳥
が
私
を
呼
ぶ
よ
う
に
鳴
い
て
飛

び
去
る
と
、
起
き
上
が
っ
て
峰
の
上
に
か
か
る
弓
張
月
を
見
て
い
る
。

13　

舟
歸
廣
島　
　
　
　
　
　

舟ふ
ね　

広ひ
ろ

島し
ま

に
帰か
え

る

十
幅
春
帆
懸
落
暉 

十じ
っ

幅ぷ
く

の
春
し
ゅ
ん

帆ぱ
ん　

落ら
っ

暉き

を
懸か

け

海
風
滿
吹
薜
蘿
衣 

海か
い

風ふ
う　

満み

ち
て
吹ふ

く　

薜へ
い

蘿ら

の
衣い

柁
樓
指
點
廣
洲
樹 

柁だ

楼ろ
う　

指し

点て
ん

す　

広こ
う

洲し
ゅ
うの
樹じ
ゅ

天
主
臺
頭
霞
片
飛 

天て
ん

主し
ゅ

の
台だ
い

頭と
う　

霞か

片へ
ん

飛と

ぶ

【
語
釈
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
所
収
。

〔
春
帆
〕
春
の
の
ど
か
な
海
に
浮
か
ん
だ
船
。
ま
た
、
そ
の
帆
。〔
落
暉
〕
沈
む
太
陽
。
落
日
。〔
満

吹
〕『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
で
は
「
吹
滿
」
に
作
る
。〔
薜
蘿
〕
柾
の
葛
と
蔦
葛
。
ま
た
そ
れ
で

織
っ
た
布
。
粗
末
な
服
。
特
に
、
隠
者
の
服
を
い
う
。〔
柁
楼
〕
和
船
の
船
体
後
部
の
や
ぐ
ら
。
と

も
や
ぐ
ら
。〔
広
洲
〕
広
島
の
こ
と
。

【
訳
】

　

春
の
海
に
浮
か
ん
だ
船
の
長
い
帆
に
は
夕
陽
が
差
し
、
海
か
ら
の
風
が
私
の
粗
末
な

服
に
吹
き
付
け
て
く
る
。
舟
の
艫と
も

櫓や
ぐ
らか
ら
広
島
の
街
の
樹
々
を
指
さ
し
て
い
る
と
、
天

守
閣
の
上
に
は
雲
が
か
か
っ
て
い
る
。
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14　

賦〻
得〻
明
妃　
　
　
　
　
　

明め
い

妃ひ

を〻
賦〻
し〻
得〻
た〻
り〻

一
曲               　
　
　
　
　
　
　

  

一い
っ

曲
き
ょ
く

馬
上
琵
琶
凋
麗
姿 

馬ば

上
じ
ょ
う　

琵び

琶わ　

麗れ
い

姿し

凋お
と
ろう

　

  

辭
鳳
闕                    　
　
　
　
　
　

 

鳳ほ
う

闕け
つ

を
辞じ

し

遠
离〻
至〻
尊〻
馬
行
遲 

遠と
お

く 

至し

尊そ
ん

を
离は

な

れ　

馬う
ま

の
行ゆ

く
こ
と
遅お
そ

し

風
沙
撲
面
雲
鬟
亂 
風ふ
う

沙さ 

面お
も
てを
撲う

ち
て 

雲う
ん

鬟か
ん

乱み
だ

る
る
も

　
　
　

毛
家　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

毛も
う

家け

の

猶
勝
漢〻
宮〻
入
畫
時 

猶な
お 

漢か
ん

宮き
ゅ
うの

画が

に
入い

り
し
時と
き

に
勝ま
さ

る

【
語
釈
】

『
頼
山
陽
全
書
』
巻
一
所
収
。

〔
明
妃
〕
前
漢
・
元
邸
の
妃
・
王
昭
君
の
こ
と
。〔
落
暉
〕
沈
む
太
陽  
〔
至
尊
〕
天
子
。
天
皇
。

〔
鳳
闕
〕
王
宮
の
門
。
ま
た
、
宮
城
・
皇
居
の
異
称
。
禁
闕
。
鳳
城
。
中
国
の
漢
代
、
宮
門
の
左
右

に
あ
る
高
殿
に
銅
製
の
鳳
凰
を
飾
っ
た
こ
と
に
よ
る
。〔
毛
家
〕
毛
延
寿
（
前
漢
時
代
の
画
家
、
人

物
を
能
く
し
た
。
前
漢
の
元
帝
は
、
後
宮
の
女
官
を
引
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
画

工
に
そ
の
像
を
描
か
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
選
ん
だ
。
毛
延
寿
は
そ
の
時
の
画
家
の
一
人
。
女
官
た
ち

は
、
画
工
に
賄
賂
を
贈
っ
て
美
し
く
描
か
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
王
昭
君
は
賄
賂
を
贈
ら
な
か

つ
た
の
で
元
帝
に
目
通
り
す
る
機
会
を
逸
し
、
匈
奴
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
帝
は
王
昭

君
の
容
姿
を
見
て
惜
し
み
、
初
め
て
不
審
を
抱
き
、
調
べ
た
と
こ
ろ
、
画
工
た
ち
の
不
正
が
発
覚

し
、
処
罰
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
（
『
西
京
雑
記
』
巻
二
）
。

（
欄
外
）

裂
帛
聲
中
凋
麗
姿 

裂
帛
の
声
中　

凋
麗
の
姿

紫
臺
一
去
曷
歸
期 

紫
台　

一
た
び
去
り
て　

曷
か
帰
期
な
ら
ん

【
語
釈
】

〔
裂
帛
〕
帛き
ぬ

を
引
き
裂
く
音
。
ま
た
、 

そ
の
よ
う
に
鋭
い
声
。〔
帰
期
〕
帰
る
時
期
。
帰
る
時
。

【
訳
】

　

一い
っ

曲き
ょ
くを
奏か
な

で
る
琵び

琶わ

の
音ね

は
、（
王
昭
君
の
）
美
し
く
も
や
つ
れ
た
姿
を
伝
え
て
い

る
。
は
る
か
遠
く
宮
き
ゅ
う

城じ
ょ
うの
門
に
別
れ
を
告
げ
た
が
、
馬
の
歩
み
は
遅
い
。
砂
埃
が
顔
を
打

ち
、
美
し
い
髷ま
げ

は
乱
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
毛
氏
（
毛も
う

延え
ん

寿じ
ゅ

）
が
画
に
描
い
た

時
よ
り
も
美
し
い
。

（
欄
外
・
訳
）

　

帛き
ぬ

を
引
き
裂
く
よ
う
な
琵
琶
の
音
の
中
に
も
の
悲
し
く
麗
し
い
姿
が
見
え
る
。
一
た
び
宮
殿
を

去
っ
て
し
ま
え
ば
、
い
つ
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

15　

暑
日
遊
照
蓮
寺　
　
　
　

暑し
ょ

日じ
つ 

照
し
ょ
う

蓮れ
ん

寺じ

に
遊あ
そ

ぶ

人
閒
炎
熱
苦
煩
初 

人じ
ん

間か
ん

の
炎え
ん

熱ね
つ　

苦く

煩は
ん

の
初
は
じ
め

來
訪
高
僧
林
下
居 

来ら
い

訪ほ
う

す　

高こ
う

僧そ
う

林り
ん

下か

の
居き
ょ

脩
篁
開
處
微
涼
過 

脩
し
ゅ
う

篁こ
う

開ひ
ら

く
処
と
こ
ろ 

微び

涼
り
ょ
う

過す

ぎ

卧
見
閑
雲
浮
碧
虛 
卧ふ

し
て
見み

る　

閑か
ん

雲う
ん 

碧へ
き

虚き
ょ

に
浮う

か
ぶ
を
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【
語
註
】

〔
暑
日
〕
暑
い
日
。
〔
照
蓮
寺
〕〔
人
間
〕
俗
人
の
住
ん
で
い
る
世
界
。
世
間
。
〔
脩
篁
〕
長
い

竹
。〔
微
涼
過
〕
中
唐
の
詩
人
・
耿こ
う

湋い

の
五
言
律
詩
「
夏
夜
西
亭
即
事
」
に
「
微
涼　

扇
を
待
っ

て
過
ぐ
」
と
あ
る
。〔
閑
雲
〕
ゆ
っ
た
り
と
空
に
浮
か
ぶ
雲
。　

〔
碧
虚
〕
碧
空
。
晴
れ
渡
っ
た

空
。
青
空
。

【
訳
】

　

俗
世
間
の
暑
熱
が
わ
ず
ら
わ
し
く
な
っ
て
、
林
の
中
に
あ
る
高
僧
の
家
を
訪
れ
た
。

長
い
竹
が
伐
り
開
か
れ
て
い
る
所
か
ら
微
か
な
涼
し
さ
が
お
と
ず
れ
る
。
私
は
寝
転
ん

で
青
空
に
ゆ
っ
た
り
と
浮
か
ぶ
雲
を
観
て
い
る
。

【
注
】『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
に
は
「
舟
暁
」「
舟
歸
廣
島
」「
暑
日
。
遊
照
蓮
寺
」「
明

妃
」
の
順
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
四
首
に
つ
い
て
、
木
崎
好
尚
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

以
上
四
首
、
幼
年
ノ
作
タ
ル
コ
ト
明
徴
ア
リ
、
而
モ
ソ
ノ
何
レ
ノ
年
ニ
繋
ク
ベ
キ
カ
ヲ
知

ラ
ズ
、
コ
ヽ
（
寛
政
五
年
）
ニ
附
載
ス
。「
明
妃
」
ノ
詩
、「
一
曲
琵
琶
」
ヲ
「
裂
帛
聲
中
」
ニ
、

「
毛
家
」
ヲ
「
當
初
」
ニ
改
ム
、
蓋
シ
杏
坪
ノ
手
ニ
出
デ
シ
ナ
ル
ベ
シ
。

16　

石
州
路
上　
　
　
　
　

石せ
き

州
し
ゅ
う

路ろ

上
じ
ょ
う

雨
過
泉
聲
逾
喧 

雨あ
め

過す

ぎ
て
泉せ
ん

声せ
い 

逾
い
よ
い
よ

喧
か
ま
び
すし
く

木
落
山
骨
尤
瘠 

木き

落お

ち
て
山さ
ん

骨こ
つ 

尤も
っ
とも
瘠や

せ
た
り

今
朝
杖
底
千
岩 

今こ
ん

朝
ち
ょ
う 

杖
じ
ょ
う

底て
い

の
千せ
ん

岩が
ん

は

昨
日
天
邊
寸
碧 

昨さ
く

日じ
つ 

天て
ん

辺ぺ
ん

の
寸す
ん

碧ぺ
き

な
り

【
語
釈
】

『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
十
月
二
十
六
日
、
山
陽
（
十
七
歳
）
は
叔
父

杏
坪
に
伴
わ
れ
、
石
見
国
の
有
福
温
泉
（
現
在
の
島
根
県
江
津
市
の
南
西
部
）
に
赴
い
た
。
こ
の

「
石
州
路
上
」
と
「
甑
坂
」
は
そ
の
道
中
の
作
で
あ
る
。

〔
山
骨
〕
山
の
土
砂
が
崩
れ
落
ち
て
岩
石
の
露
出
し
た
所
。
ま
た
、
そ
の
岩
。〔
寸
碧
〕
少
し
の

緑
。
韓
愈
・
孟
郊
「
城
南
聯
句
」
に
「
遙
岑
（
遥
か
遠
く
の
峰
）
寸
碧
を
出
だ
す
」（
韓
愈
）
と
あ

る
。
山
の
緑
が
遠
く
か
ら
見
る
と
一
寸
ほ
ど
の
小
さ
さ
に
な
る
こ
と
を
い
う
。

【
訳
】

　

雨
が
や
み
、
渓
谷
を
流
れ
る
川
の
水
音
は
い
よ
い
よ
大
き
く
な
り
、
木
の
葉
は
落
ち

て
山
肌
も
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。
今
朝
、
杖
を
頼
り
に
登
っ
て
い
る
こ
の
山
路
は
、
昨

日
、
大
空
の
果
て
に
小
さ
く
見
え
て
い
た
あ
の
青
だ
。

17　

甑
坂　
　
　
　
　
　
　
　
　

甑
こ
し
き

坂ざ
か

行
覚
溪
雲
脚
下
生 

行
ゆ
く
ゆ
く

覚お
ぼ

ゆ 

渓け
い

雲う
ん

の
脚
き
ゃ
っ

下か

に
生
し
ょ
うず
る
を

危
巖
夾
水
一
橋
横 

危き

巌が
ん 

水み
ず

を
夾は
さ

ん
で
一い
っ

橋
き
ょ
う

横よ
こ

た
わ
る

登
登
峽
路
天
將
黑 

登と
う

登と
う

た
る
峡
き
ょ
う

路ろ 

天て
ん 

将ま
さ

に
黒き
ろ

か
ら
ん
と
す

聞
斷
溪
童
搗
紙
聲 

聞ぶ
ん

断だ
ん

す　

溪け
い

童ど
う

の
紙か
み

を
搗つ

く
声こ
え

（
批
評
・
朱
筆
）

風
土
詩
、一
誦
恍
歷
其
境 

風ふ
う

土ど

の
詩し

。一い
っ

誦し
ょ
うす
れ
ば
恍こ
う

と
し
て
其そ

の
境
さ
か
いを
歴へ

た
り
。
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【
語
釈
】

『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
。〔
甑
坂
〕
現
在
の
島
根
県
浜
田
市
旭
町
市
木
の
市
木
川
沿
い
に
あ
る

坂
。
越
木
坂
と
も
。〔
危
巌
〕
険
し
く
そ
び
え
立
つ
岩
。〔
登
登
〕
上
り
坂
が
続
く
さ
ま
。
廬ろ

綸り
ん

「
山
店
」
に
「
登
登
た
る
山
路 

何
れ
の
時
に
か
尽
き
ん
」
と
あ
る
。〔
峽
路
〕
谷
あ
い
の
道
。〔
搗

紙
〕
紙
を
作
る
一
工
程
。
楮
を
煮
て
水
に
浸
し
た
も
の
を
棒
で
打
つ
。

【
訳
】

　

歩
い
て
い
る
と
雲
が
脚
の
下
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
高
い
岩
が
谷
川
を
は

さ
み
、
そ
こ
に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
谷
あ
い
の
長
い
坂
道
を
登
っ
て
い
く
う
ち
に
日
は

暮
れ
か
か
っ
て
お
り
、
谷
間
の
民
家
で
こ
ど
も
た
ち
が
紙
を
搗
く
音
が
と
ぎ
れ
が
ち
に

聞
こ
え
る
。

（
批
評
・
朱
筆
）

　

土
地
の
あ
り
さ
ま
を
描
い
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
誦
す
れ
ば
、
ぼ
ん
や
り
と
そ
の
場
所
を
通

り
過
ぎ
て
い
く
よ
う
だ
。

【
注
】『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
で
は
「
石
州
路
上
。
三
首
」
と
し
て
収
録
さ
れ
、
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
十
月
下
旬
の
作
と
し
て
い
る
。

18　

夜
坐　
　
　
　
　
　
　
　

夜や

坐ぎ

一 

榻 

燈 

花 

落 

復 

生 

一い
っ

榻と
う

の
灯と
う

花か　

落お

ち
て
復ま

た
生
し
ょ
うず

半〻
榻〻
琴〻
書〻
一〻
短〻
檠〻 

半は
ん

榻と
う

の
琴き

ん

書し
ょ　

一い
ち

短た
ん

檠け
い

火
紅
茶
鼎
似
蟬
鳴 

火ひ 

紅
く
れ
な
いに
し
て 

茶ち
ゃ

鼎て
い 

蟬せ
み

の
鳴な

く
に
似に

た
り

細〻
談〻
相〻
對〻
坐〻
三〻
更〻 

細さ
い

談だ
ん　

相あ
い

対た
い

し　

三さ
ん

更こ
う

に
座ざ

す

窻
邊
知
有
芭
蕉
樹 

窓そ
う

辺へ
ん　

知し

る 

芭ば

蕉
し
ょ
う

樹じ
ゅ

の
有あ

る
を

　

 

久　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

久ひ
さ

し
う

夜
静〻
時
聞
墜
露
聲 

夜よ
る

静し
ず

か
に
し
て 

時と
き

に
聞き

く 

墜つ
い

露ろ

の
声こ
え

（
欄
外
）

一
榻
燈
花
照
両
情 

一い
っ

榻と
う

の
灯と
う

花か　

両
り
ょ
う

情じ
ょ
うを
照て

ら
し

火
紅
鼎
茶
似
蟬
鳴 

火ひ　

紅
く
れ
な
いに
し
て
鼎て
い

茶ち
ゃ　

蟬せ
み

の
鳴な

く
に
似に

た
り

【
語
釈
】

「
夜
坐
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
）
の
初
案
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
作
と
さ
れ
る
。

〔
一
榻
〕一
つ
の
腰
か
け
・
寝
台
。『
山
陽
詩
鈔
』
で
は
「
一
穂
」
に
改
め
る
。〔
灯
花
〕
灯
火
の
灯

心
の
先
に
で
き
る
燃
え
か
す
が
花
の
形
に
固
ま
っ
た
も
の
。
孟
浩
然
の
五
言
律
詩
「
寒
夜
」
に
「
夜

久
し
く
し
て
灯
花
落
つ
」
と
あ
る
。〔
茶
鼎
〕
茶
釜
。〔
短
檠
〕
背
の
低
い
燭
台
。〔
三
更
〕
五
更
の

第
三
。
お
よ
そ
現
在
の
午
後
十
一
時
ま
た
は
午
前
零
時
か
ら
の
二
時
間
を
い
う
。
子ね

の
刻
。
丙へ
い

夜や

。

〔
墜
露
〕
滴
り
落
ち
る
露
。『
楚
辞
』
屈
原
の
「
離
騒
」
に
「
朝
飮
木
蘭
之
墜
露
兮
」（
朝
あ
し
たに
は
木も
く

蘭ら
ん

の
墜つ
い

露ろ

を
飮の

む
）
と
あ
る
。

【
訳
】

 　
　
　
　

  

の
上
の
灯
火
は
燃
え
か
す
が
落
ち
て
は
ま
た
で
き
あ
が
る
。
赤
々
と
火
が
着
き
、
茶
釜
の
湯
が
沸

　

腰
か
け
半
分
の
琴
と
燭
台
一
つ
。　

膝
を
突
き
合
わ
せ
て
三
更
（
深
夜
）
に
及
ぶ
。
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い
て
蝉せ
み

の
鳴な

く
よ
う
な
音
を
立
て
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

更
け
て
い
き

窓
の
外
を
見
る
と
、
側
に
芭
蕉
の
木
が
あ
る
の
が
分
か
っ
た
。
夜
は
静
か
で
、
時
お
り
露

が
滴
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

（
欄
外
）

腰
か
け
の
上
の
灯
火
の
燃
え
か
す
が
二
人
の
心
を
照
ら
し
て
い
る
。
赤
々
と
火
が
着
き
、
茶
釜
の

湯
が
沸
い
て
、
蝉
の
鳴
く
よ
う
な
音
を
立
て
て
い
る
。

19　

靑
樓
曲　
　
　
　
　
　

    

青せ
い
ろ
う
き
ょ
く

楼
曲

曉
日
秋
風
十
二
欄　
　
　
　

暁
ぎ
ょ
う

日じ
つ　

秋
し
ゅ
う

風ふ
う　

十
じ
ゅ
う

二に

欄ら
ん

鴛
鴦
衾
裡
暖
猶
殘　
　
　
　

鴛え
ん

鴦お
う

衾き
ん

裏り

に
暖だ
ん　

猶な
お

残の
こ

る

知
是
朝
來
多
霜
氣　
　
　
　

知し

る　

是こ

れ
朝
ち
ょ
う

来ら
い 

霜そ
う

気き

多お
お

く

阿
郞
歸
路
不
禁
寒　
　
　
　

阿あ

郎ろ
う　

帰き

路ろ　

寒さ
む

き
に
禁た

え
ざ
る
を

【
語
註
】

〔
暁
日
〕
朝
の
太
陽
。〔
十
二
欄
〕
十
二
層
の
欄
干
。
初
唐
の
詩
人
・
駱
賓
王
の
七
言
古
詩
「
帝
京

篇
」（
『
唐
詩
選
』
巻
二
所
収
）
に
「
大
道
の
青
楼　

十
二
重
」
と
あ
り
、
女
性
の
住
む
美
し
い
楼

閣
を
形
容
し
た
語
で
あ
ろ
う
。〔
青
楼
曲
〕
盛
唐
の
詩
人
王
昌
齢
（
六
九
八
～
七
五
七
）
に
同
名
の

七
言
絶
句
二
首
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
首
が
『
唐
詩
選
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
青
楼
は
、
高
貴
な

人
や
美
女
の
住
む
家
。
妓
楼
。
昔
、
中
国
で
青
漆
を
塗
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
い
う
。〔
鴛
鴦
衾
〕
夫
婦

や
男
女
が
共
に
寝
る
布
団
。〔
霜
気
〕
肌
を
刺
す
冷
気
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
四
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
作
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
。

【
訳
】

　

朝
日
が
差
し
、
秋
風
が
吹
き
付
け
る
十
二
層
の
手
す
り
。
男
女
が
眠
っ
て
い
た
布
団

の
中
は
ま
だ
暖
か
さ
が
残
っ
て
い
る
。
朝
の
冷
気
は
厳
し
く
、
旦
那
は
朝
帰
り
の
道
す
が

ら
さ
ぞ
寒
い
事
だ
ろ
う
。

20　

東
遊
路
上　
　
　
　
　
　

東と
う
ゆ
う
ろ
じ
ょ
う

遊
路
上

書
劍
靑
年
始
辭
家 

書し
ょ

剣け
ん　

青せ
い

年ね
ん 

始は
じ

め
て
家い
え

を
辞じ

し

山
陽
風
色
接
京
華 

山さ
ん

陽よ
う

の
風ふ
う

色
し
ょ
く　

京け
い

華か

に
接せ
っ

す

旗
亭
處
々
呼
人
醉 

旗き

亭て
い　

処し
ょ

々し
ょ
に
人ひ
と

の
酔す
い

を
呼よ

び

一
路
春
風
野
菜
花 

一い
ち

路ろ　

春
し
ゅ
ん

風ぷ
う　

野の

の
菜さ
い

花か

【
語
註
】

〔
書
剣
〕
書
物
と
剣
。
む
か
し
の
文
人
が
常
に
携
帯
し
た
も
の
。〔
風
色
〕
眺
め
。
景
色
。
風
景
。

〔
旗
亭
〕
酒
場
。
中
国
で
酒
旗
と
よ
ぶ
旗
を
立
て
目
印
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
に
「
入
摂
」
の
題
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
寛
政
九

年
（
一
七
九
七
）
三
月
二
十
三
日
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
欄
外
・
朱
批
）

趙
閑
々
太
平
有 

趙
ち
ょ
う

閑か
ん

々か
ん
の
「
太た
い

平へ
い

象
し
ょ
う

有あ

り
。

象
邨
々 

邨そ
ん

々そ
ん
の
酒さ
け

」
。　
　
　
　
　

此
句 

此こ

の
句く

に
譲ゆ
ず

る
に
似に

た
り
。

尋
常
語
、
使
人
憶
曽
遊 

尋じ
ん

常じ
ょ
うの
語ご

。
人ひ
と

を
し
て
曽か
つ

て
の
遊ゆ
う

を
憶お
も

わ
し
む
。

不
墜
時
訥
（
病
か
）

 

時じ

病へ
い

に
堕だ

せ
ず
。　
　
　
　
　

【
語
注
】〔
閑
々
〕
金
の
詩
人
・
趙

ち
ょ
う

秉へ
い

文ぶ
ん
（
一
一
五
九
～
一
二
三
二
）
の
号
。

【
訳
】

　

書
物
と
剣
を
持
っ
て
青
年
は
は
じ
め
て
家
に
別
れ
を
告
げ
、
山
陽
道
の
風
景
や
華
や

か
な
京
の
街
の
賑
わ
い
に
接
し
て
い
る
。
こ
こ
か
し
こ
の
酒
場
は
酔
っ
た
人
々
で
賑
わ

い
、
路
上
に
は
春
風
が
吹
い
て
、
野
に
は
菜
の
花
が
咲
い
て
い
る
。

（
欄
外
・
朱
批
）

　

趙
ち
ょ
う

秉へ
い

文ぶ
ん
（
金
の
詩
人
、
号
は
閑
閑
居
士
）
の
「
太た
い

平へ
い

象
し
ょ
う

有あ

り 

邨そ
ん

々そ
ん

の
酒さ
け

」（
太
平
に
定
ま
っ

た
す
が
た
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
村
々
の
酒
だ
）（
「
春
游
四
首
」
其
の
四
）
の
句
は
、（
山
陽
の
）
こ

の
句
に
一
歩
譲
っ
て
い
る
。
尋
常
の
語
で
あ
り
、
人
に
か
つ
て
そ
こ
に
遊
ん
だ
こ
と
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
。
時
代
の
弊
害
に
堕
し
て
い
な
い
。

21　

山
崎　
　
　
　
　
　
　
　

山や
ま

崎さ
き

猿
面
将
軍
蓋
世
豪 

猿え
ん

面め
ん

の
将
し
ょ
う

軍ぐ
ん　

蓋け
だ

し
世せ
い

豪ご
う

素
衣
問
罪
班
旌
旄 

素そ

衣い　

罪つ
み

を
問と

い　

旌せ
い

旄ぼ
う

を
班わ
か

つ

不
須
三
老
勞
迎
説 

須も
ち

い
ず　

三さ
ん

老ろ
う

の
迎げ
い

説せ
つ

を
労ろ
う

す
る
を

英
慨
由
来
優
漢
高 

英え
い

慨が
い

由ゆ

来ら
い　

漢か
ん

高こ
う

に
優ま
さ

る

【
語
註
】

〔
山
崎
〕
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
﨑
町
と
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
に
ま
た
が
る
一
帯
の
古
称
。
天
正

十
年
（
一
五
八
二
）
、
山
崎
の
戦
で
豊
臣
秀
吉
が
明
智
光
秀
を
破
り
、
天
下
統
一
の
基
礎
を
作
っ

た
。〔
素
衣
〕
白
色
の
喪
服
。
織
田
信
長
の
死
後
、
そ
の
喪
儀
は
秀
吉
の
手
で
行
わ
れ
た
の
で
、
こ

の
よ
う
に
言
う
。〔
問
罪
〕
罪
を
糾
弾
す
る
。
こ
こ
で
は
本
能
寺
の
変
で
信
長
を
滅
し
た
光
秀
を
討

伐
す
る
こ
と
。〔
旌
旄
〕
旗は
た

竿ざ
お

の
さ
き
に
旄ぼ
う

と
い
う
旗
飾
り
を
つ
け
、
こ
れ
に
鳥
の
羽
な
ど
を
垂
ら

し
た
旗
。
軍
中
に
お
い
て
指
揮
に
用
い
る
。〔
三
老
〕
中
国
古
代
に
県
や
郷
に
置
か
れ
た
、
教
化
を

つ
か
さ
ど
る
宮
。
こ
こ
で
は
秦
末
の
農
民
陳
勝
が
三
老
た
ち
に
お
だ
て
ら
れ
て
王
に
な
っ
た
こ
と

（
『
史
記
』「
陳
勝
世
家
」
）
を
踏
ま
え
る
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
に
寛
政
九
年
三
月
二
十
五
日
の
作
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る
。

【
訳
】

　

猿
に
似
た
風
貌
の
将
軍
（
豊
臣
秀
吉
）
は
、
思
う
に
天
下
に
名
だ
た
る
豪
傑
で
あ
ろ

う
。
喪
服
を
着
て
敵
の
罪
を
問
い
、
軍
旗
を
分
け
与
え
て
戦
陣
を
指
揮
し
た
。
三
老
た
ち

の
追
従
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
英
雄
と
し
て
の
気
概
は
も
と
も
と
漢
の
高
祖
（
劉

邦
）
に
も
勝
っ
て
い
る
。



— 30 —

広島県立歴史博物館研究紀要第25号

22　

美
濃　
　
　
　
　
　
　

美み

濃の

　
　

  
稍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

稍や
や

地
勢
漸〻
開
變
土
風 

地ち

勢せ
い

漸よ
う
やく

開ひ
ら

け　

土ど

風ふ
う

変へ
ん

ず　
　
　
　
　

烟
消
大
野
夕
陽
紅 

煙け
む
りは
消き

え　

大た
い

野や　

夕せ
き

陽よ
う

紅
く
れ
な
いな
り

獨
弾
孤
劍
看
東
北 

独ひ
と

り
孤こ

剣け
ん

を
弾だ
ん

じ
て　

東と
う

北ほ
く

を
看み

れ
ば

満
目
雲
山
接
越
中 
満ま
ん

目も
く

の
雲う
ん

山ざ
ん　

越え
っ

中ち
ゅ
うに
接せ
っ

す

【
語
註
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
所
収
「
美
濃
」
の
初
案
。
寛
政
九
年
三
月
二
十
八
日
の
作
と
さ
れ

て
お
り
、
起
句
の
「
地
勢
」
が
「
地
物
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

〔
土
風
〕
そ
の
地
方
の
風
俗
・
風
習
。〔
大
野
〕
広
大
な
野
原
。〔
満
目
〕
見
わ
た
す
か
ぎ
り
。〔
弾

孤
剣
〕一
振
り
の
剣
を
た
た
く
。『
史
記
』「
孟
嘗
君
列
伝
」
に
「
馮
先
生
甚
だ
貧
し
く
、
猶
お
一

剣
あ
る
の
み
。
…
…
。
其
の
剣
を
弾
じ
て
歌
い
て
曰
く
、
長
鋏
帰
来
ら
ん
か
。
食
ら
う
に
魚
無
し
、

と
。
…
…
」
と
あ
る
馮
驩
の
故
事
に
基
づ
き
、
貧
し
い
士
が
冨
や
地
位
を
求
め
る
こ
と
を
い
う
。

【
訳
】

　

地
勢
が
次
第
に
開
け
、
風
俗
が
変
わ
っ
て
き
た
。
靄も
や

が
晴
れ
て
、
大
き
な
平
野
に
真
っ

赤
な
夕
陽
が
落
ち
て
い
る
。
一
人
こ
の
一
振
り
の
剣
を
た
た
い
て
東
北
の
方
を
見
れ
ば
、

見
渡
す
か
ぎ
り
、
雲
の
か
か
っ
た
高
い
山
々
が
越
中
の
国
に
接
し
て
い
る
。

23　

望
岳　
　
　
　
　
　
　
　

岳が
く

を
望の
ぞ

む

狂
波
撼
地
〻
掀
翻 

狂
き
ょ
う

波は 

地ち

を
撼う
ご

か
し
地ち

は
掀き
ん

翻ぽ
ん

昔〻
日〻
腥〻
羶〻
侵〻
相〻
武〻 

昔せ
き

日じ
つ　

腥せ
い

羶せ
ん　

相そ
う

武ぶ

を
侵お

か

し

鎮
壓
長
憑
此
岳
存 

鎮ち
ん

圧あ
つ

長な
が

く
憑た
の

む 

此こ

の
岳が
く

の
存そ
ん

す
る
に

天〻
挑〻
茲斯

岳〻
代〻
籬〻
藩〻 

天て
ん　

斯こ

の
岳が

く

を
挑か

か

げ
て 

籬り

藩は
ん

に
代か

う

一
杖
會
當　

絶 

一い
ち

杖
じ
ょ
う　

会か
な
らず
当ま
さ

に
絶ぜ
っ

頂
ち
ょ
う　
　
　
　
　
　

 

ぐ
べ
し

吾〻
將〻
杖〻
屐〻
凌
其〻
項
（
頂
） 

吾わ
れ　

将ま
さ

に
杖

じ
ょ
う

屐げ
き

し
て
其そ

の
頂

い
た
だ
きを

凌し
の

が
ん
と

　

看　

海　

如　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

看み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

如ご
と 

俯
見〻
東
洋〻
大
若〻
盆 

俯ふ

し
て
見み

ん 

東と
う

洋よ
う 

大だ
い

な
る
こ
と
盆ぼ
ん

の
若ご

と

き
を

【
語
註
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
四
月
、
江
戸
遊
学

中
の
作
と
さ
れ
る
。

〔
掀
翻
〕
高
く
も
ち
あ
が
り
、
ひ
る
が
え
る
こ
と
。〔
腥
羶
〕
な
ま
ぐ
さ
い
こ
と
。
こ
こ
で
は
源
氏

と
北
条
氏
に
よ
る
血
な
ま
ぐ
さ
い
争
い
を
指
す
か
。〔
相
武
〕
相
州
と
武
州
。〔
籬
藩
〕
藩
籬
・
藩

屏
に
同
じ
。
垣
根
。
垣
。
防
備
の
た
め
の
囲
い
。 

守
護
す
る
も
の
。
特
に
、
王
家
を
守
護
す
る
も

の
。

【
訳
】

　

 

狂
っ
た
よ
う
に
襲
い
か
か
る
波
が
地
を
揺
ら
し
て
、
地
が
持
ち
上
が
り
、
暴
乱
の
平
定
は
長
い
間
こ
の
岳

　

か
つ
て
血
腥
さ
が
相
模
と
武
蔵
に
深
く
入
り
込
み
、
天
は
こ
の
岳
（
富
士
山
）
を
地
か 
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（
富
士
山
）
の
存
在
に
頼
っ
て
き
た
。　
　
　

  

一
本
の
杖
を
突
い
て
き
っ
と

ら
ほ
じ
く
り
出
し
て
囲
い
に
代
え
た
。
私
は
こ
れ
か
ら
杖
を
突
い
て
歩
い
て
そ
の
頂
上
に

立
ち
、
大
き
な
盆は
ち

の
よ
う
な
太
平
洋
を
見
た
い
も
の
だ
。

24　

題
黃
安
仙
人
圖　
　
　
　

黄こ
う

安あ
ん

仙せ
ん

人に
ん

図ず

に
題だ
い

す

一
萬
五
千
餘
歳
閒 
一い
ち

万ま
ん

五ご

千せ
ん

余よ

歳さ
い

の
間か
ん

敗
家
亡
國
幾
傍
觀 

家い
え

を
敗や
ぶ

り　

国く
に

を
こ
と　

幾い
く

傍ぼ
う

観か
ん

九
重
之
席
三
臺
坐 

九
き
ゅ
う

重ち
ょ
うの
席せ
き

も　

三さ
ん

台た
い

の
坐ざ

も

不
若
黃
安
龜
背
安 

黄こ
う

安あ
ん

の
亀き

背は
い

の
安や
す

き
に
若し

か
ず

【
語
註
】

〔
敗
家
亡
国
〕
家
や
国
を
亡
ぼ
す
。『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
不
仁
に
し
て
与
に
言
う
べ
く
ん
ば
則
ち

何
ぞ
国
を
亡
ぼ
し
、
家
を
敗
る
こ
と
之
有
ら
ん
や
」
と
あ
る
。〔
九
重
〕
天
子
。〔
三
台
坐
〕
三
公

の
地
位
の
意
。
三
公
は
、
大
尉
・
司
徒
・
司
空
。『
後
漢
書
』
劉
玄
伝
の
註
に
「
三
公
は
天
に
在
っ

て
は
三
台
た
り
」
と
あ
る
。〔
黄
安
〕
中
国
前
漢
の
武
帝
時
代
（
前
一
四
〇
～
前
八
七
）
の
仙
人
。

三
尺
の
亀
の
背
に
乗
っ
て
お
り
、
そ
の
亀
は
二
千
年
に
一
度
首
を
出
す
と
い
い
、
黄
安
は
そ
れ
を
五

回
見
た
と
い
う
（
『
洞
冥
記
』
）
。

【
訳
】

　

一
万
五
千
年
余
り
の
歳
月
の
間
、
敗
亡
し
た
家
や
国
を
ど
れ
ほ
ど
そ
ば
で
見
て
き
た

だ
ろ
う
か
。
天
子
の
席
も
三
公
の
座
も
黄
安
仙
人
が
乗
る
亀
の
背
中
の
安
ら
か
さ
に
は

及
ぶ
ま
い
。

【
注
】
こ
の
詩
は
、
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
の
作
と
さ
れ
る
。

25　

閨
情
傚
陸
渭
南　
　
　
　

閨け
い

情じ
ょ
う。
陸り
く

渭い

南な
ん

に
傚な
ら

う

繡
罷
蛾
眉
重
於
山 

繍し
ゅ
うし
罷お
わ

り
て  

蛾が

眉ひ 

山や
ま

よ
り
重お
も

く

亂
雲
不
收
雙
髻
鬟 

乱ら
ん

雲う
ん　

収お
さ

ま
ら
ず　

双そ
う

髻け
い

鬟か
ん

斜
倚
薫
爐
坐
至
晩 

斜な
な

め
に
薫く
ん

爐ろ

に
倚よ

り　

坐ざ

し
て
晩ば
ん

に
至い
た

り

聞
盡
遠
鐘
逗
花
間 

聞き

き
尽つ

く
す　

遠え
ん

鐘
し
ょ
う　

花か

間か
ん

に
逗と
ど

ま
る
を

脈
匕
（
々
）

芳
心
向
誰
語 

脈
み
ゃ
く

々み
ゃ
くた
る　

芳ほ
う

心し
ん　

誰た
れ

に
向む

か
い
て
語か
た

ら
ん

勾
欄
獨
有
新
月
覰 

勾こ
う

欄ら
ん　

独ひ
と

り
新し
ん

月げ
つ

の
覰

う
か
がう
有あ

り

亡
賴
膝
上
小
貍
奴 

亡ぶ

賴ら
い　

膝し
つ

上じ
ょ
うの
小
し
ょ
う

貍り

奴ど

梅
花
窗
前
呼
匹
厺 

梅ば
い

花か

窓そ
う

前ぜ
ん

に
匹ひ
つ

を
呼よ

び
て
去さ

る

（
朱
書
）
六
如
遺
響　
　
　

六り
く

如に
ょ

の
遺い

響き
ょ
うな
り
。

【
語
注
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
所
収
「
閨
情
傚
陸
渭
南
」
の
初
案
。
享
和
三
年
の
作
と
さ
れ
る
。

〔
閨
情
〕
思
う
人
を
待
つ
女
性
の
思
い
を
詠
じ
る
。
〔
陸
渭
南
〕
中
国
南
宋
の
文
人
陸
游

（
一
一
二
五
～
一
二
一
〇
）
。
陸
游
は
山
陰
（
浙
江
省
）
の
人
で
、
。
字
は
務
観
。
放
翁
と
号
し
た
。

南
宋
第
一
の
詩
人
と
し
て
、
北
宋
の
蘇
東
坡
（
蘇
軾
）
と
並
び
称
さ
れ
る
。
著
作
に
「
剣
南
詩
稿
」

「
放
翁
詞
」「
渭
南
文
集
」
な
ど
が
あ
る
。〔
蛾
眉
重
於
山
〕
瞼
が
重
く
、
眠
く
な
る
こ
と
を
言
う

か
。
宋
の
僧
有
規
の
詩
に
「
書
を
読
み
て
已
に
覚
ゆ　

眉
稜
重
き
を
」
と
あ
る
。〔
亂
雲
〕
女
性
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の
乱
れ
た
髪
の
喩
え
。〔
髻
鬟
〕
束
ね
て
輪
に
し
た
髪
。〔
斜
倚
〕
身
を
も
た
せ
か
け
る
。
白
居
易

「
後
宮
詞
」
に
「
紅
顔
未
だ
老
い
ざ
る
に
恩
先ま

ず
断た

え　

斜
め
に
薫く
ん

籠ろ
う

に
倚
り
て
坐
し
て
明
に
至

る
」
と
あ
る
。〔
薫
爐
〕
香
炉
。〔
脈
匕
〕
こ
の
句
、『
詩
集
』
で
は
「
脈
脈
芳
心
向
誰
語
」
に
作
る

の
で
、「
匕
」
は
「
々
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。「
脈
脈
」
は
思
い
を
胸
に
秘
め
る
さ
ま
。〔
芳
心
〕
美

人
の
心
。〔
勾
欄
〕
手
す
り
。
妓
楼
。〔
小
貍
奴
〕
猫
の
雅
称
。
陸
游
の
「
贈
猫
」
に
、「
塩
を
裹つ
つ

み

て
迎
え
得
た
り　

小
貍
奴
」
と
あ
る
。〔
亡
頼
〕「
無
頼
」
に
同
じ
。
も
の
を
憎
み
の
の
し
る
語
。

【
訳
】

　

化
粧
し
て
美
し
い
眉
を
引
き
終
わ
る
と
、
そ
の
眉
は
山
よ
り
も
重
く
、
二
つ
並
ん
だ

丸
ま
げ
は
乱
れ
て
お
さ
ま
り
が
つ
か
な
い
。
香
炉
に
凭
れ
て
座
っ
て
い
る
う
ち
に
晩ば
ん

に
な

り
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
鐘
の
音
が
花
の
あ
た
り
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
聞
き
入
っ
て

い
る
。

　

胸
に
秘
め
た
美
人
の
思
い
を
誰
に
向
か
っ
て
語
る
の
か
。
手
す
り
か
ら
は
新
月
だ
け

が
中
を
伺
う
よ
う
に
空
に
あ
る
の
が
見
え
る
。
膝
の
上
の
猫
め
、
お
ま
え
も
梅
の
花
が

咲
く
窓
辺
に
連
れ
合
い
を
呼
ん
で
去
っ
て
い
く
の
か
。

（
朱
書
）
六
如
（
明
代
中
期
の
文
人
で
、
画
家
と
し
て
有
名
な
唐
寅
（
一
四
七
〇
～
一
五
二
三
）
の

号
）
が
遺
し
た
詩
の
趣
に
通
じ
る
。

26　

雨
歇　
　
　
　
　
　

雨あ
め

歇や

む

窻
前
雨
聲
歇 

窓そ
う

前ぜ
ん　

雨う

声せ
い　

歇や

み

初
日
在
楣
閒 

初し
ょ

日じ
つ　

楣び

間か
ん

に
在あ

り

高
士
春
眠
覺 

高こ
う

士し　

春
し
ゅ
ん

眠み
ん

覚さ

め

開
軒
見
遠
山 

軒ま
ど

を
開ひ
ら

き
て　

遠え
ん

山ざ
ん

を
見み

る

【
語
注
】

〔
楣
〕
の
き
。
ひ
さ
し
。〔
春
眠
〕
春
の
夜
の
快
い
眠
り
。
春
の
眠
り
。

【
訳
】

　

窓
の
前
で
は
雨
が
や
み
、
庇
ひ
さ
しの
あ
た
り
に
朝
日
が
見
え
る
。
高
潔
な
隠
士
は
春
の
心

地
よ
い
眠
り
か
ら
目
覚
め
、
窓
を
開
け
て
遠
く
の
山
を
眺
め
て
い
る
。

【
注
】
24
・
25
・
26
は
、
い
ず
れ
も
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
に
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
、
二
十
四
歳
の
作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

27　

江
戸
所
見　
　
　
　
　
　

 

江え

戸ど

所し
ょ

見け
ん

満
街
盡
着
罽
氈
衣 

満ま
ん

街が
い

尽
こ
と
ご
とく
着
ち
ゃ
くす 

罽け
い

氈せ
ん

の
衣い

四
十
八
團
半
出
旂 

四し

十
じ
ゅ
う

八は
ち

団だ
ん 

半な
か

ば
旂は
た

を
出い
だ

す　

萬
衆
傳
呼
郎
騎
至 

万ば
ん

衆
し
ゅ
う　

伝つ
た

え
呼よ

べ
ば　

郎ろ
う  

騎き

し
て
至い
た

り

 
反
（
左
）
簷
一
笠
破
群
飛 

左さ

簷え
ん　

一い
ち

笠
り
ゅ
う 

群む
れ

を
破や
ぶ

っ
て
飛と

ぶ

【
語
注
】

〔
四
十
八
團
〕
江
戸
時
代
の
町
方
の
消
防
組
織
「
い
ろ
は
四
十
八
組
」
の
こ
と
。〔
罽
氈
衣
〕
火
事

装
束
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
革
羽
織
の
こ
と
。
罽
氈
は
毛
織
物
。〔
旂
〕
旗
に
同
じ
。〔
萬
衆
〕
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多
く
の
人
。
有
衆
。
衆
庶
。　
〔
反
簷
〕「
左
」
の
誤
写
か
。『
詩
集
』
は
「
左
」
に
作
る
。〔
笠
〕

火
事
装
束
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
陣
笠
を
指
す
か
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
で
は
「
春
夜
家
君
為
仲
父
大
人
説
江
戸
防
火
状

態
。
某
侍
聴
。
詩
以
記
之
」
の
題
で
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
作
と
し
て
収
録
。
そ
の
注
に
は
、

「
『
山
陽
詩
鈔
』
ニ
ハ
「
江
戸
所
見
」
ト
改
題
シ
、
江
戸
游
学
中
ノ
作
ニ
列
セ
リ
。
」
と
あ
る
が
、

現
行
の
『
山
陽
詩
鈔
』
に
は
こ
の
詩
は
見
え
な
い
。

【
訳
】

　

街
中
至
る
所
で
革
羽
織
を
ま
と
い
、
四
十
八
組
の
内
、
半
分
は
旗
を
掲
げ
て
い
る
。

人
々
が
触
れ
回
る
と
、
男
た
ち
は
馬
に
乗
っ
て
駆
け
付
け
、
左
の
庇
あ
た
り
で
陣
笠
を
か

ぶ
っ
た
一
人
が
群
れ
の
中
か
ら
跳
び
上
が
っ
た
。

28　

赴
竹
原
舟
中
作
二
首　
　
　
　

竹た
け

原は
ら

に
赴
お
も
むく
舟
し
ゅ
う

中ち
ゅ
うの
作さ
く

、
二に

首し
ゅ

（
１
）

波
聲
喧
枕
底 

波は

声せ
い　

枕ち
ん

底せ
い

に
喧
か
ま
び
すし
く

舟
子
夜
相
呼 

舟
し
ゅ
う

子し　

夜よ
る

相あ
い

呼よ

ぶ

獨
揭
篷
窗
望 

独ひ
と

り
篷ほ
う

窓そ
う

を
掲か
か

げ
て
望の
ぞ

め
ば　

江
天
落
月
孤 

江こ
う

天て
ん　

落ら
く

月げ
つ

孤こ

な
り

　
【
語
注
】

〔
舟
子
〕
船
頭
。
水
夫
。〔
篷
窓
〕
と
ま
ぶ
き
の
小
舟
の
窓
。〔
江
天
〕
川
に
接
し
、
そ
の
上
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
空
。

【
訳
】

　

枕
の
下
で
は
波
の
音
が
喧
し
く
、
船
頭
た
ち
は
夜
の
間
、
大
き
な
声
で
呼
び
合
っ
て
い

る
。一
人
と
ま
ぶ
き
の
小
舟
の
窓
か
ら
篷と
ま

を
上
げ
て
遠
く
を
望
む
と
、
空
に
は
西
に
傾
く

月
が
ぽ
つ
ん
と
一
つ
見
え
る
。

（
２
）

數
尺
船
窗
裡 

数す
う

尺
し
ゃ
く　

船せ
ん

窓そ
う

の
裡う
ち

靑
山
次
第
生 

青せ
い

山ざ
ん　

次し

第だ
い

に
生
し
ょ
うず

頻
呼
三
老
去 

頻し
き

り
に
三さ
ん

老ろ
う

を
呼よ

び
て
去さ

り

指
點
問
山
名 

指し

点て
ん

し
て
山や
ま

の
名な

を
問と

う

【
語
注
】

〔
青
山
〕
樹
木
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
山
。〔
指
点
〕
指
で
さ
し
示
す
こ
と
。 

指
示
す
る
こ
と
。

【
訳
】

　

数
尺
あ
る
船
窓
か
ら
は
、
青
々
と
樹
木
が
茂
っ
た
山
が
次
々
と
見
え
て
き
た
。
し
き

り
に
長
老
た
ち
に
声
を
か
け
、
指
さ
し
て
は
山
の
名
を
問
う
て
い
る
。

【
注
】
こ
の
詩
は
、『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
四
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
八
月
二
十
六
日
の

作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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29　

奉
盈
楼
陪
飲
菅
先
生
及
家
君
。
席
上
分
得
眼
字
。
二
十
二
韻
。

　
　
　
　

奉ほ
う

盈え
い

楼ろ
う

に
て
菅か
ん

先せ
ん

生せ
い

及
お
よ
び

家か

君く
ん

に
陪ば
い

飲い
ん

す
。
席せ
き

上
じ
ょ
う

眼が
ん

字じ

を
分わ
か

ち
得え

た
り
。

　
　
　
　

二に

十
じ
ゅ
う

二に

韻い
ん

。

木
氏
家
累
千
金
産 

木も
く

氏し

の
家か

累る
い　

千せ
ん

金き
ん

の
産さ
ん

千
槽
醸
酒
〻
甚
醆 

千せ
ん

槽そ
う

の
醸
じ
ょ
う

酒し
ゅ　

酒さ
け 

甚じ
ん

醆さ
ん

新
築
高
樓
對

 
新あ
ら

た
に
高こ
う

楼ろ
う

を
築き
ず

い
て
け
ん
さ
ん
に
対た
い

し

楼
頭
會
客
頻
折
簡 

楼ろ
う

頭と
う　

客き
ゃ
くを
会か
い

し
て　

頻し
き

り
に
簡か
ん

を
折お

る

琥
珀
光
溢
紅
螺

 

琥こ

珀は
く

の
光
ひ
か
り

溢み

つ　

紅こ
う

螺ら

の
さ
ん

棘
鬛
之
魚
厨
人

 

棘
き
ょ
く

鬛り
ょ
うの
魚う
お　

厨
ち
ゅ
う

人じ
ん

の

滿
樓
賓
客
相
見
筦 

満ま
ん

楼ろ
う

の
賓ひ
ん

客
き
ゃ
く　

相そ
う

見け
ん

の
筦か

ん

逸
趣
真
如
鷙
鳥

 

逸い
っ

趣し
ゅ　

真ま
こ
とに
鷙し

鳥ち
ょ
うの
せ
ん
な
る
が
如ご
と

し

今
日
會
此
一
時
撰 

今こ
ん

日に
ち　

此こ
こ

に
会か
い

す
る
は
一い
ち

時じ

の
撰さ
ん

劣
才
豈
如
群
羊
羼 

劣れ
っ

才さ
い　

豈あ

に
群ぐ
ん

羊よ
う

の
羼む

ら

が
る
に
如し

か
ら
ん
や

後
備
高
人
其
目
□ 

（　

未　

詳　

）

瞿
（
矍
）鑠
之
容
琵（
瑟
）兮
僩 

矍か
く

鑠し
ゃ
くの
容よ
う  

瑟し
つ

に
し
て
僩か
ん

吁
我
父
子
如
車

 

吁あ
あ　

我わ

が
父ふ

子し 

車し
ゃ

の
如ご
と

し

病
骨
日
隆
詩
骨
剗 

病
び
ょ
う

骨こ
つ　

日ひ
び

に
隆た
か

く　

詩し

骨こ
つ

は
剗さ

ん

た
り

險
韵
至
手
不
容
揀 

険け
ん

韻い
ん　

手て

に
至い
た

り 

揀え
ら

ぶ
容べ

か
ら
ず

燈
下
苦
吟
摩
病
眼 

灯と
う

下か

の
苦く

吟ぎ
ん　

病
び
ょ
う

眼が
ん

を
摩ま

す

此
行
禁
憪 

此こ

の
行こ
う　

憪か
ん

宿し
ゅ
くの
好こ
う

を
禁
ず
れ
ば

宿
好
譬
之
苦
負

 

之こ
れ

を
負ふ

は
ん

に
苦く
る

し
む
に
譬た
と

う

酔
語
不
倫
奚
須
報
（
赧
） 

酔す
い

語ご　

不ふ

倫り
ん

に
し
て　

奚な

ん
ぞ
赧は

ず
る
を
須も
ち

い
ん
。

邂
逅
相
逢
樂
何
限 

邂か
い

逅こ
う 

相あ
い

逢あ

う
て　

楽た
の

し
み　

何な
ん

の
限か
ぎ

り
ぞ

歸
輿
将
渉
山

々 

帰き

輿よ　

将ま
さ

に
渉わ
た

ら
ん
と
し
て
山や
ま
さ
ん

々さ
ん

衰
柳
願
煩
諸
君
綰 

衰す
い

柳
り
ゅ
う　

願ね
が

わ
く
は　

諸し
ょ

君く
ん

の
綰た
く

を
煩
わ
ず
らわ
さ
ん

（
欄
外
）

　

当
日
情
境
一
〻
在 

当と
う

日じ
つ

の
状
じ
ょ
う

境
き
ょ
う

一い
ち

々い
ち

目め

に
在あ

り
。

　

目
、
近
日
詩
大
声 

近き
ん

日じ
つ

の
詩し

、
大た
い

声せ
い

壮そ
う

語ご

　

壮
語
、
少
此
實
際 

此こ

の
実じ
っ

際さ
い

少す
く

な
し
。

【
語
注
】

〔
席
上
分
得
眼
字
〕
そ
の
場
で
韻
字
を
分
け
合
っ
て
「
眼
」
の
字
を
得
た
、
の
意
。
詩
の
韻
字
を

割
り
当
て
ら
れ
、「
眼
」
の
字
及
び
そ
れ
と
同
じ
韻
目
（
平
水
韻
で
上
声
十
五
潸
）
に
属
す
る
字

を
用
い
て
作
詩
す
る
こ
と
を
言
う
。〔
木
氏
〕
竹
原
の
商
人
正
木
氏
。〔
家
累
〕
家
に
あ
る
財
産
。

〔
醆
〕
さ
か
ず
き
。
小
さ
な
杯
。
甚
醆
の
「
甚
」
は
数
や
量
が
多
い
の
意
か
。〔

〕「

」

に
同
じ
。
山
の
屈
曲
し
て
い
る
さ
ま
。〔
折
簡
〕
紙
を
切
っ
て
手
紙
を
書
く
。
こ
こ
は
漢
詩
を
作
っ

て
書
く
こ
と
を
指
す
。〔
紅
螺
〕
あ
か
に
し
の
貝
殻
で
作
っ
た
さ
か
ず
き
。
転
じ
て
、
さ
か
ず
き
。

〔

〕
小
さ
い
玉
製
の
さ
か
ず
き
。〔
棘
鬛
之
魚
〕
鯛
の
こ
と
。〔

〕
さ
し
ぐ
し
。
肉
を
焼
く
時
に

突
き
刺
す
道
具
。〔
鷙
鳥
〕『
詩
集
』
は
「

」
と
す
る
が
「
鷙
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。「
鷙
鳥
」
は

猛
々
し
い
鳥
。
荒
い
鳥
。〔

〕
は
や
く
飛
ぶ
さ
ま
。〔
撰
〕
天
地
自
然
の
法
則
。〔
琵
兮
僩
〕
正
し

く
は
「
瑟
兮
僩
」
。
外
貌
は
威
厳
が
あ
り
、
内
心
は
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
さ
ま
。『
詩
経
』
衛
風
・

淇き

奥い
く

に
衛
の
武
公
の
徳
を
ほ
め
て
「
瑟
た
り
僩
た
り
」
と
あ
る
。〔
車

〕
ね
ぐ
る
ま
。
寝
台
車
。

「

車
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
押
韻
の
関
係
で
転
倒
し
た
も
の
。〔
剗
〕
削
る
。
平
ら
に
す
る
。



— 35 —

「山陽先生詩稿」訳注（二）（花本）

〔
険
韻
〕
そ
の
韻
に
含
ま
れ
る
字
が
少
な
く
て
、
そ
れ
を
用
い
て
漢
詩
を
つ
く
る
の
が
む
ず
か
し

い
韻
目
。
難
韻
。
上
声
十
五
潸
も
そ
の
一
つ
。〔
揀
〕
選
ぶ
。
よ
り
分
け
て
選
び
出
す
。〔
憪
〕
楽
し

む
。〔
負

〕
重
い
物
を
背
負
う
こ
と
。『
論
語
』
郷
党
篇
に
「
負
版
の
者
に
式
す
」
と
あ
り
、「
負

版
」
で
戸
籍
台
帳
を
背
負
う
意
で
あ
る
が
、
柳
宗
元
の
「

伝
」
は
、
重
い
物
を
好
ん
で
背
負

う
虫
を

と
呼
ん
で
い
る
。『
詩
集
』
は
「

」
を
「
蝦
」
に
改
め
て
い
る
が
、
韻
が
合
わ
な
い
。

〔
酔
語
〕
酔
言
。
酔
っ
た
上
で
の
た
わ
ご
と
。
酔
っ
て
い
る
よ
う
な
た
わ
む
れ
の
こ
と
ば
。〔

〕

に
同
じ
。
山
の
険
し
い
さ
ま
。〔
綰
〕
曲
げ
て
輪
に
す
る
の
が
原
義
だ
が
、
こ
こ
で
は
旅
立
つ
人

に
柳
を
手
折
っ
て
渡
す
動
作
を
指
す
か
。

【
訳
】

　

正
木
氏
の
家
産
は
巨
万
の
富
。
千
を
数
え
る
樽
で
醸
さ
れ
る
酒
は
ど
れ
ほ
ど
の
杯
数

に
な
る
こ
と
か
。
新
築
さ
れ
た
奉
盈
楼
は
屈
曲
し
た
山
に
面
し
、
楼
の
上
で
は
客
が
集

ま
っ
て
小
さ
な
紙
に
頻
り
に
何
か
書
い
て
い
る
。
杯
の
中
は
琥
珀
色
の
酒
で
満
ち
て
お

り
、
厨
房
で
は
料
理
人
が
鯛
を
串
焼
き
に
し
て
い
る
。
楼
に
集
ま
っ
た
大
勢
の
賓
客
は
向

か
い
合
っ
て
笛
の
音
を
聴
き
、
世
俗
を
脱
し
た
趣
は
、
ま
さ
に
猛
々
し
い
鳥
が
飛
ぶ
か
の

よ
う
で
あ
る
。

　

今
日
こ
こ
に
参
集
し
て
い
る
の
は
ひ
と
時
の
偶
然
だ
が
、
私
の
よ
う
な
劣
才
は
羊
の

群
れ
に
も
及
ば
な
い
。　
（　

未　

詳　

）　

矍か
く

鑠し
ゃ
くと
し
た
あ
り
さ
ま
は
、
威
厳
が
あ
っ
て
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
。

　

あ
あ
、
私
た
ち
父
子
は
寝
車
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
病
は
進
み
、
詩
の
風
格

も
無
い
よ
う
な
も
の
。
難
し
い
韻
に
当
っ
て
、
語
を
選
ぶ
余
地
が
な
く
、
灯
の
下
で
疲
れ

た
目
を
こ
す
り
な
が
ら
苦
吟
し
て
い
る
。

　

今
回
の
旅
行
は
ゆ
っ
た
り
と
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ず
、
重
い
物
を
背
負
う
苦
し
み
に

も
似
て
い
る
が
、
酒
に
酔
っ
た
言
葉
は
な
か
な
か
他
に
な
い
も
の
で
、
恥
じ
る
こ
と
は
な

い
。
思
い
が
け
な
い
出
会
い
の
楽
し
み
に
ど
う
し
て
限
り
が
あ
ろ
う
か
。
帰
り
の
駕
籠

は
こ
れ
か
ら
険
し
い
山
を
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
願
わ
く
は
、
皆
さ
ん
に
は
枯
れ
か

か
っ
た
柳
を
手
折
っ
て
見
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
。

（
欄
外
）

　

当
日
の
情
景
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
今
も
目
に
浮
か
ん
で
く
る
。
最
近
の
詩
は
大
言
壮
語
が
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
描
写
が
少
な
い
。

【
注
】
こ
の
詩
は
、『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
四
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
九
月
二
十
一
日
の

作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
頼
山
陽
全
書　

全
伝　

上
巻
』
文
化
二
年
九
月
二
十
日
に
「
茶

山
等
と
共
に
、
正
木
家
を
訪
ひ
、
席
上
「
奉
盈
楼
記
」
、
及
び
七
古
の
作
あ
り
」
と
あ
る
。

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

前
号
（
『
研
究
紀
要
』
第
24
号
）
掲
載
の
「
山
陽
先
生
詩
稿　

訳
注
（
一
）
」
の
本
文
中
に
左
記

の
と
お
り
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　
〔
該
当
箇
所
〕　
　
　
　
　
　
　

 

〔
誤
〕　
　
　
　
　
　
　
〔
正
〕

〇
Ｐ
118　

下
段
８
行
目　
　
　
　

黒
波
を
蹴
り　

→　
　

黒
波
を
蹴
蹋
し
て

〇
Ｐ
118　

下
段
11
行
目　
　
　
　

妖
氣　
　
　
　

→　
　

妖
氛
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広島県立歴史博物館研究紀要第25号

（1）

当館所蔵の木之庄焼窯跡表採資料について

尾崎　光伸

はじめにはじめに

　木之庄焼は,19世紀前半頃,現在の広島県福山市木之庄町と北吉津町にあった窯で生産された陶

磁器である。窯跡周辺は宅地化が進み,現在では窯跡の位置を特定することは困難だが,昭和45年

（1970）には発掘調査が行われ,報告書も刊行されている。しかし,近世陶磁器窯跡の発掘調査や調

査研究がさほど進んでいない頃のものでもあり,その内容は現在の研究状況から見ると決して十分

なものとは言えない。そのためか,木之庄焼窯跡でどのような器が生産されたのかあまり取り上げ

られることがなく,その歴史的な意義についての考察も十分と言えない状況である。

　そこで,本稿では,当館が所蔵する木之庄焼窯跡からの表採資料について報告する中で,木之庄焼

の実態の一部を紹介し,19世紀前半の福山藩内の陶磁器生産の様相について,若干の考察を加えて

みたい。

1　木之庄焼を巡る研究史1　木之庄焼を巡る研究史

　木之庄焼の研究は,保命酒徳利の研究が中心となって進められてきた。保命酒は,江戸時代に鞆

（現在の福山市鞆町）で生産,販売されていた薬酒で,その容器は,当初は備前焼が使用されていた

第１図　木之庄焼窯跡位置図（1：50,000）
１　木之庄焼窯跡　　２　福山城本丸　　３　岩谷焼皿山窯跡
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（2）

が,19世紀前半に福山藩の国産奨励策に伴っていくつかの窯が成立し,藩内で保命酒徳利を生産する

体制が確立した。木之庄焼窯跡は,こうした窯の一つとして位置付けられ,研究が進められてきた。

　保命酒徳利に焦点を当てた研究は,昭和12年（1937）の桑田勝三氏の論考（1）に見られる。この論

文の中で,桑田氏は『中村家日記』の記述を引用しながら,慶応〜明治20年頃まで操業された「鞆皿

山」以前の状況として,当時,備後南部にあった「府中皿山」（同論文の別箇所では「土生窯」）,「洞仙焼

窯」,「木之庄皿山」,「岩谷皿山」の4か所の窯を取上げている。この中で,「木之庄皿山」については,

中村家所蔵史料から天保10年（1839）の記事に「木之庄焼」（2）という名称が見えることや,「木之庄皿

山」の築窯年代について,「府中土生の皿山よりは後れ岩谷皿山より早く築窯された」とし,安政2年

（1855）に「福山藩砲術師の前田藤九郎が砲を鋳た鋳物場となって廃窯された」ことを紹介している。

また,製品については「陶器許りで磁器はなく,窯趾からは伊部まがひの名酒徳利」を採集したこと

が記されている。桑田氏が「府中皿山」から「木之庄皿山」,「岩谷皿山」へと変遷したと考えた根拠は

示されていないが,廃窯に至る経緯や,製品についての情報が整理されており,その後の研究の基礎

となった。

　桑田氏の研究をさらに深化させたのは,村上正名氏である。村上氏は,木之庄焼窯跡で採集され

る陶片から,「菊型の押し文を張りつけたかめの類から,こねばち,すりばち,つぼなど」の日常雑器

が中心であること,素焼きで備前に似てよく焼きしまっていること,釉薬は,「鉄ゆう（釉）あめぐす

り」のものが多く見られること,「赤い胎土に白土をぬった白撫角徳利の破片」が出土していること

を指摘（3）し,徳利以外の日常雑器が生産されていたことを明らかにした。また,桑田氏が不明とし

た開窯時期については,『中村家文書』の記述から,天保初年頃（天保年間は1830〜44）と推測した。

　その後,村上氏は木之庄焼窯跡の発掘調査にも携わっている（4）。昭和45年（1970）,宅地開発に伴

う発掘調査では,連房式登窯と見られる遺構や灰原が確認されているが,限られた期間で行われた

トレンチ調査のため,詳細は不明な点が多い。ただ,代表的な器種の実測図が掲載されており,木之

庄焼の実態をうかがい知ることができ,貴重な成果として注目される（5）。

　また,村上氏は,『世界陶磁全集』（6）や『日本やきもの集成』（7）などでも,徳利を中心に木之庄焼につ

いて紹介しており,木之庄焼の名を広めた。

　鐘尾光世氏は,「木の庄山吉ツ」の線刻がある個人所有の木之庄焼徳利の報告（8）を行っている。こ

の資料は,木之庄焼窯跡がある木之庄と吉津の地名が記されている。この報告では実測図が掲載さ

れ,調整等も詳しく記述されており,木之庄焼徳利の基準資料の一つとして位置付けられる。

　乗岡実氏は,近世備前焼の徳利の研究を行っており（9）,その中で木之庄焼の徳利を取り上げてい

る。備前焼は,中世から江戸時代にかけて全国流通する中で,各地で備前焼に似せた陶器が生産さ

れるようになる。こうした陶器の一つとして鞆皿山焼とともに木之庄焼が取上げられ,備前焼との

比較から年代的な位置付けも行われている。

2　所蔵資料の概要2　所蔵資料の概要

　当館には,木之庄焼窯跡からの表採とされる資料が,個人から寄贈されている。そのうち,本稿では,

村上正名氏寄贈資料と桑田春夫氏寄贈資料のうち,第2〜4図で実測可能なものを中心に紹介する。

　1〜17は徳利である。このうち,1〜4,9〜11は胴部に条線文が施され,体部下半は底部に向かって
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すぼまっており,条線文腰折形と呼ばれるものである。また,12〜17は体部を窪ませて,型押し成形

で薄板状にした福禄寿像などを貼り付けた,いわゆる人形徳利である。

　徳利の頸部は,口縁端部に向かって直線状に延びるもの（1）もあるが,その他はやや外反しながら

立ち上がっている。口縁端部はいずれも肥厚させており,8は外反する口縁部に粘土紐を貼り付け

て玉縁状にしている状況が確認できる。1は,頸部と条線文部分との境をわずかに突出させおり,ま

た2・3に比べてなで肩である。9〜11は胴部下半から底部の部分で,胴部の条線文の下端から底部

に向けて屈曲するもの（9・11）とあまり屈曲しないもの（10）がある。条線文より下は横位の削りの

後ナデを施している。底部の切り離し技法は不明だが,ロクロの回転を利用したケズリを施してい

る。底部外面には砂が付着しており,9・11には輪状の目跡が残っている。9の底部には径1.3㎝の

「〇」の刻印がある。

　条線文は1〜4・9・10は密に施されているが,12は間隔をあけてやや幅広の条線を施している。

12のような条線の施し方は,研究史で触れた「木の庄山吉ツ」の線刻がある徳利（10）と同じである。

徳利については,いずれも無釉の部分は暗褐色で,胎土は砂粒をほとんど含まず精緻で,焼成は堅緻

で,これまで研究者が指摘しているように外見上は備前焼に似ている。

　18〜20は水屋甕である。肩部には条線文が施され,短く立ち上がる頸部と,外側に拡張した口縁

部が特徴である。20には菊形文が貼り付けられている。無釉の部分は暗褐色で,胎土は砂粒をほと

んど含まず精緻で,外見上は備前焼に似ている。

　21〜23は擂鉢である。無釉で,外面に3条の突帯があるものと,玉縁状の1条の突帯があるものが

ある。口径は,21が28.0㎝,23が29.0㎝で,22は歪みが大きく口径は不明である。21は擂目よりも

上部が外反している。いずれも擂目は凹部が幅広で,密に施されており,上端はナデで揃えられて

いる。内外面とも無釉である。

　ところで,当館所蔵資料には擂鉢の底部がないため,昭和45年（1970）の発掘調査で出土した資料

の中から,参考資料として提示したものが第５図である（11）。底部は平底である。内面の摺目は体部

と底部を一筋で摺目を入れておらず,体部に密に施した後に,底部に摺目を入れている。底部の摺

目は,中央に向けて密に施しており,上から見ると摺目が放射状になっているのが特徴である。

　24・25は高台付きの碗である。24は高台部分は露胎でそれ以外の部分は白釉である。ただ,露胎

部は褐色に着色している可能性もある。25は高台部分は露胎で,それ以外の部分に褐釉である。25

は見込に3か所の目跡が確認できる。

　26・27は水指であろうか。26は外面が灰釉,内面は透明釉,27は外面は褐色釉と見られ,一部黒

色釉が流れたようになっている。27の外底面には「三木［　　」と文字が書かれている。発掘調査時

に出土した遺物には,「三木平左衛門」と刻まれたものが出土しており（12）,当資料も同じであろう。

　28は素焼きで,この後に施釉,本焼成が行われると考えられる。内面が無釉であるならば,器形か

ら考えて火入か香炉であろう。高台は削り出しで,内面には幅7〜8㎝の輪状の焼台跡が残っている。

　29は灯明台である。下の受皿部の外面と底部は露胎でその他には透明釉が掛けられている。底

部は回転糸切り痕が残る。30は蓋で,内面に白色釉,外面は露胎である。天井部は回転を利用した

ケズリが施されている。

　31〜34は鉢で,高台付きのものと平底のものがある。31は高台付近が露胎で,それ以外の外面及

び内面全域に透明釉が掛けられている。見込には5か所の目跡が残っている。32も釉の範囲や見込

（4）
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（6）

の目跡の数は31と同様だが,素焼き後に釉掛けしたまま状態で,本焼成前に廃棄されたものと考え

られる。33は無釉で,見込には径6㎝程度の円形の焼台跡が残っている。小型のためここでは鉢と

したが,窯道具のさや鉢の可能性もある。34は,内面に透明釉,外面は無釉で,底面は回転を利用し

たケズリの痕跡があり,砂が付着している。

　35・36は植木鉢であろうか。35は外面全域及び内面の口縁部付近に透明釉が掛かる中で,ところ

どころ斑状に黒みがかった褐色に発色した部分も見られる。内外面とも凹凸が著しく,粘土紐巻き

上げによる整形の痕跡が強く残っていると見られる。36は内外面とも高台付近は露胎で,体部には

緑がかった褐色釉が掛けられている。

　37〜43は甕である。37は,外面全面と内面の口縁部付近に褐色の釉が掛けられている。38は内外

面に透明釉が掛けられ,外面には白釉の部分が斑状に残っている。39は,内面と底部は露胎,外面は

褐色釉でところどころ黒釉の部分が斑状に見られる。底部には外面の外周及び内面に砂が付着し

ている。底部端は,ほぼ全周に打ち欠いたような痕跡が残っており,焼台などに融着したため,叩い

てはずした際の痕跡と見られる。40は底部内面に胎土目が３か所残っている。復元すれば5〜6か

所に粘土の塊を置いて,重ね焼きしたと考えられる。底部は露胎,内外面に褐色の釉が掛けられ,外

面の釉掛け部分の下端は釉が溜まり,褐色の度合いが強くなっている。41は,外面は褐色,内面は黄

白色から褐色の釉が掛けられている。内面底部には３か所の目跡があり,復元すれば4〜5か所の脚

付の焼台を置いて重ね焼きをしている。底部外面には,幅1.5〜1.7㎝の輪状の痕跡が残っており,

焼台の上に載せてあったものと考えられる。42は外面底部は露胎で,内面は透明釉,外面は褐釉が

施されている。43は内外面とも無釉で,素焼き段階のものかもしれない。底部内面に幅約0.5㎝,径

約11㎝の輪状の目跡が残る。

3　各器種の特徴と系譜3　各器種の特徴と系譜

(1)　徳利(1)　徳利

　木之庄焼窯跡から採集された徳利は,条線文腰折形と人形徳利がある。また,図化していない小

片に,白色釉を掛けた「白撫角徳利」も見られる。

　このうち,条線文腰折形徳利と人形徳利については,従来から指摘されているとおり,備前焼の影

響の元に生産されたと考えられる。色調や焼成の具合も備前焼に似ており,内外面又はそのどちら

かに透明釉を掛けたような光沢があるものがあり,これは鉄分の多い土を塗って焼く「塗り土」（13）と

呼ばれるものと考えられ,江戸時代の備前焼に見られる技法である。保命酒徳利は,当初は備前焼

が使われ,その代替,補完を目的に福山藩内で徳利の生産が始まっており,木之庄焼も備前焼を手本

に徳利を生産していたと考えられる。

　それでは,木之庄焼は,いつ頃の備前焼徳利を手本としたのであろうか。この問題を考える前に,

まずは福山藩内の他の窯跡出土の徳利と比較する中で,木之庄焼の徳利の特徴を明確にしたい。福

山藩内の徳利生産は,現在までのところ19世紀以前には確認できないが,木之庄焼窯が廃窯した安

政2年（1855）以後で言えば,慶応元年（1865）に築窯された鞆皿山焼窯の資料が参考になる。

　第６図は,木之庄焼と鞆皿山焼（14）の人形徳利を比較したものである。これを見ると,器形の特徴

として,木之庄焼は頸部が長く口縁端部に向かって外反気味で,肩部はなで肩であるのに対し,鞆皿
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山焼は頸部が短く直立気味で長胴化しており,肩部は張って体部の側面観は方形に近くなる。また,

口縁部の肥厚の度合いも,木之庄焼に比べて鞆皿山焼は幅広で厚みが増している。

　こうした違いを,乗岡実氏が行った備前焼徳利の編年（15）に拠りながら考えてみたい。

　条線文腰折形徳利は近世2b期（17世紀第3四半期頃）,人形徳利は近世３期（17世紀第4四半期〜18

世紀初頭）に成立する。その後,近世４期（18世紀前葉〜19世紀前葉）には徳利の二大器種として大

量生産されるようになり,近世５期（19世紀第2四半期〜第3四半期）にも続いていく。

　乗岡氏はこの編年の中で,鞆皿山焼の人形徳利を近世５期に位置付けており,築窯年代からも妥

当である。そして,近世４期から５期にかけての備前焼徳利の変化は,体部は長胴化し,頸部は短頸

化とともに筒形化し,口縁端部の肥厚の兆しが見られる点などを指摘している。これらは,木之庄

焼と鞆皿山焼の違いと同じであり,木之庄焼と鞆皿山焼の器形の違いは,それぞれ手本とした備前

焼の年代の違いを反映していると考えられる。

　以上の点から,人形徳利については,木之庄焼は近世４期,鞆皿山焼は近世５期の備前焼を手本と

して製作されたものと考えられる。また,木之庄焼の条線文腰折徳利については,近世５期の指標

である岡山県備前市の南大窯周辺西１号窯跡出土資料（16）と比べて腰部の屈曲に角度があり,やはり

近世4期に併行する時期のものと考えられる。

　備前焼の近世５期は,天保４年（1833）以降の天保窯あるいは融通窯と呼ばれた連房式登窯の導入

以降の時期に当たる。木之庄焼窯の開窯はこれまで天保初年頃とされていたが,備前焼近世４期併行

の様相であることを踏まえれば,天保年間をさかのぼる可能性が高い。ただ,それがどこまでさかの

ぼるかは,木之庄焼よりも古い資料が確認されておらず,現時点では考古学的な検証は困難である。

⑵　徳利以外の器種⑵　徳利以外の器種

　木之庄焼窯跡表採資料及び発掘調査で出土した遺物を見ると,擂鉢,鉢,甕などの器種では,形態

や技法などについては備前焼の影響はほとんど見られない。

第6図　木之庄焼（左）と鞆皿山焼（右）の徳利の比較
（縮尺任意）

第5図　木之庄焼擂鉢実測図（S=1：3）
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　例えば,擂鉢は,口縁部や底部,摺目の施し方も備前焼の擂鉢とは異なっており,鉢や甕なども器

形や褐色がかった釉薬をかけている点は,備前焼では見られないものである。鉢や甕などの見込に

は目跡が残るものがあり,こうした点も備前焼にはない特徴である。

　このような備前焼とは異なる様相を総じて見ると,これらの特徴は石見焼の影響を受けた結果で

あると考えたい。

　もちろん,褐色釉は来待釉ほど赤味はなく,全く同じという訳ではないが,全体に褐色釉を掛け,

その上に黒色釉を斑状に散らしたり流し掛けしている点は石見焼の「赤もの」（17）にも見られ,白色釉

を掛けている点も「白もの」（18）と呼ばれる長石釉を掛けた石見焼と共通する。

　また,発掘調査で出土した遺物を実見したところ,焼台は円板に円錐状の脚を数か所取り付けた,

いわゆる足付ハマや,高台状の脚部に切り込みで脚を作ったものがあり,特に後者は石見焼の窯道

具（19）や広島県内の石見系陶器（20）を生産していた窯（21）でも見られる。

　そして,本稿ではあまり触れることができなかったが,木之庄焼窯を始め,福山藩内の窯で生産さ

れた徳利には白色釉を掛け,その上に色絵を施したものがある。この白色釉の徳利も石見焼の「白

もの」の延長線上で捉えられるのではないだろうか。

　なお,水屋甕については,透明釉や菊形文の貼り付けなどを見ると,石見焼というよりは備前焼の

影響の方が強いように思われる。このように,器種ごとに系譜が異なっている点も木之庄焼の特徴

である。

　以上,木之庄焼に見られる備前焼と石見焼の影響について見てみた。ただ,木之庄焼窯で見られ

る窯道具には,石見焼の窯道具にはない十字形の焼台,いわゆる十字ハマもあり（22）,様々な地域から

の影響が考えられ,様相は複雑である。

4　考察4　考察

⑴　福山藩内への石見焼の技術導入⑴　福山藩内への石見焼の技術導入

　福山藩内における石見焼の生産や流通については,これまで報告や研究がなされた例はないが,

石見焼の技術が福山藩内に持ち込まれた可能性を示唆する史料は認められる。『中村家文書』には,

慶応元年（1865）に築窯された鞆皿山焼窯の築造の経緯や生産体制に関する史料が残されており,そ

の中で,職人の募集に関する史料がある（23）。同年の「御奉行様本間様より職人之義御尋被遊候ニ付,

翌日石藤氏江別紙之通差出候写し」によると,開窯に当たって職人を採用するに当たり,福山藩内の

皿山で働いている者のうち,姓名が判明する者として7名が候補として挙がっている。このうち,「吉

津村住　直助」は,「木之庄皿山職人之由,只今者休職いたし凡十二,三年外売事仕居候由」と書かれ,

元は木之庄焼窯の職人であったことわかる。そして,「吉津村産　鉄五郎」は,「芸州芋掘皿山相挊居,

凡十ヶ年前引野相働候由」と記述されている。すなわち,鉄五郎は,「芸州芋掘皿山」で働いた後に,

引野の皿山で働き,さらにその後に鞆皿山焼窯で働くことになった訳である。

　広島県内で生産された石見系陶器を集成し考察を行った向田裕始氏によれば,三原市久井・大和

町の芋掘地区にある窯のうち,三原市久井町の濱田窯,大和町の川本窯で生産された商品は,「芋掘

焼」と呼ばれていた（24）としている。すなわち,この地域の窯が「芸州芋掘皿山」と推測される。向田

氏は,芋掘地区の窯について明治時代以降の状況をまとめているが,『中村家日記』の記述から,芋掘
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地区の陶器生産は19世紀前半まではさかのぼると考えられる。

　さて,鉄五郎は,吉津村生まれではあるが木之庄焼窯で働いた記録はない。しかし,上記のように,

当時の職人は,複数の地域の窯場を渡り歩いて製陶技術を身につけ,その技術を買われて新たな窯

場に招聘されるといった動きを見せており,職人同士が交流する中で,技術の受け渡しも行われて

いたと考えられ,石見焼の技術が木之庄焼窯にも持ち込まれた可能性は十分考えられる。

⑵　開窯時期について⑵　開窯時期について

　本稿では,当館が所蔵する木之庄焼窯跡からの表採資料を紹介する中で,開窯時期については従

来言われていた天保年間をさかのぼることと,木之庄焼が備前焼と石見焼の影響の元にあった可能

性について言及した。

　ここで最後に,木之庄焼窯の開窯に至る経緯や開窯時期についての手掛かりについて触れたい。

　文化6年（1809）に編纂された『福山志料』の巻之二十七の「土産」の項には,次の記述がある。

　　瓦　カンリャク瓦　鬼瓦　神邊木ノ庄出口土生鞆等ニ製ス

　木之庄以外を見ると,「神邊」は福山市神辺町のことで近世の瓦窯があった場所は不明だが,「出

口」は府中市出口町の洞山焼窯,「土生」は府中市土生町の土生窯,「鞆」は鞆皿山窯が築かれた場所と

考えられ,いずれも後になって陶磁器が生産されている。すなわち,元々瓦窯があったからこそ陶

磁器生産への転換も可能であったと言うこともできる。いずれの窯も瓦生産の実態は不明だが,今

後は近世の瓦生産の様相についても明らかにしていきたい。

　また,木之庄村に関係する史料として,『福山市史』（25）には「瀬戸物焼窯地所借用につき証文」が掲

載されている。これは木野庄村借主の茂蔵が庄屋の五郎三郎らに,瀬戸物焼の窯の敷地借用を願い

出たもので,前に見た『福山志料』の編纂年と同じ文化6年（1809）の史料である。『福山市史』ではこ

の史料について「木之庄焼につながるものかどうか,今後の検討に委ねる」とし,また,本稿で行った

考古学的な検討からも,開窯が文化6年までさかのぼる確証は得られてはいないが,開窯時期を考え

る重要な手掛かりと考えられる。今後の研究に委ねたい。

終わりに終わりに

　本稿は,平成29年に当館で行った展示会「姫谷焼と福山藩内の近世陶磁器窯跡」の資料調査に端を

発している。その際,東広島市教育委員会の石垣敏之氏,兵庫県伊丹市教育委員会の赤松和佳氏か

らは,多くの助言を頂いた。特に,石見焼の影響については,両氏の助言によるところが大きい。記

して謝意を表するとともに,当時助言を受けてから公表まで時間がたってしまったことをお詫びし

たい。

　また,本稿を成すに当たり,福山市文化振興課には,発掘調査で出土した遺物の閲覧,実測に便宜

を図っていただき,福山市鞆の浦歴史民俗資料館には参考文献の収集に御協力いただいた。広島県

内の石見系陶器との比較に当たっては,広島県立歴史民俗資料館所蔵の資料を実見させていただい

た。各機関に謝意を表したい。
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山口県美濃ヶ浜遺跡出土の滑石製模造品

岸本　晴菜

はじめにはじめに

　当館では,広島県立府中高等学校（以下,「府中高校」とする。）の地歴部が調査・収集した約28,000

点に及ぶ考古資料を所蔵している。府中高校考古資料の多くは未報告の資料であり,その中に含ま

れる美濃ヶ浜遺跡(1)の資料も例外ではない。そこで,本稿では府中高校考古資料の美濃ヶ浜遺跡出

土資料のうち,滑石製模造品について紹介するとともに,中国地方出土の滑石製模造品と比較検討

することで,瀬戸内地域で出土する滑石製模造品の意義を考えていく上での一助としたい。

１　遺跡の概要と府中高校による調査１　遺跡の概要と府中高校による調査

　遺跡の立地　美濃ヶ浜遺跡は,山口県山口市の南部,現在は砂堆で結ばれ陸繋島となっている,周

防灘に突出した秋穂二島に位置する。後期旧石器時代,縄文時代前期〜晩期,古墳時代中期〜終末

期にかけての遺跡である。とりわけ,古墳時代には製塩遺跡として著名であり,本遺跡から出土し

た製塩土器は「美濃ヶ浜式土器」として,西部瀬戸内の製塩土器編年の指標となっている（渡辺2000,

小南2012）。

　既往の調査　美濃ヶ浜遺跡では,現在までに数回の発掘調査が行われている。最初の発掘調査は,

第1図 美濃ヶ浜遺跡の位置（1/25,000）
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　大正14年（1925）の旧制山口高等学校郷土史研究会によるものである（小川1925）。この調査で

は,縄文土器包含層が発見され,山口県初の縄文遺跡として注目された。また,縄文土器包含層の上

層には,土師器と須恵器の包含層があることが確認され,この層から,用途不明の土器が大量に出土

し,「把手様土器」として報告されている。これが,のちに美濃ヶ浜式土器と命名される製塩土器で

あった。このほか,滑石製模造品や土製模造品が見つかっている。

　その後,昭和35年（1960）に山口大学・広島大学・岡山大学・鳥取大学と山口市教育委員会で組織

された美濃ヶ浜学術調査団による調査が行われた。五つの調査区に分けて行われたこの調査では,

山麓側で古墳時代の住居が２軒,小型の土坑１基の集落遺構と製塩遺構と考えられる炉跡が検出さ

れている（小野1961,渡辺1994,磯部2000）。この調査は,古墳時代の製塩遺跡として山口県初の事

例となったが,概要報告に留まっており,本報告の刊行には至っていない。

　以降,昭和39年（1964）に山口大学,昭和58年（1983）に山口市教育委員会による分布調査,平成２

年（1990）に同教育委員会によって緊急発掘調査が行われている。

　府中高校による調査　府中高校では地歴部という部活動を昭和16年（1941）に発足させ,豊元國教

諭を顧問として中国地方を中心に精力的に活動してきた。発掘調査や研究の成果は,部誌である『芸

備文化』や『地歴』に掲載するほか,日本考古学協会総会等の学会で発表するなどしている。府中高

校地歴部の活動は,広島県における考古学の黎明期において,その発展を担ってきたといえる。

写真1　美濃ヶ浜遺跡遠景（1957年,兜山から南方向を望む）

写真2　府中高校の美濃ヶ浜遺跡調査風景
左：調査風景　右：美濃ヶ浜式土器出土状況
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　様々な地で調査を行ってきた府中高校地歴部であるが,まずは美濃ヶ浜遺跡の調査に至るまでの

経緯を述べておきたい。地歴部顧問であった豊氏は,製塩土器として知られる師楽式土器(2)に比較

的早い段階から関心を寄せていたようである。師楽式土器の用途が明確になっていなかった昭和

20年代,豊氏は師楽式土器が散布・出土する地点やその出土状況の傾向から,当該土器が製塩に関

係するものと推測し,調査を進めている（豊1957）。昭和24年（1949）香川県坂出市の沙弥島の踏査

をはじめとして,昭和28年（1953）から昭和29年（1954）には,瀬戸内地域の古代製塩村落の調査を目

的に,広島県内島嶼の調査を行い,考古学的視点からのみでなく,人文地理学的な視点もあわせて,

師楽式土器を用いた製塩文化を追究している（豊1955）。

　そして,瀬戸内における製塩文化の実態解明のため,昭和32年（1957）に豊氏が調査地に選んだの

が,山口市及び防府市であった。豊氏は,『日本書紀』の仲哀紀にみられる,「（天皇を）周防の沙麽の

浦に迎えて魚塩の地を献じ,逆見の海を塩地とする」という内容から,沙麽の浦を山口県防府市（旧

佐波郡）と比定し,塩地とされた逆見の海も防府市周辺にあると考えた（豊・善入1957）。つまり,防

府市周辺において,製塩土器である師楽式土器が出土する,製塩遺跡があると考えたのである。こ

うした考察のもと,昭和32年（1957）の春と夏に現地調査を行った結果,美濃ヶ浜遺跡にたどり着い

た。この調査では,美濃ヶ浜の砂浜に製塩土器片が散布していること,兜山の麓に土師器・須恵器

と滑石製模造品が散布していることが確認された(3)。調査時に撮影された遺跡の遠景写真には,現

地調査で得た知見を反映させたと思われる,「住居址」,「古代の塩田」などの注記がみられる。

　また,この際に美濃ヶ浜遺跡の北にある兜山古墳の調査もあわせて実施しており,石室の実測図

や記録写真が残されている。製塩という生産活動のみを取り上げるだけでなく,古墳等も含めた調

査を行うことで,製塩に関わる人々の営みを描き出そうとしていたのだろう。

　府中高校地歴部による美濃ヶ浜遺跡を含めた山口県における調査成果は,昭和32年（1957）に「古

代の製塩村落」として広島史学研究大会で発表されているほか,翌年の同研究大会でも「防府市の古

墳集落」と題した発表を行っている。

２　資料の紹介２　資料の紹介

　本稿で紹介するのは,府中高校考古資料の美濃ヶ浜遺跡出土資料のうち,滑石製模造品７点であ

る(4)。斧形１点,剣形２点,有孔円板１点,勾玉２点,子持勾玉１点がある。

　１は台形のように下部に向かって広がる形状から,斧形と推測され,残存長4.5㎝,最大幅2.6㎝を

測る。斧形の石製模造品としては大型の資料である。穿孔時に折損したのか,上端部が欠損してい

る。全体的に斜め方向の粗い研磨痕が明瞭に残っているが,穿孔が施されていることから完成品も

しくは、完成品に近い資料であると思われる。下端部は直線ではなく,斜めに加工されている。石

材は光沢がある部分が多く含まれる上,片岩質であるため,材質としては蛇紋岩に近い。

　２・３は剣形の滑石製模造品である。２は残存長3.1㎝,最大幅2.5㎝,厚さ0.5㎝で下半分と思わ

れる部分しか残っていないが,その形状から剣形の模造品であると考えられる。全体に丁寧な研磨

が施され,表は平らな面を３面作り出している。１の石材と酷似しているが,１と比べて黒色が強く,

層状の剝がれが見受けられる,片岩質の石材である。３は全長2.5㎝,最大幅1.33㎝,最大厚0.5㎝を

測る。下端を一部欠損しているが,ほとんど完形である。全面的に粗い削痕は残っておらず,入念な
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第2図　美濃ヶ浜遺跡出土　滑石製模造品１（1/1）
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研磨で仕上げられている。孔径は約0.2㎝と小さく,両面穿孔が施されており,孔内には螺旋状の痕

跡が明瞭に残っている。石材は１〜３の滑石とは質が異なり,白色が強く黒雲母状の鉱物が含まれ,

鉄分が筋状に入る滑石が用いられている。

　４は径2.8×2.45㎝,厚さ0.3〜0.4㎝の有孔円板である。正円ではなく,平らに形作られている

部分があり、全体に光沢がある。片面穿孔により孔径0.1㎝の孔が１カ所あけられており,孔内に

は螺旋状の痕跡が認められる。３と同様に,白色が強い滑石を使用している。

　５は勾玉である。長さ3.1㎝,最大幅1.8㎝,厚さ0.4㎝を測る。板状に加工した滑石を研磨するこ

とで成形しているとみられ,勾玉特有の丸みを帯びた形態ではなく扁平である。一部に鋭利な鉄器

でついたと思われる条痕が残っているが,研磨は全体的に丁寧に施されている。両面穿孔で孔が穿

たれており,孔径は約0.2㎝である。

　６も勾玉であるが, ５のような板状の形態ではなく厚みのある,いわゆる通常の勾玉の形態で,長

さ2.9㎝,最大幅1.9㎝,厚さ1.3㎝を測る。丁寧なつくりとは言い難く,表面は凹凸が目立つ。研磨

で成形・調整したというよりも,鉄器で表面を面的に削りながら形作っているという印象である。

腹部の側面には,鋭利な鉄器でつけられたとみられる条痕が明瞭に残っている。両面穿孔で,孔内

には螺旋状の痕跡が認められる。黒色が強い滑石を使用しており,鉄分を含む茶褐色の部分が多く

見受けられる。

　７は長さ4.0㎝,最大幅2.7㎝,厚さ0.9㎝の子持勾玉で,厚みや立体感に乏しく,平面的な形状で

ある。中央にある子勾玉は親勾玉を彫りくぼめることで形作られている。背部の子勾玉は２つで,

かまぼこ状の曲線を持った形に削り出した後に,その中央に山形の切り込みを入れている。これら

は簡単な削り出しで作出されているほか,特に腹部の子勾玉はかなり形骸化されている。また,背

部側２カ所,孔付近に１カ所,下部に１カ所の計４カ所に約0.1㎝の幅の条線が入っている。表面は

丁寧な研磨が施されており,粗削りの痕跡は認められない。裏側は,中央付近の子勾玉は削り出さ

れておらず,平面に仕上げられている。表面には凹凸が見受けられることから,面的に削って形を

調整しているようである。細かい研磨が裏側全体にかけられており,光沢もあるため,表面が剝離

している可能性は低く,元から子勾玉はなかったものと考えられる。径0.3㎝の孔が片面穿孔によっ

て穿たれている。孔内には螺旋状の痕跡が見受けられるほか,縦方向のキズが複数個所に認められ

る。また,全体が内反りに湾曲した形となっている。

第3図　美濃ヶ浜遺跡出土　滑石製模造品２（1/1）
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３　当館所蔵美濃ヶ浜遺跡出土の子持勾玉について３　当館所蔵美濃ヶ浜遺跡出土の子持勾玉について

　ここでは,当館所蔵美濃ヶ浜遺跡出土の子持勾玉（第３図‐７）について,先行研究を基に型式分

類を行い,時期を比定するとともに,その形態的な特徴を明らかにしたい。

　子持勾玉は複雑な構造をしているため,様々な属性から型式分類や編年が行われてきた（佐々木

1985,大平1989,篠原2002ほか）。ここでは,主に西日本出土の子持勾玉の型式分類,編年を行って

いる大平氏の研究に基づき,当館所蔵の美濃ヶ浜遺跡出土の子持勾玉の型式分類,時期の比定を行

う（大平1989）。

　大平氏は子持勾玉の背部の子勾玉を分類の属性とし,小勾玉が独立しているものをＡ型,連続し

ているものをＢ型に大別し,親勾玉の頭部・尾部を平面にしているものを１類,鋭角にしているも

のを２類に分類した。さらに,本体の断面と反りの比率から０〜Ⅷ型式に分類した上で, ５世紀前

葉〜７世紀後葉の型式編年を行った。この分類に基づくと,当館所蔵の美濃ヶ浜遺跡出土子持勾玉

は,Ｂ型２類となり,反りの比率ではⅤ型式,６世紀後葉という帰属時期が与えられる。この時期は,

美濃ヶ浜遺跡で製塩が行われていた時期とも合致している。また,中国地方出土の子持勾玉の分布,

型式分類等の検討を総括的に行った米田氏は,Ｂ型２類の子持勾玉が,広島県・山口県といった中

国地方西部の瀬戸内海側に多いことを指摘している（米田2020）。

　続いて,当館所蔵の美濃ヶ浜遺跡出土の子持勾玉について,その形態的特徴をみていきたい。

まずは,表側にみられる特徴である。１点目に中央の子勾玉の作出方法について述べたい。多くの

子持勾玉では,中央の子勾玉を親勾玉の側面から突出するように立体的に削り出すのに対し,本資

料では,親勾玉を彫り込むような形で子勾玉を作り出している。これにより,中央の子勾玉は親勾

玉の側面から突出しない形に仕上げられている。２点目は,条線が入っている点である。本資料に

は,前節で紹介したように４本の条線が入っている。３本はそれぞれ背部から中央の子勾玉を結ぶ

ものと,腹部側から孔を結ぶものがある。これに関しては,類似の資料は少なくとも中国地方から

出土している子持勾玉には見出せない。勾玉に条線を入れるものとしては,主に弥生時代中期〜古

墳時代中期にかけて生産・流通する「丁字頭勾玉」がある。これは,勾玉の頭の部分に数本の条線を

入れるものであるが,その意味は明確にはなっていない。ただ,孔から放射状に施した条線が紐を

かけるような表現であることから,何かを縛り込めることへの呪術性があるのではないかと指摘さ

れている（木下1987）。当資料に施された条線にも,丁字頭勾玉と同様の意味合いがあった可能性が

ある。

　次に,裏側にみられる特徴を挙げると,子勾玉の削り出しを行わず,平面に仕上げている点がある。

子持勾玉は,基本的に両面が対称になるように作り出され,これは当資料のように扁平なタイプの子

持勾玉も同様である。また,扁平タイプの子持勾玉は,中央の子勾玉を作り出さないものもあり,こ

の場合も両面ともに小勾玉を作らない事例がほとんどで,片面のみの事例は見受けられない。

　以上に挙げた特徴は,他の資料には見出すことができない点が多く,本資料が従来の子持勾玉の

型式に則りつつも,独自性を持った資料であるといえるだろう。
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おわりにおわりに

　ここまで,府中高校地歴部による調査概要を紹介するとともに,当館所蔵の美濃ヶ浜遺跡出土の

滑石製模造品（府中高校考古資料）を紹介し,そのうち子持勾玉について若干の考察を述べてきた。

特に子持勾玉に関しては,型式的にみると遺跡の年代観と本資料の帰属時期に差はないものの,そ

の形態には特異な点が多くあることが明らかとなった。

　また,美濃ヶ浜遺跡で出土する滑石製模造品では,石材の色調や質が異なるものが使用されてい

ることが当館所蔵資料からも確認できた。これに関しては,國學院大學博物館で美濃ヶ浜遺跡出土

の滑石原石が所蔵されていることが報告されており,美濃ヶ浜遺跡において滑石製模造品の生産が

行われていた可能性が指摘されている（北澤2016）。生産を行いつつ,他地域からも滑石製模造品を

入手していたのだろうか。いずれにしても,美濃ヶ浜遺跡における生産と流通が多岐にわたってい

ることを示唆している。

　今回紹介できた資料は,当館所蔵の美濃ヶ浜遺跡出土資料のうちの一部であるが,本稿が未だ遺

跡の全容が明らかになっていない美濃ヶ浜遺跡の性格等のほか,瀬戸内地域の滑石製模造品の様相

を考える上での一助になれば幸いである。

【註】

 １  「見能ヶ浜」や「美能ヶ浜」とも記される。府中高校考古資料中の美濃ヶ浜遺跡出土資料は,「見能浜」の注記

がある。本稿では,山口県遺跡地図の表記に合わせる（山口県教育庁1972）。

 ２  岡山県瀬戸内市牛窓町の師楽遺跡から出土する土器を標式とした古墳時代の製塩土器。昭和４年（1929）

に水原岩太郎氏らが命名し,年代や分布状況等を研究している（水原1939）。

 ３  写真１の遠景写真や発表要旨（豊・善入1957）には,「兜山」ではなく,「甲高山」と記載されている。現在,

美濃ヶ浜遺跡の北には兜山,さらにその北側には高山があるが,遠景写真の風景から兜山山頂からの撮影

したものと判断した。

 ４  当館では,美濃ヶ浜遺跡出土資料（府中高校考古資料）として,滑石製模造品のほかにも,縄文土器片９点・

石器剝片（縄文時代）３点・須恵器片73点・土師器片（製塩土器片含む）191点,石片（古墳時代）５点を所蔵

している。

挿図出典

第１図:国土地理院地図に加筆。写真１・２:当館所蔵「豊元國資料」。第２・３図:筆者作成。図版:筆者撮影。
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草	戸	千	軒	の	銭	を	巡	る	様	相

下	津	間　康	夫

　は	じ	め	に　は	じ	め	に

　草戸千軒町遺跡（広島県福山市草戸町所在）は，備後南部第一の河川である芦田川が瀬戸内海に

注ぎ出る河口付近に成立した中世の集落遺跡である。1961年の第１次調査以来，三十数年にわた

る発掘調査により，13世紀中頃から16世紀初頭にかけて，「津」・「市」の機能を中心に，主に近郊

から芦田川下流域を中心とする地域の流通・交通の一拠点であったことが明らかになった(1)。

　遺跡の性格を明確にする上で，重要な役割を果たしたのが出土木簡である。記された文字情報

を読み取り，その内容を追究することで，集落を取り巻くさまざまな実態が明らかになってきた。

例えば，14世紀中頃から15世紀後半にかけて，この町に拠を置いて，周辺地域を対象に，農産物

を中心とする各種の物品を取り扱い，金銭の貸付けや，年貢・租税の収納・運営に関与する者の

存在が推定されるようになった(2)。ここでは，出土木簡を素材(3)に，金額や物品・行為など具体的

な金銭の取扱いを整理するとともに，遺跡での出土状況から銭自体の扱われ方(4)にも注目する。こ

のことにより，中世の流通・交通の拠点である集落での銭を巡る様相に触れたい。

　Ⅰ　出土木簡に見る金銭の取扱い　Ⅰ　出土木簡に見る金銭の取扱い

　出土木簡の用途については，以下の点が明

らかになっている。即ち，主に商取引に関わ

るメモ・覚え，荷札・付札として使用された

もので，集約すれば，記載者が自らの活動に

関わる内容を記したもの，何らかの物品に付

属してその実態の一端を示すものに大別され

る。

　ここではこのことを踏まえながら，時期を

追いながら金銭について整理する。

　１	Ⅰ	期　１	Ⅰ	期

　Ⅰ期では木簡自体の出土数が少ない。ＳＥ

3275（集成３）(5)に「二と四せう」・「四と六せ

う」，ＳＫ4045（集成３）に「白米三斗」と物品・

容量を記すものはあるが，金銭を記すものは

確認されていない。

　２	Ⅱ	期　２	Ⅱ	期

　Ⅱ期前半になって金額を記す木簡が出土す

時　期時　期 年　　代年　　代

前Ⅰ期前Ⅰ期 平安時代

Ⅰ期　Ⅰ期　 13世紀中頃から14世紀初頭

　前半　前半 　13世紀中頃から後半

　後半　後半 　13世紀後半から14世紀初頭

Ⅱ期　Ⅱ期　 14世紀代

　前半　前半 　14世紀前半

　後半　後半 　14世紀中頃

Ⅲ期　Ⅲ期　 15世紀前半から中頃

Ⅳ期　Ⅳ期　 15世紀後半から16世紀初頭

　前半　前半 　15世紀後半

　後半　後半 　15世紀末から16世紀初頭

Ⅴ期　Ⅴ期　 16世前半から20世紀前半

　前半　前半 　16世前半から17世紀中頃

　後半　後半 　17世後半から20世紀前半

Ⅵ期　Ⅵ期　 20世紀前半以降

表１　草戸千軒町遺跡の時期区分
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る。ＳＫ3165下層（集成３）のものは12貫300文である。木簡自体に漆が付着していること，この遺

構からは漆塗り用へらや漆紙がまとまって出土していることから漆塗りに携わる者が関わったの

であろう。ＳＫ796（集成３）・ＳＤ3190下層（集成３）のものは260文・(700文)の可能性がある。

　Ⅱ期後半のＳＧ1791（集成３）のものは総額10貫文のうちの５貫文を示し，この銭の付札であろう。

ＳＫ3180（集成３）のものは，１貫600文の銭の付札ないしこの金額が代価の物品の付札であろう。

　ＳＫ1300（集成２）からは木簡がまとまって出土している。「もと百とりふん五文」は元金100文に

対し利分５文であり，「文」を省略して金額の数字のみを記す場合も多い。燈明油１桶を210文で購

入したこと，味噌用の豆を310文で売却したこと，未精白の麦が300文であること，400文を貸し付

けたこと，米の未進に関連する金額が300文であることなどが記されている。このＳＫ1300出土の

木簡から，農産物の関与，食品加工・醸造業の存在，金銭の貸付け，年貢・租税への関与などが

推定されている。記された金額については100文台から始まり，９貫文の可能性もあるが，確実な

最大額は２貫200文である。

表２　木簡記載文言一覧 １（Ⅱ期）
遺構番号遺構番号 時　期時　期 報告書報告書 文　　言文　　言

ＳＫ 796 Ⅱ期前半 集成３ 「二百六十」

ＳＫ 3165 下層 Ⅱ期前半 集成３ 「十二貫三百」

ＳＤ 3190 中層 Ⅱ期前半 集成３ 「(七百)」

ＳＫ 1300 Ⅱ期後半 集成２

「百」	「（百四)」	「百十」	「百八十かす*1」	「二百」

「あふら一かうを二百十文ニかう」	「(二百六)十(かす)」

「あらむき三百」	「三百〔こめのミしん〕」

「うりミそのまめ三百十」	「うりミそのまめ三百十」	「三百五十」

「四百(かす)/もと百とりふん五文とり・もと百とりふん十まいとり

・せに十まいとる」

「四百(文)/もと二百」	「二くわん二百文」

ＳＫ 1370 Ⅱ期後半 集成３ 「(八)貫百六十文」

ＳＫ 1763 Ⅱ期後半 集成３ 「(百文)」

ＳＧ 1791 Ⅱ期後半 集成３ 「伍貫文/拾貫のうち」

ＳＫ 3180 Ⅱ期後半 集成３ 「一くわん六百文にて」

※　報告書は『草戸木簡集成』の掲載書名である。

　	　文言について，個々の木簡の文言は「　」，記載面が異なる場合は・，改行は／で表した。(　)は推定文

字を示し，本文の記述も統一した。また，〔　〕は金銭との関連が推定される文言である。

＊	１	「百」の前の字は「貫」の可能性もありその前の字は「九」であるが，「百」と前の字の間に空白があるため，

これらを一連の金額とはしなかった。

　３	Ⅲ	期　３	Ⅲ	期

　ＳＧ350（集成１）の４面に「壱貫」が記されるものは銭１貫の付札であろう。「一(貫)百十三文入」

は「入」があることから梱包された銭１(貫)113文の付札と推定される。ただ別面にある１(貫)802

文と767文の数値と関係が不明である。また，ＳＧ350からは約2,800点の削屑が出土している。小

（23）
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片となって個々の文字自体が寸断され，文言が確認できるものは一部に過ぎないが，金額を記す

ものが相当数ある。確認される文言の前後が失われている中で，１文台までの細かい金額がある

こと，100文台の記載が多いこと，最大は13(貫)400文であることが分かる。

　さらに，ＳＧ350からは材を横に使用した木簡が出土している。多数行になる羅列的な記載がな

されており，「九十／卅／四十／卅」は90文・30文・40文・30文と推定され，収支の事例を列記し

たものであろう。材を横にした木簡の削屑も出土しているが，墨書は材の木理と直交する方向で

あるのに対し，削り取る際は木理と平行する方向で，行としての記載が寸断されている。その中で，

10文台から100文台の金額が推定されるものがある程度出土している。

表３　木簡記載文言一覧 ２（Ⅲ期）
遺構番号遺構番号 時　期時　期 報告書報告書 文　　言文　　言

ＳＧ350 Ⅲ期 集成１

「壱貫・壱貫/壱貫・壱貫・壱貫」

「一(貫)百十三文入・一(貫)八百二文/七百六十七文」

【削屑】「四文」	「□(十)文」	「廿(文かし)」	「(廿文)」	「卅□文」

「卅二文」	「卅四文」	「六十二文」	「七十二文」	「(八)十二文」	「百」

「百」	「百」	「百」	「百」	「百」	「(百)」	「(百)」	「(百)」	「(百)」

「百(四文)」	「百(十)」	「(百)十二文」	「百廿」	「百廿」	「百卅」

「百/百(卅)」	「百六十」	「二百」	「二百三」	「三百」	「三(百)」

「(三百)」	「(三百)」	「四百」	「四百」	「四(百)」	「(貫)」	「□貫八」

「二(貫)四百卅」	「三(貫)四(百)」	「四貫」	「十二(貫)八」

「十三(貫)四百」

【材横】「九十/卅/四十/卅」	「百八十三」

【材横削屑】「十/廿/十」	「十/卅/十」	「(廿)」	「卅」	「(百)」	「(百)」

「(百)」	「三□/(二百)」

ＳＥ380 Ⅲ期 集成２ 六十文

　４　Ⅳ	期　４　Ⅳ	期

　Ⅳ期前半で注目されるのはＳＤ510・ＳＤ550・ＳＫ582（何れも集成２）である。これらの遺構は

近接する場所にあり，木簡は東西20ｍ，南北30ｍほどの範囲に分布する。遺構内の堆積状況が類

似する点や，含まれる土器類が相互に接合する例も相当数確認されていることから，これらはほ

ぼ同時期に埋め立てられたもので，木簡を含めて坑内へ投入された遺物は相互に関連していた可

能性がある。

　ＳＤ510では，何らかの物品１斗１升８合の代価103文を貸し付けたこと，瓜３斗が105文である

こと，壺が307文であること，金額は100文から420文までの範囲であることなどが分かる。

　ＳＤ550では，何らかの物品２斗１升が130文や１斗２升が(300)文であること，何らかの物品

２斗７(合)の代価74文，２斗５升の代価130文，３斗６升５合の代価178文，３斗１升５合の代価

200文を貸し付けたこと，大麦１斗４升７合の代価107文を貸し付けたことなどが分かる。100文の

貸付けと酒１斗２升が500文であることを併記したものは，酒の代価の一部を貸し付けたものであ

ろうか。なお，金額は30文から(800)文までの範囲である。
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　ＳＫ582では，何らかの物品２斗が107文，４斗が110文，３斗８升５合が130文であること，117文・

120文・230文を貸し付けたこと，何らかの物品１斗２升の代価166文や大麦２斗４升１合の代価

147文を貸し付けたことなどが分かる。相場を示す「わし」（和市）や利子が付かない貸付けである「あ

つけ」（預け）の文言もある。金額は50文から560文までの範囲である。

　このほか，ＳＤ560（集成３）では，何らかの物品３斗２升が(130)文，（大麦）３斗が150文であ

ることが分かる。

表４　木簡記載文言一覧 ３（Ⅳ期）

遺構番号遺構番号 時　期時　期 報告書報告書 文　　言文　　言

ＳＤ 510 Ⅳ期前半 集成２

「百」	「百」	「(百)」	「かし一斗一升八合/百三」

「百五/うり三斗・(二百十)」	「かし百五□」	「(五)升□/百十」

「百廿」	「百卅五」	「百卅五」	「百五十四・つほ三百七文」

「(二)百」	「三(百)」	「四百廿」

ＳＤ 540 Ⅳ期前半 集成２ 「二百」

ＳＤ 550 Ⅳ期前半 集成２

「卅」	「七十四(文)かし二斗七(合)」	「百」	「百」

「百七大麦一斗四升七合/かし」	「かし/十三(疋)・百卅」

「百卅文二斗一升」	「百卅文かし/二斗五升」

「百七十八かし/三斗六升五合」	「二百」	「二百」

「二百/かし三斗一升五合」	「(二百)」	「(三百)/一斗二升」

「百/かし/さけ一斗二升/五百」	「（八百）」

ＳＤ 560 Ⅳ期前半 集成３ 「卅」	「(百卅文)/三斗二升」	「百五十/(大麦)三斗」

ＳＫ 582 Ⅳ期前半 集成２

「五十あつけ」	「六十文」	「九十文・卅□(かし)」	「百」	「百」

「百七/二斗」	「百十/四斗」	「かし百十七」	「百廿」

「百廿/かし」	「百卅/三斗八升五合」	「百四十」

「百四十七/大麦二斗四升一合・かし」

「百六十六/かし壱斗二升」	「二百/(もと)」

「二百/くろめの/わし」	「二百五□・りふ(ん)のかし」

「二百卅/かし」	「四(百)」	「五百/あつけ」	「五百六十*2」

ＳＤ 520*3 Ⅱ期後半 集成２ 「六十八」	「百五十文」	「百六十」

ＳＤ 3140
Ⅱ期後半〜

Ⅳ期前半
集成３ 「二百卅」

ＳＫ 110 Ⅳ期 集成１

「(百)三/三斗一升」	「百十八/□斗三升七合」

「三斗二升四合/百四十六/(か)し」	「百六(十)」

「百□十/二斗」	「二百六十」	「(十貫)/あつけ」

ＳＥ 1501 Ⅳ期 集成３

「六十文」	「八十文」	「百二十五りふん□文」	「百七十八文」

「二百六十文四斗/□升二合」	「三百五十/二斗三□/こめ」

【削屑】「百」	「(百)」	「百廿」	「二百」	「二(貫)」

ＳＤ 760 Ⅳ期後半 集成３ 「二百/大麦三斗」	「五(百)」

ＳＥ 4720 Ⅳ期後半 集成３ (廿文)

＊2	蓋板の墨書で，蓋板が装着された容器の内容物の金額と推定される。

＊3	ＳＤ520の木簡については，直上にあるＳＤ510からの混入の可能性が指摘されている。
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　Ⅳ期で，前半・後半に細分できない遺構もある。ＳＫ110（集成１）では，何らかの物品３斗１升

が(103)文であること，何らかの物品３斗２升４合の代価146文を貸し付けたこと，（10）貫文を預

けたことなどが分かる。ＳＥ1501（集成３）では，何らかの物品４斗□升２合が260文，米２斗３□

が350文であることが分かる。削屑は100文から２(貫)文までの範囲が確認できる。

　Ⅳ期後半になると木簡の出土数が減少し，金額を記すものは僅かである。その中で，ＳＤ760（集

成３）では大麦３斗が200文であることが分かる。

　５　小	結　５　小	結

　以上，木簡に記された金銭について触れてきた。銭の付札もあり，額は１貫文から５貫文まで

である。そして，多くは記載者が自らの銭を伴う活動を記したもので，購入・売却・貸付けなど

を行っていたことが分かる。金額は１文単位まで及んでいる。高額なものは，削屑に13(貫)400文

や12(貫)文台があり，漆塗りに携わる者が12貫300文を取り扱っていた。また，Ⅳ期に多く見られ

る物品の代価の貸付けを記すものは，□斗□升□合及び１文台までの数値を示すものがあり，容

量については本来の定量を表すもので，農地に賦課される年貢額の可能性もある。こうした貸付

けを行っていた者へ送られた荷札に正税の串柿や公事の綿があり(6)，宛先の一人は「いまくらとの」

（今倉殿）	 と土倉に通じる名称である(7)。なお，物品の価格については，米２斗３□が350文，瓜

３斗が105文，酒１斗２升が500文である。大麦は１斗４升７合が107文，２斗４升１合が147文，

３斗が200文及び150文と推定されるものがあり，１斗あたり約73文・約61文・約67文及び50文に

なる。このほか，個数は不明だが壺が307文，油１桶が210文で取引きされている。

　Ⅱ　出土状況に見る銭の扱い　Ⅱ　出土状況に見る銭の扱い

　次に，集落で銭自体がどのように扱われていたかを出土状況から見て行きたい。遺跡からは，

埋甕に埋納された130緡の一括銭と50緡の銭塊の他に，遺構から1,400枚，包含層から900枚，表

土層から1,000枚，地区・層位が明らかでないものが200枚ほど出土している。これらについて，

遺構の内外に分けて見ていく。なお，銭の特徴として，他の製品に多く見られる不用品としての

廃棄という側面を想定し難く，貨幣価値を持つものとして次代へ引き継がれる性格があることが

挙げられよう。。

　１　遺	構	内　１　遺	構	内

　銭が出土した遺構について，時期・地区別(8)には次のように整理できるだろう（表５）。Ⅰ期・

Ⅲ期に少なく，共に遺跡北部に集中しており，遺跡南部ではⅠ期に１遺構あるに過ぎない。Ⅱ期・

Ⅳ期に多く，遺跡北部が中心であるが，遺跡南部にもある程度広がる。中でも，遺構が遺跡包蔵

中州全体に広がるⅡ期では，出土遺構が多く中州全体に広がる。この分布状況は各時期の遺構の

消長に対応しており，町の中で特定の場所でなく，一般的に銭が用いられていたことを示すもの

だろう。

　次に，遺構内に銭が含まれる（＝出土する）過程を検討する。なお，表６は遺構の種類ごとに，

銭が出土した遺構数と個々の遺構の出土枚数を整理したものである。
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　a　柵（表示記号ＳＡ）　a　柵（表示記号ＳＡ）

　柵は，地面を壺掘や布掘に掘り込んで柱

や杭を建てた後に，掘り返した土で掘形を

埋め戻すものである。銭が含まれるには，

埋め戻す際に意識的に入れる場合と，地面

の掘り返した土の中に含まれていた場合が

想定される。遺跡全体で94列確認している

中で14列から出土(9)している。

　b　建物（表示記号ＳＢ）　b　建物（表示記号ＳＢ）

　建物には掘立柱建物と礎石建物がある。

掘立柱建物は地面に柱穴を掘り込んで柱を

建てた後に，掘り返した土で柱穴を埋め戻

すものである。銭が含まれるには，柵と同

様に，埋め戻す際に意識的に入れる場合と，

地面の掘り返した土の中に含まれていた場

合が想定される。遺跡全体で96棟を確認し

ている中で８棟から出土している。礎石建物は地面に礎石を据えるもので，全体では５棟の確認

である。その中の２棟（ＳＢ1780・ＳＢ1781）は礎石の直下から銭が出土しており，地面に含まれ

ていたというよりも，礎石を据える際に意識的に置いたものに見受けられる。掘立柱建物と礎石

建物を合わせて10棟からの出土であるが，全て１棟に１枚の出土数である。

　c　道路（表示記号ＳＣ）　c　道路（表示記号ＳＣ）

　道路は，実物の遺構として確認できるのはⅣ期の石敷道路のみである。全体で３例を確認し，

その中の２例で石敷の上部や内部から銭が出土している。意識的に置いたということは想定しに

くい。

　d　溝（表示記号ＳＤ）　d　溝（表示記号ＳＤ）

　溝には，運河や掘割，集落内部を区画する溝，道路側溝，居館の濠など，各種の性格のものがある。

地面を掘り返して開口する施設で，掘り起こされた土は別の場所へ移し，大規模な土木工事とな

る場合も多い。遺構内の層位について，底部には粘土層が見られる場合があり，溝として滞水し

ていた際の堆積層であろう。その他の層は遺構を廃絶する際の埋立層になる場合が多く，その土

は近辺から持ち込まれたものであろう。溝として機能していた時期と埋立ての時期共に，銭を意

識的に入れる場合が想定される。また，埋立てに用いられた土に含まれていたことも想定される。

遺跡全体で250条ほど確認している中で57条から出土している。

　e　井戸（表示記号ＳＥ）　e　井戸（表示記号ＳＥ）

　井戸は，坑を地面に掘り込んだ後に井戸枠を据え，井戸枠の外側は掘り返した土で掘形を埋め

戻している。掘形内に銭が含まれるには，埋め戻す際に意識的に入れる場合と，地面の掘り返し

た土の中に含まれていた場合が想定される。その後，井戸枠の内側は取水施設として機能し，廃

絶の段階で埋め立てられることになる。廃絶に伴う土層からの出土は，意識的に入れる場合と埋

立てに用いられた土に含まれていたことに因るものだろう。なお，井戸枠内の底部に礫を敷き，

表５　銭の時期別出土遺構数一覧

時	期時	期 遺跡北部遺跡北部 遺跡南部遺跡南部 計計

Ⅰ期Ⅰ期 30 １ 31

Ⅰ〜Ⅱ期Ⅰ〜Ⅱ期 2 2

Ⅱ期Ⅱ期 107 44 151

Ⅱ〜Ⅲ期Ⅱ〜Ⅲ期 ４ ２ ６

Ⅱ〜Ⅳ期Ⅱ〜Ⅳ期 ３ ２ ５

Ⅱ〜Ⅴ期前半Ⅱ〜Ⅴ期前半 １ １

Ⅲ期Ⅲ期 16 16

Ⅲ〜Ⅳ期Ⅲ〜Ⅳ期 ６ ６

Ⅳ期Ⅳ期 62 13 75

Ⅳ〜Ⅴ期前半Ⅳ〜Ⅴ期前半 １ １

Ⅴ期前半Ⅴ期前半 11 ２ 13

計計 242 65 307

※このほか，時期が不明な遺構が北部に 58，南部に 10 ある。

　ほとんどが，土坑及びピットである。
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その中に13枚の銭を入れた井戸（ＳＥ4940）がある。これは井戸の築造に際して，何らかの意図を

持って入れられたものと推定される。また，井戸枠内の底部から13枚・31枚・54枚の銭が出土し

た井戸（ＳＥ2163・ＳＥ2155・ＳＥ4860）がある。これらは築造時を含めて井戸として機能してい

る段階で入れられたもので，何らかの意図があったことが想定される。井戸は遺跡全体で209基あ

り，銭は80基から出土している。掘形と井戸枠内を分けて計数すれば100になる。

　f　池（表示記号ＳＧ）f　池（表示記号ＳＧ）

池には，区画・水運・灌漑などの用途のものがあり，廃棄物の処理坑としても利用されている。

地面を掘り返して開口する施設で，掘り起こされた土は別の場所へ移し，大規模な土木工事になる。

遺構内の層位について，底部によく見られる粘土層は，池として滞水していた際の堆積層であろう。

表６-１　銭の種類・数量別出土遺構数一覧 １

遺構種別遺構種別 時	期時	期 遺構数遺構数 数	量	別	出	土	遺	構	数数	量	別	出	土	遺	構	数

柵
Ⅱ期 １ １枚 -１

Ⅳ期 13 １枚 -４	２枚 -３	３枚 -３	４枚 -１	５枚 -２

建物

Ⅰ期 １ １枚 -１

Ⅱ期 ５ １枚 -５

Ⅲ〜Ⅳ期 ２ １枚 -２

Ⅳ期 ２ １枚 -２

道路 Ⅳ期 ２ １枚 -１	４枚 -１

溝

Ⅰ期 ９ １枚 -７	20 枚 - １	38 枚 - １

Ⅰ〜Ⅱ期 １ ２枚 -１

Ⅱ期 23
１枚 -12	 ２枚 -３	３枚 -１	４枚 -１	６枚 -１	７枚 -１

８枚 -１	10 枚 - １	11 枚 - ２

Ⅱ〜Ⅲ期 ２ １枚 -１	20 枚 - １

Ⅱ〜Ⅳ期 ２ ２枚 -１	14 枚 - １

Ⅲ期 ２ ４枚 -１	19 枚 - １

Ⅲ〜Ⅳ期 ２ １枚 -１	４枚 -１

Ⅳ期 15 １枚 -６	２枚 -２	３枚 -２	５枚 -３	６枚 -１	29 枚 - １

Ⅴ期前半 １ １枚 -１

井戸

Ⅰ期 11 １枚 -６	２枚 -２	３枚 -２	４枚 -１

Ⅰ〜Ⅱ期 ２ １枚 -１	５枚 -１

Ⅱ期 51
１枚 -32	 ２枚 -４	３枚 -２	４枚 -１	５枚 -２	６枚 -４	７枚 -１

９枚 -１	13 枚 - １	18 枚 - １	31 枚 - １	54 枚 - １

Ⅱ〜Ⅲ期 ２ １枚 -１	２枚 -１

Ⅱ〜Ⅳ期 １ １枚 -１

Ⅲ期 ７ １枚 -５	２枚 -１	３枚 -１

Ⅳ期 23 １枚 -12	 ２枚 -４	３枚 -５	４枚 -１	５枚 -１

Ⅳ〜Ⅴ期前半 １ ３枚 -１

Ⅴ期前半 ２ １枚 -１	３枚 -１
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表６-２　銭の種類・数量別出土遺構数一覧 ２
遺構種別遺構種別 時	期時	期 遺構数遺構数 数	量	別	出	土	遺	構	数数	量	別	出	土	遺	構	数

池

Ⅰ期 ３ １枚 -１ ３枚 -１ ８枚 -１

Ⅱ期 ６ ２枚 -１ ４枚 -１ ６枚 -２ ７枚 -１ 溶着銭 (30 枚弱 )+ １枚 -１

Ⅱ〜Ⅳ期 ２ ３枚 -１ ５枚 -１

Ⅱ〜Ⅴ期前半 １ １枚 -１

Ⅲ期 ２ ５枚 -１ ７枚 -１

Ⅳ期 ３ １枚 -２ ３枚 -１

Ⅴ期前半 ９ １枚 -６ ２枚 -２ ４枚 -１

土坑

Ⅰ期 ６ １枚 -４ ２枚 -１ 16 枚 - １

Ⅱ期 60
１枚 -33 ２枚 -10 ３枚 -５ ４枚 -１ ５枚 -４ ６枚 -１ ７枚 -２

８枚 -２	35 枚 - １	208 枚 - １

Ⅱ〜Ⅲ期 ２ １枚 -２

Ⅲ期 ５ １枚 -３ ２枚 -１ ７枚 -１

Ⅳ期 15 １枚 -７ ２枚 -４ ３枚 -２ ４枚 -２

その他

Ⅰ期 １ １枚 -１

Ⅱ期 ５ １枚 -４ 130 緡 (12,591 枚 )- １

Ⅲ〜Ⅳ期 ２ １枚 -１ 73 枚 - １

Ⅳ期 ２ １枚 -１ ６枚 -１

Ⅴ期前半 １ １枚 -１

その他の層は遺構を廃絶する際の埋立層になる場合が多く，その土は近辺から持ち込まれたもの

であろう。池として機能していた時期と埋立ての時期共に，銭を意識的に入れる場合が想定される。

また，埋立てに用いられた土に含まれていたことも想定される。遺跡全体で52基ある中で19基か

ら出土している。なお，１つの池でも層位によって時期が異なるものがあり，時期別に計数すれ

ば26になる。

　g　土坑（表示記号ＳＫ）　g　土坑（表示記号ＳＫ）

　土坑には，径が１ｍ未満の小型のものから10ｍを超える大型のものまであり，時期が判明する

もので500基ほどを確認している。多くは廃棄物の処理坑で，日常生活に伴うものと集落の改変・

整備に伴うものに大別される。また，鍛冶などの生産関連施設，墓関連施設，埋蔵・貯蔵施設な

どがある。地面を掘り返して不用品などを投入した後に，掘り起こした土や近辺の土で埋め戻し

ている。不用品などの投入段階と埋め戻し段階に銭を意識的に入れることや，埋め戻した土の中

に銭が含まれていたことが想定される。時期が判明する土坑では88基から出土している。

　h　その他　h　その他

　この他，甕に130緡の銭を埋納した埋甕遺構（ＳＸ3300），冥銭・六道銭を入れた墓（ＳＸ2990）や，

地鎮に伴うことも想定される遺構（小型の浅い掘り込みに銭を入れたものでＳＫ381は深さ15㎝で

24枚，ＳＸ1717は深さ５㎝で８枚）は意識的に銭を入れたものである。

　なお，ＳＸ3300の次に数量が多いのがＳＫ1300の208枚，次いでＳＢ1781周辺の73枚である。

ＳＫ1300は集落の改変・整備に伴う廃棄物処理坑で，多種多量の遺物が含まれる。ちなみに，土
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師質土器は1.3ｔ，箸状木製品は10,000万本分を超える。ＳＢ1781周辺は建物の廃絶に伴って整

地する中で堆積した土層と見受けられ，各種の遺物が含まれる。このＳＫ1300とＳＢ1781周辺の

例は，出土状況から不用品としての廃棄という面も否定できない。貨幣価値を持ちながらも廃棄

に至るには，銭の所有者や来歴に背景があることが想定される。

　以上のように銭は多数の遺構から出土している。個々の遺構の数量は少量の場合が多い。遺構

の種類では，柵・建物・道路・溝・池・土坑と各種に及び，遺構内へ意識的に入れる場合と，意

識せずに遺構内へ入った場合が推定される。建物・井戸・墓など，意識的に入れたものが確認さ

れている。なお，貨幣価値を持つものとしての出土は，金庫としての用途が指摘されるＳＸ3300

の一括銭（10)が挙げられる。

　さて，集落が継続する中で，多くの施設（遺構）が築造・維持・廃絶されている。そのために地

面の掘削・埋立て・整地などの土木工事がさかんに行われ，土が相当移動したことだろう。各種

の遺構の埋まり方を整理してみたが，銭が含まれる要因として，町の地面や移動した土の中には

相当数の銭が混入していたことが推定される。

　２　遺	構	外　２　遺	構	外

　遺構外では包含層から900枚，表土層から1,000枚ほど出土しており，共に出土地点は遺跡包蔵

中州全体に広がっている。包含層に銭が入る要因は，所持者の身を離れ地中へ散逸したことや掘削・

埋立て・整地など町の土木工事で地面が掘り起こされ土が移動したことが想定される。表土層か

らの出土は，昭和初期の河川改修以降に芦田川の増水時の流水や耕作作業などで，遺構や包含層

が掘り起こされたことが要因と想定される。数量と出土地点からすれば，相当数の銭が町の各所

で地中へ散逸したようである。所持者にすれば紛失を意味するであろうが，町の中では広く銭が

使われていたことを示している。

　遺跡では昭和初期の河川改修以降の自然流路もあり，その底面で50緡の銭塊(11)が出土している。

もとは土坑に埋められていたものが流水によって周囲の土が取り去られたと見られるが，銭塊自

体はほぼ原位置を保っていると推定されている。なお，自然流路では銭塊の出土地点の近辺から

300枚を超える銭が出土しており，銭塊の他にも銭がある程度集積されていたことが想定される。

　さて，草戸千軒町遺跡の発見は，昭和初期の芦田川河川改修工事の際に各種の遺構や遺物が出

土したことによる。銭もまとまった数量のものが確認されており，当時改修工事に従事していた

内務省土木出張所の係官の記録(12)では，昭和７年（1932）９月17日に約95㎏，推定25,300枚，昭和

８年（1933）３月14日に約16㎏，推定4,200枚が発掘されている。100枚ずつ藁紐に通した緡銭(13)で，

木箱に収蔵された痕跡が歴然としたものもあることを記している。緡銭であることや木箱に収蔵さ

れた痕跡から，上記の50緡の銭塊やＳＸ3300の一括銭に類似した状態にあったことが想定される。

　３　小	結　３　小	結

　以上，銭の出土状況に触れて見た。出土した遺構の分布は各時期の遺構の消長に対応しており，

包含層・表土層での出土地点は，遺跡包蔵中州全体に広がっている。

　遺構から出土する場合，意識的に遺構内へ銭を入れる場合があり，建物・井戸・墓などで確認
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できる。住居や家族の安泰，浄水の安定的な取得などの願いや，埋葬や供養によるものである。

銭は貨幣価値を持つことから，不用品としての廃棄ということを想定し難いが，出土状況から不

用品として廃棄されたことが想定される例もある。貨幣価値を持ちながらも廃棄に至るには，銭

の所有者や来歴に背景があることが想定される。貨幣価値を持つものには，金庫として地中に埋

納した一括銭がある。

　包含層に銭が入る経過は，地中に散逸したことや地面が掘り起こされ土が移動することに因る

ものだろう。表土層に入るのは，昭和初期以降に遺構や包含層が掘り起こされたことが要因だろう。

相当数の銭が町の各所で地中に散逸したようであり，町の中では広く銭が使われたことを示して

いる。

　お	わ	り	に　お	わ	り	に

　貨幣経済の進展が認められる中世社会にあって，草戸千軒町遺跡の出土木簡の記載内容と銭の

出土状況から，この町での銭を巡る実態に触れてみた。

　木簡には１貫文や５貫文の銭の付札もある。記載者が自らの銭を伴う活動を記したものが多く，

１文単位から10貫文を超える取引きを行っている。具体的な人物像として，12貫300文の取引きを

行った漆塗りに携わる者，農産物を中心とする各種の物品を取り扱い，金銭の貸付けや年貢・租

税の収納・運用に関与して土倉に通じる名称を有する者などがいる。

　出土状況に関して，銭は貨幣価値を持つことから不用品としての廃棄ということを想定し難い

が，不用品として廃棄されたことが想定される例もある。意識的に遺構内へ銭を入れる場合があり，

建物・井戸・墓など精神的な営みに伴う例が確認された。貨幣としては金庫として地中に埋納し

た一括銭がある。銭が出土した遺構の分布，包含層や表土層の出土地点や数量から，町の中で広

く銭が使われていたことは確かであろう。

　なお，こうした草戸千軒町遺跡での銭に関わる実態は，町が「津」・「市」の機能を有していたこ

とと深く関わるものであろう。

【註】

	１	 ５冊の発掘調査報告書が刊行されている。

	 	広島県草戸千軒町遺跡調査研究所編・広島県教育委員会発行

	 	 『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅰ－北部地域北半部の調査－』1993 年。

	 	 『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅱ－北部地域南半部の調査－』1994 年。

	 	 『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅲ－南部地域北半部の調査－』1995 年。

	 	 『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅳ－南部地域南半部の調査－』1995 年。

	 	 『草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅴ－中世瀬戸内の集落遺跡－』1996 年。

	２	 下津間康夫「木簡類の変遷と諸問題」（広島県草戸千軒町遺跡調査研究所編『草戸千軒町遺跡発掘調査報

告Ⅴ』広島県教育委員会	1996 年）。

	 		 同「草戸木簡にみる流通・金融活動」（『国立歴史民俗博物館研究報告第 92 集　古代・中世の都市をめぐる

消費と流通』国立歴史民俗博物館　2002 年）。

	３	 草戸千軒町遺跡出土木簡については，次の報告書で悉皆報告がなされている。

	 	『草戸木簡集成１』・『草戸木簡集成２』・『草戸木簡集成３』（草戸千軒町遺跡調査研究報告３・４・６　広

島県立歴史博物館　1999 年・2000 年・2004 年）。
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	４	 草戸千軒町遺跡出土銭についても悉皆報告がなされている。

	 	『草戸千軒町遺跡の出土銭』（草戸千軒町遺跡調査研究報告 14　広島県立歴史博物館　2021 年）。

	５	『草戸木簡集成』での掲載書名を示す。

	６	 正税の荷札はＳＤ 510，公事の荷札はＳＫ 582 から出土している。

	７	 この木簡に注目され、性格・用途に言及されたのが石井進氏である。

	 	「木簡から見た中世都市“草戸千軒町”」（『国史学』130 号	1986 年）。

	８	 遺跡の実測座標に基づくもので，50 ｍごとの大地区割をアルファベットで表示しており，南北大区のＦ

区以北を遺跡北部，Ｇ区以南を遺跡南部としている。

	９	 種別の遺構数についてはあらためて計数しており，『草戸千軒町遺跡の出土銭』で報告された数値と異な

るものもある。

	10	 福島政文「一括出土銭について」『草戸千軒町遺跡調査報告Ⅱ』広島県教育委員会　1994 年。

	11	 この銭塊については福島政文氏の考察がある。福島前掲 10。

	12	 昭和初期の河川改修工事時の銭の出土については，次の記述がある。

	 	 この当時河川改修工事に従事していられた内務省土木出張所の脇田氏により記録された「芦田川改修の際発

掘品其の他明細書」によると、「工事の進捗に伴い，田面以下約一・五〇メートル内外より，昭和七年九

月十七日古銭約九五キログラム，推定枚数二五三〇〇枚，同八年三月十四日約一六キログラム，推定枚

数四二〇〇枚発掘せられたり，是等はいずれも所謂一文銭にして特異のものなく，主として支那古銭に

属し，発見当時の状態は百個づつ細き藁縄を以て棒状となし，木箱に収蔵されたる跡歴然たるものあり。

其種九十余種，皇紀五四三年乃至一九七〇年間に鋳造されたるものにして，前記寛永通宝より約〇・七メー

トル乃至〇・八メートル深所に埋没せられ両者明らかに其の系統を異にするものと見做さる。」

	 	『草戸千軒町遺跡　遺跡編』福山市教育委員会　1965 年。

	13	 河川改修時の記録では１緡の枚数を 100 枚としているが，銭塊や一括銭の１緡の枚数は 97 枚が中心で，

各緡の枚数を実際に計数したかは疑問である。
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